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千葉ポートアリーナ令和4年度事業計画書

総則

章・基本方針 ，

我々公益財団法人干葉市スポーツ協会（以下「協会」という｡）は、市民の誰

もが「いつでも、どこでも、いつまでも」スポーツ・レクリエーションに親しめ

‐る環境を提供するとともに､市民の健康・体力づくり、生きがいづくり、地域．

ミュニティとしての交流機能と心の通う地域社会づくりの達成に向け、 「市民サ

ービスの向上」と「効率的な管理運営」を基本方針として取り組む。

第1編

第1

1 市民サービスの向上

（1）公正・公平な市民利用を最優先とした運営を行う。

（2）安全・安心．親しみやすい施設の提供を行う。

（3）市民ニーズを的確に把握し、適切に事業運営に反映させる。
歩

2効率的な管理運営

（1）管理経費の縮減に努めた運営を行う。

（2）組織。体制のスリム化を図り、効率的かつ柔軟な体制による運営を行う。

I

ー

〔
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事業概要（年間運営目標） ’

市民のスポーツ活動の普及振興を基本理念に、千葉市（以下「市」という｡）の

スポーツ施策と市民ニーズに基づき、地域や世代間のコミュニケーションを図り

ながら、市民の誰もが様ノマなライフステージにおいて「いつでも、どこでも、い

つまでも」スポーツ。レクリエーション活動に親しめるような魅力あふれるスポ

ーツ施設の運営を行う。

第2章

1 施設管理運営事業

利用料金収入計画の目標達成に向け、 リピーターの確保・新規需要を獲得す

るため、次に掲げる利用率・利用人数の向上策を講じる。

（1）各種割引料金の設定（個人使用回数券dパスポート券等）

（2）広報・プロモーション活動の強化

（3）市民。利用者からの要望・相談・苦情等への統一対応窓□の設置6

※事務局で要望等の内容の一元化を行い、速やかに業務改善を図る。
、

2 自主事業

（1）教室・イベント

I 市民や地域のニーズにあわせ、託児サービス付事業を開催するなど、各種

スポーツ教室・イベントを開催する。

（2）スポーツ＆コミュニティコーナー

「地元プロスポーツチーム関連スペース｣「スポーツ情報提供スペース｣｢市

民の憩い場スペース」を設け、スポーツ情報の発信拠点として､地域コミュ
ニティの活性化･交流の場として活用する。

（3）物販事業

利用者の利便を図るため、大会・イベント会場の設営用品の販売を行う。

（4）その他

全国大会や大規模イベント開催時の利便を図るため、コピー・FAXサービ
スを行う。

し
、

1

へ

､

〔
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基本事項

1 法令遵守

本施設の管理運営にあたっては､関係法令等の目的･趣旨を十分理解し行い、

関係法令等に関す‘る情報の収集に努め、法令等のI改正が行われた場合は速やか

に対応する。

第3章

2個人情報の取扱い

法令等に基づき制定している「協会個人情報保護規程」により適切かつ細心

の注意を払った適正な情報管理を実施する。

（1）利用者への対応

ア利用者の個人情報を必要とする業務にあっては、個人'l胄報の収集・利用

目的・第三者への保有する情報の有無等について、情報提供者に対し明確

に説明する。

イチラシ配布、協会ホームページ、施設内掲示等により周知する。 （第1

編添付資料参照）

（2）職員の教育・啓発

ア非常勤職員を含めたすべての職員を対象に定期的に研修を実施する。

イ雇用期間満了後も情報の漏洩、滅失、設損が無いように徹底する。

（3）内部統制の充実

ア 「個人'l胄報取扱業務書」を作成し、個人情報に関与する者・取扱目的・

対象者の範囲・情報の種類。情報の収集先等を特定し、適切な管理を実行

する。

イ個人情報を含む紙媒体の文書の廃棄にあっては、細断機を使用する。

ウ文書庫の施錠・コンピュータのパスワード管理等を徹底する。

3情報の公開

「協会情報公開規程・事務取扱要領」に従い市民に情報を公開していく。

（1）情報公開手続

情報公開手続きにおいては、市民の請求に応じて、保有する情報を「協会

事務取扱要領」に従い適切な情報公開手続きを行い、速やかに保有する文書

を開示する。

（2）情報提供

定款、基本財産、役員名簿、事業計画書、予算書、決算書等を、協会ホー

ムページ上で公開するとともに、市市政情報室等に情報提供し、市民が当協

･会に関する情報を閲覧できるように取り組む。
。 ． 〔

4市内産業への貢献

市・市民の共有財産である本施設の管理運営を市に代わって行う者として、

また、行政補完型公益法人として、 「市新基本計画」で市が目指す「都市の魅

力を高める」「地域経済を活性化する」を踏まえた事業展開を図る。
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』

（1）当協会の事業活動（本施設の管理運営を含む｡）に際し、業務委託・修繕

物品の調達等は、積極的に市内業者を登用していく。

（2）利用者がイベント等で本施設を利用する際、会場設営、音響・照明等の業

者を必要とする場合は、市内業者を積極的に紹介する。

（3）市内の民間スポーツ施設の指導者を自主事業の指導者として活用する。

5雇用創出・機会の提供

‘ 「市新基本計画」で市が目指す「勤労者の支援と雇用の倉l出」を踏まえ、市

内在住者・障害者・女性等、それぞれの長所・能力等を活かし、適材適所を

基本とした従事者の雇用・登用を図る。

（1）市内雇用

フリーペーパー、求人広告誌、地域情報誌等を活用し、広く人材を公募し、

市内在住者､なかでも本施設周辺の地域住民を積極的に登用する。

（2）高齢者・障害者雇用

〈ア市内在住の専門的知識・技能等を有する人材を確保する。

イ 「障害者の雇用促進等に関する法律」に則した障害者雇用を実践する。

（3）男女共同参画 ，

ア 「男女雇用機会均等法」「市男女共同参画ハーモニー条例」等に則り女

性の雇用や登用、職場環境の整備を実践する。

イ男女差別のない職場環境整備仕事と家庭の両立を支援する制度（労働

時間短縮休暇取得促進等）の一層の整備充実に努める。

・ 1

八

6環境への配慮

「市新基本計画」で市が目指す「環境に配盧した低炭素・循環型社会を創る」

の施策実現に向け、すべての職員が環境に対する意識を高め、エネルギー消費

やごみを減らすための方策を積極的に推進する環境マネジメントを実践し、環

境保全活動に取り組む。

（1）協定・マネジメント

ア市と締結した「地球環境保全協定」（平成17年9月）に基づき、公益

法人として率先して環境保全に取り組む。

イ 「環境保全計画」に従い、継続的な環境負荷の低減に向け、チェックリ

ストを活用した定期的な自己評価を行う。

ウ改善点のうち実現可能なものについては速やかに対応し、自己評価の結

果を市へ報告する。

（2）物品調達

「協会グリーン購入推進方針」「協会グリーン購入ガイドライン」に従い、

環境に配慮した物品を優先調達する。 ‘

（3）省エネルギー

ア低炭素社会の実現に関する取組みへ参画し、環境に対する意識を高め、

組織として身近にできる省エネルギーを実践する6

1

ｒ
江

、
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イ ノーカーデーを設けるなど、公共交通機関での通勤を推奨する。

（4）環境美化、 リサイクル

ア国土交通省干葉国道事務所ボランティアサポートプログラム「国道をき

れいにする会」ヘ今後も参画し、環境美化運動を推進する。

イ本施設の管理運営で発生する発生材の処理にあっては、可能なかぎり再

資源化・再利用に努める。蛤△

7 リスク分担

選定要項に記載されている「リスク分担に対する方針」に従い、誠実に業務

を履行し、不明確な事項については市と協議の上、適切な範囲のリスクを負担

する。
「’

8指定管理者の管理運営対象区域

指定管理者の管理運営対象施設は、 「管理運営の基準」及び「施設平面図」に

おける地上施設（1階、2階、3階及び塔屋階。 （公財）千葉市スポーツ協会の

使用区域も含む）及び地下施設の－部（地下1階及び地下2階における中央監

視室、機械室、電気室、倉庫、ファンルーム等）とする（第1編添付資料参照)。

また、地下1階及び地下2階においては、上記諸室のほか、本施設及び駐車

場部分に係わる電気設備、空気調和換気設備、給排水衛生設備及び消防設備等

が一体的に設置されていることから、当該施設の維持管理も行う。

１

g千葉市関係各課・機関との連携

（1）市との連絡・連携等の調整方法

ア当協会が指定期間に行う管理運営について、事務局と市の関係所管課間

において連絡調整のための会議を適宜開催し、本施設の管理運営について

協議・検討を行い、情報の共有を図る。

イ本施設の管理運営において発生した、緊急性の高い事項については、事

務局から市へ速やかに連絡が取れる体制を構築する。

（2）利用調整が必要とされる関係機関等との連絡・連携等の調整方法

ア市の主催行事や利用調整会議による各種スポーツ団体の大会、イベント

等の大会運営を円滑に行うため、当協会と大会関係者との事前調整を使用

許可申請書提出時に対面打合せにより行う。

イ催物の内容に応じては、法令等で定められた届出事項や、使用及び計画

実施に関しての必要な事項について、定められた期日までに、利用者が関

係機関（中央消防署臨港出張所、中央薑察署、市保健所）への届出及び許

認可の申請を行うよう促す。

、

（3）市の事業への協力・調整

ア市が実施又は要請する事業について、当協会のホームページ及び広報誌、

本施設への掲示・利用者への参加呼びかけ等、広報の協力を行う。
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イ市が実施又は要請する事業について、会場設営に伴う早期開館及び撤去

に伴う開館時間の延長等に対応する。 ‐

ウ市からの依頼による本施設の運営・維持管理又は施設の現状等に閏する

調査、資料作成、緊急安全点検、監査等についても協力する。 ・

工市からの新たな業務委託提案にあたっては、そのまま受託するのではな

く､当協会が利用者アンケート等の事業モニタリングで収集した利用者二

－ズや要望等を組み込むなど検討を行い対応する。

『

』

ｰ

今

第1編－6－



指定管理区域周辺の管理者との調整・協力

1 三菱UFJ信託銀行株式会社

（1）三菱UFJ信託銀行株式会社による駐車場（本施設1階、地下1階及び地

下2階）の管理運営に協力するとともに、本施設の運営及び維持管理業務の

実施にあたり、十分な連絡調整を行う。

（2）来場者の効用・集客力の向上等の相乗効果を期待し、ポートスクエア一体

の安全かつ利便性を考慮した運営を行う｡

（3）地下駐車場及び大型バス駐車場の利用・設備管理等責任の所在について協

定又は覚薑による細目確認を文書により交わす。

（4）駐車場の利用については、大会・イベント主催者の駐車券無料等{臺遇措置、

利用者への割引などといった協力体制をとる。

（5）大型バス駐車場の利用については、本施設の利用者を最優先と考えながら

も空き状況によっては、三菱UFJ信託銀行株式会社への貸出しを可能とす

る。

（6）設備機器点検等の実施の際は、非常用放送がポートスクエア全体と連動し

ていることから、相手方の運営に支障を来たすことのないよう、事前の連絡

体制を整える。

（7）人工地盤で行う三菱UFJ信託銀行株式会社主催のイベント開催について

は、スロープの使用等が発生するため、事前連絡°調整のうえ車止め開閉錠

等の協力を行う。

第4章

2地下駐車場部分の光熱水寶等の報告

地下駐車場における光熱水費等については、子メーター等にて毎月の使用量

を集計し、市（都心整備課）に報告する。

3 自動販売機・屋外案内塔等の許可受者との調整

行政財産目的外使用許可部分（自動販売機､、案内塔、整圧器）の光熱水寶等

は、許可受者と調整を図り、適切に支出事務を行う。

なお、自動販売機、屋外案内塔、整圧器、ガス管における光熱水費等につい

ては、毎月の使用量を集計し、光熱水費の使用料を許可受者へ請求する。

4自治会

円滑な管理運営を行ううえで、常に地元自治会､.各種団体、地域住民、公共

機関等と協調を図り、協力を求められた場合は、誠意をもって対応する。

）

第1編－7－
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事業報告書の作成

1 事業報告書

令和4年度の事業報告書は令和5年4月SO日までに市へ提出する。

2月事業報告書

（1）報告内容一

第5章

ア利用実績報告 、

（ア）利用状況総括表「月事業報告様式第1号」

（イ）大会・行事利用状況表「月事業報告様式第2ｰ1～2号」

（ウ）利用件数・人数報告「月事業報告様式第3－1～2号」

（工）施設利用料金報告「月事業報告様式第4号」

（オ）行為許可利用料金報告「月事業報告様式第5号」

（力）利用率報告「月事業報告様式第6－1～6－2号」

（キ）回数券等販売報告「月事業報告様式第7号」

（ク）減免報告「月事業報告様式第8－1号」

（ケ）利用制限実施状況報告、不利益処分状況報告

「月事業報告様式第8－2号」

（．）自主事業実施報告「月事業報告様式第9－1～9－4号」

イ管理業務実施報告

（ア）委託業務報告「月事業報告様式第10号」

（イ）施設維持管理業務実施状況総括表｢月事業報告様式第11－1号」

（ウ）建築物・設備点検・備品管理報告「月事業報告様式第11－2号」

（工）修繕実施報告「月事業報告様式第12号」

（オ）事故報告（発生時のみ） 「月事業報告様式第13号」

ウ収支計算書類

（ア）施設管理運営事業収支計算書「月事業報告様式第14号」

工モニタリング及び自己評価

（ア）利用者アンケート実施状況報告「月事業報告様式第15－1号」

（イ）自己評価の実施状況報告「月事業報告様式第15－2号」

（ウ）相談・要望等対応改善報告「月事業報告様式第15－3号」

（工）利用者アンケート調査結果報告「月事業報告様式第15－4号」

オ広報及びプロモーション

（ア）広報6プロモーション報告「月事業報告様式第16号」 ‐

報告方法

／・
Ｌ

1

(2)報告方法

あらかじめ市と協議した書式により、翌月10日までに提出する。

、

第1編－8－



丙

管理規程、マニュアル等の作成

1 管理規程等

（1）定款

（2）組織規程

（3）決裁規程

（4）文書取扱規程

（5）法人印規程

（6）就業規程

（7）職員給与規程

（8）職員旅費規程

（9）職員退職手当支給に関する規程

(10)非常勤職員等取扱要綱

（11）嘱託員取扱要綱

〈12)財務規程

（13）遺失物取扱要綱

（14）指定管理者情報公開規程

（15）情報公開事務取扱要領

（16）電磁的記録管理要綱

（17）個人情報保護規程

（18）契約職員取扱要綱

（19）職員研修要綱

(20)セクシュアル・ハラスメント

（21）グリーン購入推進方針

（22）グリーン購入ガイドライン

・ハラスメントの

第6章

／

一

防止に関する要綱

2マニュアル等

（1）接遇マニュアル

（2）受付業務マニュアル

（3）使用許可等の基準

（4）保全マニュアル

（5）現金取扱マニュアル

（6）利用料金減免基準

（7）備品管理方法

（8）危機管理マニュアル事故対応編

（9）危機管理マニュアル災害対応編

(10)市貸与備品台帳

（11）協会備品台帳

（12）苦情対応マニュアル

（13）暴力団対応マニュアル

（14）利用料金後納内規 ．

ゴ

第1編-9－
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脈一配布受雪

公益財団法人千葉市スポーツ協会個人情報の取り扱いについて

公益財団法人千葉市スポーツ協会にて保有しております利用者の個人情報の

利用目的等につきましては下記のとおりでございますので､内容をご確認いただくとともに、

ご不明点等がございます場合は、お手数ですが下記お問い合わせ先までご連絡ください。

1．個人情報の利用目的

当協会では､利用者からご提供いただいた氏名｡住所･生年月日･電話番号等の個人

情報について､以下の目的で利用させていただきます。

・施設利用、教室等の管理･運営のため

・事故等、緊急時の対応のため

・利用者の統計的資料を作成するため

.利用者からのお問い合わせまたはご依頼等への対応のため

2.個人情報の第三者への提供

当協会では下記の場合を除き､利用者の個人情報はいかなる第三者にも提供いたし

ません。

．利用者ご本人の同意がある場合

・法令等の規定に基づく場合

・人の生命、身体又は財産の保護のため必要がある場合であって､利用者ご本人の同意

を得ることが困難である場合

・公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、

本人の同意を得ることが困難である場合

・国若しくは地方公共団体又はその委託を受けたものが法令等の定める事務を遂行する

ことに対して協力する必要がある場合であって､利用者ご本人の同意を得ることにより

当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

※なお、上記の理由により利用者の個人情報を第三者に提供する場合には､相手先と

なる第三者と個人情報保護に関する取り決めを行い､個人情報の保護に万全を期す

よう努めます。
、
／

3．個人情報のお問い合わせについて

個人情報のお取り扱いに関しては、下記窓口までお問い合わせください。

公益財団法人千葉市スポーツ協会

〒260-0025千葉市中央区問屋町1-20

電話043－238－0006

第1編添付資料1‐



月臺業報告様式第1号

～

利用状況総括表

I

ノ

※利用率：休館日、法定点検等により利用できないコマを利用可能コマ数から除いた
実利用可能コマ数により算出している。

J ・

全Ⅱワス雨宮肘

ノ

第1篇添付資料-2-

区分 年月 前年同期 対前年同期比

利用料金収入（円） ．

利用者数 （人）

利用者数(ﾒｲﾝｱﾘｰﾅ）

利用者数(ｻプｱﾘｰﾅ）

■■■■■■■■■■■｡■■■■■■■■■■､■■■■■■■■p■○8■■■■

利用者数(ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室1）

利用者数(ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室2） ジ

利用者数(附帯施設）
）

利用者数(体力測定室）

利用率(メインアリーナ）

利用率(サブアリーナ）

区分
、

／ 年月 前年同期 前年同期比

専
用
使
用

メインアリーナ（ｱﾏﾁｭｱ・入場料なし）

サブアリーナ（ｱﾏﾁｭｱ・入場料なし）

メインアリーナ（ｱﾏﾁｭｱ・入場料あり）

サブアリーナ（ｱﾏﾁｭｱ・入場料あり）

メインアリーナ（非ｱﾏﾁｭｱ・入場料なし）

サブアリーナ（非ｱﾏﾁｭｱ・入場料なし）

メインアリーナ（非ｱﾏﾁｭｱ・入場料あり）

サブアリーナ（非ｱﾏﾁｭｱ・入場料あり）

トレーニング室(2)

附帯施設

個
人
使
用

サブアリーナ

トレーニング室(1) ．

トレーニング室(2)

体力測定室

附
属
設
備

照明設備(全灯）

照明設備(半灯）

メインアリーナ冷暖房設備

大型映像装置

放送設備

サブアリーナ冷暖房設備

体操器具､舞台設備等その他設備

行為許可

回数券･定期券

合計



月事業報告様式第2-1号

弔状況表(メインアリーナ）

日 曜日 大 会 名 時間帯 主 催 者 利用人数 内関係者数 内観客人数

1

2

3

、ー

4

5

6

6

7

8

9

10

1

2

P

3

4

5

6

7

8

9

9

20

21

22

23

24

25 、

26

27

28

29
『

30

31

月 計 ′



ノ

月事業報告様式第2-2号

月大会･行事利用状況表(サブアリーナ）

『

』

第1篇添付資料-4－

－

日 曜日 大 会 名 時間帯 主 催 者 利用人数 内関係者数 内観客人数’

1

2

3

値

4

5

6

7

8

９

10

1
9

2

3

4

5

6

7

8

9

20

21

22
へ

｡』

23

へ

24

25

26

27

28

29

30

31

月 計



月事業報告様式第3-1号

利用件数･人数報告書

月

千垂ポートア【j一十

〆

第1編添付資料-5-

専用使用(件数）

アマチュアスポーツによる使用

入場料の類を1 i収しない場合 入場料の類を1徴収する場合
ロ ロロ －－

メインアリーナ サブアリーナ メインアリーナ サブアリーナ

アマチュアスポーツ以外による使用

入場料の類を 〔収しない場合 入場料の類を 散収する場合

Jノもニーロ『 ？

メインアリ
坐寺一H 1－÷
~ワソノリーフー

唖王、りっ11_÷メインアリーナ 44口守一ワ11－斗一サブアリーナーナ

トレーニング室(2) 附帯施設

個人使用(人数）

サブアリーナ
トレーニン

グ室(1)

ﾄレーニン

グ室(2)
体力

測定室

利用件数･人数
合計

件数 人数 件数 人数 件数 人数． 件数 人数 件数 人数 件数 人数 件数 人数 件数 人数 件数 人数 件数 人数 人数 件数 、 人数

むけ

‐〈

こ

｡

1－11 11 1B ﾛ

I弓-I

、
／

1 11 1ﾛ ﾛ

'－1|ヨ

‐Il ‐ IB-p｜ ’｜ ’|司'一一__－－’

し

夕一

1 11 1号－1ﾛ 一一一一一一一一一一一1'一’

I L－－－－－－I1－11 －一一一一一一一一一Il l'－11－1信一’

月計



月事業報告様式3-2号

敗・人数幸R告(他

第1篇添付資料－6－

日 曜日

1且／、.唾nコ K手 座・ノ、ノ

サブアリーナ トレーニング室(1） トレーニング室(2)

一般 中高生 小学生以下 身障者 65饅CIF 小計 超過 一般 高校生
身障者 65歳じIf 小計 超過 区分なし 身障者

R再幾℃I卜 小計 超過

体力測定室

一般 中高生 小学生以下 身障者 65寵以上 小計 超過

日計 ．

人数 超過

I－l1 1
|－’|一’'一’l－l|－’|－’|－’

1 11 1！ ！！ ！

|－’l－ll－ll－l'一’|’

l l1 ． 11 ．11 1

'一’|一’l－l|－’l－l'一’|－’

！ ！1 1’ 1

|－’'

1 11

一’|

－11

デー－’'

1U

一’|

ﾛ

|

－’|

－’|

－’

－’l－l|司

1 ．11－11 ． 11 1

|－’|－一’|－－~’|－’l－ll－l

イ

|_一一’l－ll－l' 一一一一一一一一I|－’'－1l－l

！ ！！ ！1 1ローﾛ

|－’|

ロ ！ー

－’l

IH

－l|

11

－’｜

1

｜

’

’｜ ’

！ ！1 ！1－1！ ！1－F

l－l'一’｜ ’

'一’1－1

|一’l－ll－l

が＝

1 l'－－－」l－l
'一’l－l|一’'一一I

1 11 11 1’

l－ll

1 11

－ll

－1！

－l

！
'一’



月事業報告様式第4号
一

施設利用料金報告書

月

第1編添付資料-7-

渚

専用使用 ．

アマチュアスポーツによる使用

入場料の類を徴収しない場合 入場料の類を徴収する場合

メインアリーナ サブアリーナ メインアリーナ サブアリーナ

アマチュアスポーツ以外による使用

入場料の類を徴収しない場合 入場料の類を徴収する場合

メインアリーナ サブアリーナ メインアリーナ サブアリーナ

トレーニング室（2） 円1市､、品で

個人使用

サブ

アリー

ナ

トレー

ニング
室(1)

トレー

ニング

室(2)

体力
詞11壼壼

附属設備

メインアリーナ

照明設備

全灯 半灯．
冷暖房設倫 大型映仰塗冠 放送設備

サブアリーナ

冷暖房設備

体操器具、
舞台設備
その他の
附属設備

施設利用料金
合計

ロ ﾛ1 1ロ ロﾛ ､

1 . 1｜ ’|－’

1 11

1－11

11

！1

11

－11

－11

－11

－11

－11

一I'

－11

一I'

－1

－1I I

1 11－11 1I ！' 一一一一一一一一一I
1－11－’'－1

ｰ

1－11 1
'一1'－1'一’

1 11－11－1I－l|一I

I

ノ 1 11－1ローﾛ'一Il－l'－1

ロ 9'一一一一一一一一一一U

｜ ’

'－11－11－1l－l

月計



月事業報告様式第5号

！

行為許可利用料金報告書

、

←

一

肇1編添付薑料-9－

「
~､

行為許可利用料金

物品の販売
ロ

広告の掲出 写真又は映画の撮影
ラジオの放送又は
-テレビの放映

件数 今額 件数 金額 件数 金額 ． 件数 令顎 一

行為許可
利用料金
合計

凸
、

陣

ノ

q

｝
一

陰

１
三

月計
！



月事業報告様式第6-1号

利用率報告書(専用利用コマ）

千葉ポートァリーナ月

・
画
ロ
■
■
■
■
■
・
・
・

二
軍
二
二
二
二
二
二
二
二
二
二
二
二
画
二
二
二
二
二
二
二
二
二
一
二
一
一
二
一
一

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

ノ

第1編添付資料-9-

総利用率 実利用率(休館日を除く） 実利用率内訳(1) 実利用率内訳(2)

コマ数 利用コマ数 利用率 コマ数 利用コマ数 利用率 一般 利用率 中･高校牛 利用率 ‐小学生 利用率 一般 利用率 優先 利用率

←

合計



月事業報告様式第6-2号

利用率報告書(時間外専用利用コマ）
Ｌ

千葉ポートアリーナ ．月

四『弓

第1編添付資料-10-

0時～9時 21時～24時 合計

コマ数 利用コマ数 ・ 利用率 コマ数 利用コマ数 利用率 コマ数 利用コマ数 利用率

〆
へ

〈

､＞

…

、

合計



月事業報告様式第7号」

、

回数券等販売報告書
§

月分

』

（

、

第1編添付資料=11－ 〉

1

種別 一般

件数 料金

中高生

件数 料金

小学生以下

件数 料金

利用料金

ユ
司
今
口

回数券

年間パスポート

6か月パスポート．

3ケ月パスポート

合計 ｑ
８
・
Ｈ
１

く
ら



月事業報告様式第8-1号

減免報告書

" ■

第1篇添付資料－12－

個人使用
障害者

一般 中高校生 小学生以下
介護者

高齢者 。

(市内在住65歳以上）

指定管理者が特に
必要と認める場合

一 個人使用
減免額合計

施設名 件数 減免額 件数 減免額 件数． 減免額 件数． 減免額 件数 減免額 件数 減免額 件数 減免額

サブアリーナ

トレーニング室(1)

■
■
■
■
●
■
■
■

。
■
●
■
⑪
■
■
●

トレーニング室(2)

ａ
●
■
■
■
■
■
■
●
■
二

体力測定室

附帯施設

ご
■
■
■
●
●
早
早
■

・附属設備

合計

J

1

■
■
■
■
■
■
由

専用使用 障害者 市内小学校～高校 社会福祉法人 育成団体
市が特に必要と
認める場合

指定管理者が特に
必要と認める場合

専用使用

･減免額合計

施設名 件数 減免額 件数 減免額 件数 減免額 件数． 減免額 件数 減免額 件数 ‘減免額 件数 減免額

メインアリーナ

サブアリーナ

トレーニング室(1)

一
■
■
●
■
重

■
■
■
■
■

■
■
■
■
Ⅱ
■

■
■
■
■
凸

トレーニング室(2)

体力測定室

附帯施設

附属設備

－
■

■

■
■
■
』
■
■
■

■

■

■

合計

減免額合計



月事業報告様式第8-2号

利用制限実施状況報告（月）

不利益処分状況報告（月）

第1編添付資料－13－
'

発生日時句 利用場所 利用者名 利用制限事由 実施状況 対処方法

、

発生日時 利用場所 利用者名 ‘ 不利益処分事由 ・ 利用制限実施状況 対処方法

年



月事業報告様式第9-1号

己

自主事業実施報告書

教室・イベント（ 月）

1

■

二一一 ”ｰ一一戸缶■

戸

し

第1編添付資料-14－

事 業 名 施設名 場所
日 ． 時

日 曜 時間
備 考

&

1 1

事 業 名
1

施設名 場所
日 ，時

日 曜 時間
参加対象 参加人数 収入 支出 備 考

＝

1

｜ I

0 0 0



月事業報告様式第9-2号

自主事業実施報告書

物販事業（ 月）

、

ノ

k

ｰ

第1編添付資料－15－

、

収入

カートンテープ

1 50mm×50m

数量 料金

ラインテープ1

50mm×50m

数量 料金

ラインテープ2

40mm×60m

数臺 料金

ラインテープ3

80mm×50m

数舅 料金

金額合計

支出

事業費

備 考

合 計



月事業報告様式第9-3号

自主事業実施報告書

その他の事業（ 月）

It－

●

可

く

〆

〆

〆
〆

／

第1編添付資料－16－
／、

コビーサーヒス

白黒(1枚10円）

枚数 料金

カラー(1枚50円）

枚数 料金
料金計

FA.X送受信サーヒス
ザ

市内(1枚1.0円）

、枚数 料金

県内(1枚20円）

枚数 料金

県外(1枚S0円）

枚数： 料金
料金計

ン

受信(1枚10円）

枚数． 料金

収入

合計

支出

事務費

合計．



月事業報告様式第9-4号

自主事業実施報告書

スポーツ用品貸出サービス事業（月）

』

『

第1編添付資料-17-

N○ 大 会． 名 ． 団 体 名 数量 収入

1

2

3

毎 J

4 得
ｰ

5

合計

N○ 大 会 ・名． ・ 団 体 名 数量 収入

1

2

3

4

5

.合計



月事業報告様式第10号

lり

6

■
■
■

■
■
■

■
●
■

■
■
。
■

■
■
●

●
■
■

■
■
■

巳
■
■

■
■
■

■
■
■

■
■
■

■
■
■

■
■
■

■
■
■

■
■
■

■
■
■

■
■
●

■
■
■

■
■
■

■
■
■

■
■
■

■
■
■

■
■
■

■
■
■

■
■
■

。
■
■

■
Ｊ
■
■

■
■
■

■
■
■

■
ｐ
■

■
■
■

■
■
■

■
■
■

■
●
■Ｉ

一

第1編添付資料-18-
I

施 設 名 委、 託 契 約 名 業 者 名 契約期間 契約金額（円） 支払回数 支出内訳 ．（ 円 ） 備 考

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

●■■■■■■■■■■け■け■■■■■B■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■●■■■■■■■■■■■■■■

､■■巳｡■■■■■■■■■■■■●■■■■■■■■■■■■口早■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■｡■■■■■■■｡■■■

■■■■■■■■■｡■■■■■●■■■■口旬■■■■■■■｡■■■■■■■■■■■■●p■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■□■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■｡■■■■■●■■■■■■■■■■■■■■■■■■■白●■■■■■■■■

■■■■■■旬■■■■■●■■■■■■■■■■■■■■■■■■■色｡■■｡■■■■■■■■■｡｡■■●■■■｡■■p■■｡■日日

■■a■■■■■■■●■■■■■■■■●■p■■■■■■■■■■甲■■■■■■｡■■■■■■●■■●■■■■■■■■■●■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■●■■■■■■■■■■■■■■■□■■F■■■■■■P｡■p■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■｡■■■■■曲●■

■■●■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■●｡｡■■■■■●●■■■■

■■■■■p■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■■■■■■■●p■■■■

■巳■p■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■合■■PPB■■■■■■●■■■■■■巳■■■■■

■■□■■｡■■■■G■■■■■■■●□■■■●●■■■■■■■■●■■■■■■

■■■■■■●■■■■■□■■｡■■■■■■■■■■●■■■■■■｡■■■■■■

､■■■■■■■■■■■■■巴■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

､■■■■旬■■■■■■■■■■■■■■□■■■■■p■■■■■■■｡■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■｡G■□■■■■

画画一■＝■＝■■■■■■■■巳■■■■■■Ⅱ

､■■車■■■由■●■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■●■p■■■■■■p□■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■｡■
f

■■■■■■■■■■■■●■■■■■●■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■●巳■■■■■■■■■■■■■■■■■●●■■

■■■■■■■■■■GBF■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■●■■■■■□け｡■■■■■■■■■■■■■■⑪



月事業報告様式第11-1号

施設維持管理業務実施状況総括表（月分）
8

施設名：千葉ポートアリーナ

.直1に

『

【】 j自雨

7環境衛生管理業務

8保安薑備業務

第1編添付資料-19－

日常点検

実施時期

実施内容

実施結果

■

定期点検，
実施内容

実施結果

日常点検

実施時期

実施内容

実施結果 』

定期点検
実施内容

実施結果
6

日常点検

し 実施時期

実施内容

実施結果

定期点検
実施内容

実施結果

日常点検・作業
実施時期

実施内容

実施結果

定期点検・作業
実施内容

実施結果

日常点検

実施時期

実施内容

実施結果

定期点検
実施内容

実 値結果

日常清掃
実施時期
実施内容

定期清掃
特別清掃

実施時期

実施内容。

日常点検・作業
実施時期

実施内容
実施結果

定期点検・作業
奏施内容

実施結果 ノ

施設開場
時間内

実施時期

実施内容

実施結果

施設開場
時間外

実施時期

実施内容

実施結果



月事業報告様式第11-1号

4共有施設維持管理妻

、

ざ

第1編添付資料-20-

円常点検・作業
『0

実施時期

実施内容

実施結果

定期点検・作業
実施内容

実施結果

』

日常点検・作業

実施時期

実施内容
実施結果

定期点検・作業
実施内容

実施結果

日常点検・作業

実施時期

実施内容

実施結果

日常点検・作業

実施時期

実施内容
実施結果

定期点検・作業
実施内容
実施結果

円常点検・作業

実施時期

実施内容
実施結果

日常点検･作業

実施時期

実施内容
実施結果



、

月事業報告様式第11－2号

一

建築物･建築設備点検･備品管理報告書（ 月）

第1編添付資料-21－

施設種別 点検項目及び点検箇所 点検状況､ 対応･処置等

建築物

建築設備

備品等

建築物

建築設備

備品等

建築物

建築設備

備品等

寺

屯

建築物

建築設備

備品等

建築物

建築設備

備品等

「

h

建築物

建築設備

備品等

『

屯

.ザ

建築物

建築設備

備品等

～



月事業報告様式第12号

修繕実施報告書（ 月）

’

う

ハ

戸

第1編添付資料-22-

修繕箇所 修繕期間 修繕金額(円） 業者名 、 修繕内容 施工状況 添付資料

図面・写真

～ ､

図面・写真

～

ー~

図面・写真

（

～

図面 Ｃ
Ｌ
、
写真

～

へ

図面・写真

～

図面・写真

～

図面・写真．

～

図面・写真

～

図面・写真

～

）

、

図面．・写真



月事業報告様式第13号

事故報告（ 月）

の

や一
階

第1編添付資料-23-

● ﾛ

発生日時 発生場所･箇所 事故等の内容 ・ 負傷者･被害者等 事故等の処理状況 改善策 報告状況

電話・書面

電話・書面

電話・書面

電話・書面

電話・書面

電話・書面

電話 ■ 書面

一

電話・書面

I

電話・書面

電話・書面



月事業報告様式第14号

L

施設管理運営事業収支計算書（ 月）
(単位：千円）

光熱水費等の支払実施状況報告事務費内訳 (単位：円）

、

、

第1編添付資料-24-

施設管理運営事業 当初予算額 流用額 予算現額 決算額 累計額 備考

収
入
‐

指定管理者委託料

利用料金収入

収入計

■一

支
出

管理運営費

人件費

事務費

管理費

管理に係わる備品経費

支出計

Q

、

ノ

収支差額

区分 決算額 累計額
備考
(使用期間）

電気
唾

・ ガス

水道

下水道

計 '



月事業報告様式第15-1号

利用者アンケート実施状況報告

月分

1随時調査

2定期調査

箏1編添ｲ寸畜料-ク5－

実施方法 実施状況

利用者との日常のコミュニケーショ

ンによる利用者意見の聴取

意見箱の設置による利用者意見の
聴取

協会ホームページでの利用者意見
の受付 ’、

L

実施方法 実施状況

施設利用者への施設やサービスに
関するアンケート･聞き取り調査

自主事業参加者へのアンケート。
聞き取り調査

1 F

二 ，
1

、



月事業報告様式第15-2号

自己評価の実施状況報告
〉
ヘ

l－へ

評価A:きわめて良好な管理運営

評価B:良好な管理運営

評価C:計画通り適正な管理運営

評価D:計画を下回る管理運営

評価E:計画を大幅に下回る管理運営

〆

菫ィ鱸添ｲ寸雪麹-つR一

項目

ｲ

実施 報告 評価 備考

施設管理運営業務について
(1) （安全管理･設備維持状態･施設環境）
【ﾁｪｯｸ項目評価】

毎月 -毎月

(2)
利用者数
【定量評価】

毎月 9.3月

(3)

J ■凸

利用率
【定量評価】

毎月 9.3月

(4）

1 1

収入増減率
【定量評価】

毎月 毎月

(5)
事業収支(前年度との比較）
【定量評価】

毎月 毎月

自主事業実施状況
(6) （参加状況｡内容･反響）
【ﾁｪｯｸ項目評価】

3ヶ月 3ケ月

広報･プロモーション実施状況
(7) （手法･認知度･効果）
【ﾁｪｯｸ項目評価】

、

3ケ月 3ヶ月

(8)総合評価 《



月事業報告様式第15-3号

相談、要望等対応改善報告書（ 月）

《

、

第1編添付資料-27-

受付日 受付種別
(相談･要望･苦情）

内容種別
(ハード･ソフト･その他）

ノ

内容概要 対応状況･対応策 結果

～

解決・未

解決・未

解決・未

、

解決・未

解決・未

解決・未

八

解決・未

解決・未

『

解決・未

解決・未



月事業報告様式第15-4号

利用者アンケート調査結果報告書（ 月分）

第1編添付資料-28-

種別 実施媒体 実施･受付施設 実施･受付日 結果・概要 分析‘ 評価

■ 、

対応・対策

、！

■

、

Ｌ

仏
，
０

I

~

一

三

～ー

里



月事業報告様式第16号

広報・プロモーション報告

月分 ．

ノ

1

第1編添付資料-29-

利用媒体 実施日 広報内容

市政だより ． 1日号

ホームページ

定
期
編
集

1日

15日

随時更新

スポーツ情報誌
｢みんなのスポーツち
ば」

（

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
誌

リーフレット

チラシ

新聞各社 ノ

無料生活情報誌

FMラジオ・CM
『

その他

プロモーション



管理体制

責任体制（組織図)．

1 責任体制について

指定管理業務全般を円滑に執行し、事業計画の目的を達成するために責任

の所在を明らかにし、柔軟で効率的な業務遂行を図るため、下記の責任体制
により業務を執行する。

（1）事務局長

アすべての事務事業を掌握する総括責任者として､事務局に配置する。
イ協会運営全般を指揮監督し、市及び関係機関等との連絡調整を行う。

（2）次長

ア事務局長のもと、協会運営業務を掌握する責任者として事務局に配置

する。 －1
イ協会運営業務を指揮監督する。

ウ事務局長のもと、自主事業等の企画運営業務を掌握する責任者として

事務局に配置する。 ．

工自主事業等の企画運営業務を指揮監督する。

オ事務局長のもと、施設管理統括業務を掌握する責任者として事務局に

配置する。

力施設管理統括業務を指揮監督する。 ．

（3）補佐

ア次長を補佐する者として配置する。
ノ ,

イ次長が行う協会運営業務及び企画運営業務ならびに施設管理統括業

務の指揮監督を補佐する。

（4）干葉ポートアリーナ施設長（以下「施設長」という｡）
ア次長のもとも本施設の指揮監督を行う責任者として､･施設長を配置す
る。

イ本施設レベルでの意思決定及びジョーンズラングラサール（株）・事
務局との連絡調整を行う。

第2編

第1章

す

三

１

公益財団法人千葉市スポーツ協会組織図

第2編－1－ ‘



第2章 人員配置、業務分担

1 人員配置、

（1）責任の所在を明らかにするため、正職員を主軸とした人員配置とする。

（2）本施設の管理運営は、施設長を責任者として施設管理運営業務を行う。

（3）法令等で有資格者の配置が義務づけられ、当協会の職員で対応が困難な業

務や特殊な技術を要する業務については、外部委託を導入する｡

／

2業務分担

（1）施設長

（2）職員

・業務の統括、指揮・監督

・施設管理運営業務、受託事業運営業務、自主事業運営

業務、窓口受付他

・窓口受付補助業務、施設管理運営補助業務

・法令等で有資格者の配置が義務づけられ、当協会の職

員で対応が困難な業務（定期点検業務の一部、特殊設備

の点検、廃棄物処理業務、薑備業務等特殊業務等）を外

部業者に委託

※「第4編第18章委託事務実施計画」参照 ．

（3）非常勤職員

（4）外部委託

勤体制表

務
務
日

勤
勤
休

台
巾
間
定

通
｛
仮
指

０
０
０

０
０
０

０
０
０

０
０
０

ｍ
ｍ
｝
、
０

紐
小
ス
］
担
旧

8:30－17: 15

12:30~21 ： 15

』

／

／
ゾ
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職 名 人員

施設長 1名

職員 3名

非常勤職員 3名

日 月 火 Z
ノ
ー
、 木 金 土 日 月 災 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

・
ノ
ロ
、 金 土

施設長 乙 1
○
可 指 乙 乙 指

+ご

泊 乙 乙 指 乙 指 指 乙 乙 指

職員 指 乙 指 .体 指 指 乙 指 指 乙 乙 指 乙 指

職員 乙
+ビ
イロ ｱ， 指 指 体 乙 指 乙 指 帽 乙 指 指 乙 乙

職員 乙 指 1 乙 指 体 乙 乙
担
泊
拒
泊 乙 1 乙 指 1 乙

ユ
剛 3 3

伝
・
Ｌ 2 3 3 3 3 1 ,2 2 3 3 3

Ｆ
甲
」 3 3 2 3 3 3 3 3

ｒ
・
Ｌ 2 3 3 3

ジ 常勤 乙 ＃ 乙
揖
泊 乙 体 1 |乙 乙 1 I 乙 1 乙 3 1 乙 指 乙

ツ 常勤 指 乙 指 乙 乙 体 指 乙 指 乙 指 乙 指 乙 指
セ
イロ 乙

+遇
日 乙

１ 二常勤 指 乙 指 乙 指 指 体 乙 指 乙 指 乙 指 乙
+画

泊 乙 指 乙 指

計 2 2 2 2 2 2 2 2 0。 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ニ
ニ
ロ

合
口 5 5 5 4 5 5 5 5 1 4 ､4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5



第3章 業務体制

1 体制について

（1）施設管理運営業務

各業務は施設が中心となり、事務局のサポートを受け運営する。

（2）自主事業運営業務

事務局で自主事業の企画運営業務等をサポートし、効果的・効率的な自主

事業を開催する。

（3）事務局

施設の統括業務を事務局で行い、指定管理業務の円滑な運営を行う。

〉

く干葉ポートアリーナ業務体制＞

くど＝

2専門員の配置

当協会は、すべての職員が施設管理。スポーツ振興・接客のスペシャリスト

（専門員）であるという考えのもと、利用者満足度向上を目指し、本施設の管

理運営を行う｡

また、すべての職員が救急処置に関する講習を受講するなど、安全で快適な

施設の提供を目指し、必要な専門員を適切に配置する。

（1）施設の管理運営にあたり、関係法令等を遵守した有資格者の配置

ア 「管理運営の基準｣に基づき配置する専門員

第2編－3－

協
会
本
部

千葉市
L

第3種電気主任技術者 1名

第1種電気工事士 1名

1級ボイラー技士 1名

第2種冷凍機械責任者 1名

建築物環境衛生管理技術者 常駐1名



イその他施設管理運営に必要で協会独自に配置する専門員等
､

（2）サービス向上のためのスポーツ等に関する専門員の配置

職員研修基本計画に基づき、スポーツ等に閨する公的資格の取得を促進す

る。

3相談・苦情対応体制

（1）事務局（スポーツ振興班）を本施設・協会ホームページ°Eメール・電話

等の統一対応窓□とする。

（2）潜在的な要望の把握は次の方法にて聴取を行う。

‐ ア施設巡回

イ 「意見箱」の設置2ヶ所(1F事務所窓口及び2F市民ホール）

ウ利用者からの聞き取り

（3）対応策・再発防止策を検討するため業務改善会議を開催し、速やかな対応。

改善を行うとともに、以下の方法により明示する。

ア相談・苦情等の内容と対応・処理結果及び改善する内容を、本施設掲示

板・協会ホームページにより公表する。

イ市への報告は月事業報告書で報告しますが、緊急性の高いものについて

は、速やかに市へ報告する。

I
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防火・防災管理者 1名（施設長）

上級・普通救命講習受講者
上級：4名（正規職員）

普通：当協会全職員



緊急時の体制

1 体制について

（1)緊急時において施設長は｢協会事故対応マニュアル」「協会災害対応マニュ
アル」に従い、ジョーンズラングラサール（株）と連携し、速やかに状況を

把握し、利用者・来場者の安全確保を最優先するとともに、事務局(次長）

へ報告、状況に応じて薑察・消防等関係機関へ通報する。

（2）次長は、報告を受けた後、速やかに事務局長及び市へ報告する。

（3）報告を受けた事務局長は、状況に応じて緊急対策本部の設置等の意思決定
を行い、次長に対応策を指示する。

（4）夜間の緊急時対応については、常駐薑備員が事態の確認及び被害を最小限
に抑える対応を図り、速やかに施設長へ報告を行い、状況に応じて関係機関

・ ヘ通報する。

"報告を受けた施設長は､状況に応じて前述の(1)の手||頂に従い､適切に
対応する。

第4章

く千葉ポートアリーナ緊急時対応連絡体制＞

一

●

陰＞

2協会緊急連絡網

第2編添付資料参照 ，

3施設の緊急連絡網

第2編添付資料参照
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"1

第2編添付資料

＊協会緊急連絡網ー

＊干葉ボｰﾄｱﾘｰﾅ緊急連絡網

ノ

凸



、

、

1

事務局長スポーツ振興課

公園管理課 ．

課長 EL245-5965

課長旧245-5780

緊急対策本部

(本部長＝事務局長）

函

ノ

補佐(総務･ｽﾎﾟｰﾂ振興班担当） 補佐（施設班担当）

スポーツ振興班

担当職員

総務班

担当職員

千葉ポートアリーナ

担当職員

施設班

担当職員

稲毛ヨットハーバー

担当職員

1

第2編添付資料－1‐
ノ

ｸ堂需貝Z ､回塞八一 一美『 ヨスア ぐ一ジノ．窃会舅蚤 亘滞各滞間



亘．

、

事務局長 詔置

スポーツ振興課 課長

1ELO43-245-5965

＜関係機関連絡先＞

千葉中央警察署 244-O110

干葉市中央消防署202-1617

臨港串輻所 246-O119

NTT干葉支店 ′ ､224-9481

市立青葉宿院 227-7711

市立海浜病院 277-7711

干葉市保健所 238-9940

東京電力 242-7195

東京ガス 225－5011

休日診療所 238-9911

干葉海上保安部 242-4ggg

航行安全課 242-1805

ｰﾄﾌﾘｰす（夜間) 241-O10B

一
一

携連施設長※必要に応じて連絡 (株）ジョーンズラング

ラサール

O3-5288-9374

＃

第2編添付資料－2‐ 〆

〆

二
一筆7ぐ一トアリーブー素急追三結滞

緊急対策本部

… （本部長＝事務局長）

職 員 職 員 職 員

〆 司

非常勤職員

ヨ



第3編運営計匠

第1章

間
休
Ｊ
』
Ｊ

年
１
２
３
く

／
Ｉ
巳
、
多
ｆ
ｌ
、
〆
。

１

2月29日～1月3日までの日とする。

保守点検円

2月曜日（年間12日）とする。

I

／

＊ ただし､上記休館日であっても市の承認を得て､開館することがある。

やむを得ず休館する場合

緊急に必要な修繕等を実施するための必要最小限の時間・日数とする。

2使用時間・窓口受付時間

使用時間は、午前9時～午後9時までとする。また、窓口受付時間は、午前

8時45分～午後9時15分までとする。

＊①大規模イベント等の開催時には、主催者との協議により上記以外の

時間における開館について柔軟な対応を図る。

②市が実施又は要請する事業について、上記以外の時間においても開

館する。

⑧指定管理者が上記以外の時間においても市の承認を得て開館する。

④上記以外の時間での開館の際は、別途時間外料金を徴収する。

3利用制限

（1）入場制限

アやむを得ず休館する場合。

イ修繕、設備点検等を実施する場合。

ウ全館貸出を実施する場合。

第3編－1－

I

月 保守日 備考

4月． 4月1 1日

5月 5月 9日

6月 6月13日

7月 7月1 1日

8月 8月15日
、

9月
ﾉ

9月12日

10月 10月17B
'

11月 11月14日

12月 12月12日

1月 1月16日

2月 2月13日

3月 3月13日



（2）利用者への対応方法

緊急時を除き、2か月以上前から、市政だより、当協会ホームページ（イ

， ンターネット版)、施設への掲示、職員による口頭説明等により対応する。

4優先利用（利用調整）計画

（1'）基本方針

上記1～3の記載事項及び利用調整業務の墓準に従い､一般利用の受付開

始前に国際｡全国規模の競技会及び公共性。公益性のある行事についての日

程の調整及び確保と一般利用・個人使用のニーズに最大限配盧した調整を行
う。

（2）業務体制

ア事務局の施設班を代表窓□とし、第3次調整までの利用調整業務を実施
する。

イ随時受付からは、本施設の|臺先利用担当者が利用調整業務を実施する。

ウ干葉公園体育館・花島公園体育館の指定管理者と協力し行う。

(3））利用調整業務の基準

ア最優先行事

I

イ第1次調整

ウ第2次調整

第3編－2－

調整者 市

対象行事 ｡国際、全国規模の大会。競技会等

．特に公共公益性が高い行事等

実施時期 令和5年度の調整を10月31日まで

調整方法 対象行事の受付及び調整を行い、その結果を指定管理者に

通知する。

調整者 市

対象行事 市及び委員会主催行事等

実施時期 令和5年度の調整を11月上旬から12月上旬まで

調整方法 対象行事の受付及び調整を行い、その結果を指定管理者に

通知する。

調整者 指定管理者

対象行事 ･令和5年度の休館日

･指定管理者自主事業

実施時期 令和5年度の日程を12月上旬から12月第3土曜日まで

調整方法 第3次調整以降の日程調整に配慮するとともに、対象行事

の日程を事前に市と協議を行い決定する。



工第3次調整（利用調整会議）

オ随時受付

随時受付前の調整結果の報告

全ての優先予約確定後、内定表を作成し市に提出する。

(4）

』

）
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調整者 指定管理者

対象行事 千葉市スポーツ協会加盟団体、その他公共公益団体が主催
0

する行事及び競技会等

実施時期 市及び他施設指定管理者と調整

調整方法 利用調整会議参加団体より事業計画を徴したのち、利用調

鑿会議を開催し、調整を図る。

調整者 指定管理者（本施設優先利用担当者）

対象行事 その他団体が主催する行事及び競技会等

実施時期 第3次調整終了後から利用日当日まで

調整方法 一般利用及び個人利用に配慮した調整を行う。 I



〆

利用料金等

1 料金表

利用料金を、第3編添付資料「料金表」のとおり設定する｡

2行為許可料金表

行為許可料金を、第3編添付資料「料金表」のとおり設定する｡

3減免

（1）個人利用

ア障害者及びその介護者

(ア）干葉ポートアリーナ管理規則第8条に定める手帳を提示して本施設を

使用する障害者の利用料金は、全額免除とする。

（イ）「管理運営の基準」に基づき、障害者に付き添って本施設を使用する介

護者については、障害者1名につき介護者1名の利用料金を全額免除とす

る。 、 ‘

イ高齢者

市内在住で65歳以上の利用者が個人使用する場合の利用料金については

住所・年齢のわかる公的身分証明書、または協会が定めた証明書を提示した

場合に限り、基本料金を2割引きとする。

（2）団体利用

第2章

c

千葉ポートアリーナ管理規則第8条に定める団体が利用する場合は、次の

とおり施設の利用料金を減免する。

ア障害者が主体となって組織する団体がスポーツ活動のために使用する場

合の利用料金は、全額免除とする。

イ千葉市立小・中b養護学校及び高等学校が当該学校の体育の教科の授業

に使用する場合のうち、当該学校が有する屋内体育施設が工事等で使用不

可能にある場合の利用料金は、全額免除とする。 ・

ウ社会福祉法に規定する社会福祉法人が使用する場合の利用料金は、半額

免除とする。

工体章及びスポーツ振興を図ることを主たる目的とする団体で、次に掲げ
る市が指定するものが、その主催するスポーツ活動のために利用する場合

（スポーツ・レクリエーション行事に使用する場合で、入場料の類を徴収

する場合を除く。）の利用料金は、半額免除とする。

（ア）干葉市スポーツ協会加盟団体

（イ）千葉市少年スポーツ連盟及び加盟団体

（ウ）千葉市スポーツ少年団及び加盟団体

（工）千葉市スポーツ推進委員連絡協議会及び区スポーツ推進委員連絡会

（オ）干葉市スポーツ振興会連絡協議会及び区スポーツ振興会連絡会

（力）干葉市レクリエーション協会及び加盟団体

、

第3編-4－



し

（3）指定管理者が提案した減免

ア設営。撤去時の減免適用

「利用料金減免基準」を設け、設営・撤去時の利用料金は、半額免除と

する。 ､

イ行為許可料の減免適用

「利用料金減免蟇準」を設け、千葉県優良県産品。千葉市優良観光土産

品等を扱う物品販売については、全額免除とする。

＝

4サービス料金

（1）個人使用回数券

個人使用の利用者に継続的に施設を利用していただくため、回数券を導入
三一涯漏一本券言動期限は2024年3月31日とする。

茸

（2） トレーニング室(1) 。 "体力測定室年間パスポート券

トレーニング室(･1 ) .体力測定室の利用率向上を図るため、発行日から1年
＝

三三八 ［。

（3） トレーニング室（1） ・体力測定室6か月パスポート券

トレーニング室（1） ・体力測定室の利用率向上を図るため、発行日から6

か

是

第3編-5－ 、

一般

生
‐
｜校

一
亘
同

ｇ中

小学生以下
－弓

4,600円

2,200円

1,5QO円

5,060円

2,420円

1,650円

サブアリーナ・トレーニング室(1）

(中学生以下不可） ・体力測定室の

個人使用に限る。

、 ○各区分 11枚綴り

高齢者 3,700円 3,700円9

ザ

○ 10枚綴り

区 分 金 額 使用可能額 摘 ・ 要

区 分 異冒
匡ダ、

學今、
､0 ' 摘 要

一鵬
0－へ

中。高校生

‘小学生以下

20,360円

10,080円

6,780円

トレーニング室(1)は中学生以下の利用不

可 C

区 分 金 摘 要

一般

中。高校生

小学生以下

11,100円

5,550円

3,700円

トレーニング室(1)は中学生以下の利用不

可。



（4） トレーニング室（1） ・体力測定室Sか月パスポート券

トレーニング室（1） ・体力測定室の利用率向上を図るため、発行日からSか

月を限度として、その間何回でも利用可能なパスポート券を導入する。

5料金徴収方法

利用料金は、原則、現金にて前納とするが、2日以上にまたがる大会、備品・

用具の貸出数が確定できない場合等は、使用後に現金にて徴収もしくは、銀行

振込みとする。

6現金管理方法

徴収した現金（利用料金・公金）については、 「当協会現金取扱マニュアル」

に従い、開館日毎に精算し、施設長が確認を行い、一時的に施設内の金庫に

保管する。

また、現金の金融機関への入金については、原則として、徴収した日の翌日

に当協会指定の金融機関ﾍ入金する｡ ｱ

○指定金融機閨：干葉銀行本店

7利用料金の返還

既に支払われた利用料金は、返還しない。ただし、下記の場合は、その全部

又は－部を返還することができる。

○災害その他使用者の責めに帰すことができない事由により使用不能と

なった場合全額

○使用する日の7日前までに使用の取消しを届け出た場合半額

､
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区 分 安冒
ログ、金 摘 要

一般

中・高校生

小学生以下

5,550円

2,770円

1,830円

トレーニング室(1）は中学生以下の利用不

可 ◎

利用形態 徴収方法

優先利用 受付窓口又は銀行振込

一般利用
専用使用

個人使用

受付窓口又は銀行振込

受付窓口又は券売機



寺

使用許可・行為許可業務

1 使用許可

（1）個人使用

個人使用における使用許可はく使用券の購入により許可したものとする。

使用券の種類は次のアー:ウとする。 （第3編添付資料参照）

ア個人使用券・個人使用超過券

第3章

1

一吟

工6か月パスポート

（2）専用使用 ノ

専用使用における使用許可は、施設を利用する方が、下記の申請書により

当協会に申請する。

○千葉ポートアリーナ使用許可申請書

（千葉ポートアリーナ管理規則様式第1号）

なお、当協会は使用許可申請書を受理した場合、これを審査し、受理後14

日以内に以下の書類を発行する。

ア審査結果が許可の場合

下記の許可書を申請者に交付する。

○千葉ポートアリーナ使用許可書

（千葉ポートアリ－ナ管理規則様式第2号）

イ審査結果が不許可の場合

使用許可を受けようとする方が、次の（ア）～（工）に該当するときは、
使用許可を行わず、申請者に対し、下記の不許可通知書を交付するものと
する。

I
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対 象 サブアリーナ、 トレーニング室（1） (2)、体力測定室の個人使用

設定内容 2時間使用券・ 1時間超過券

対 象 サブアリーナ、 トレーニング室(1)、体力測定室の個人使用

設定内容
2時間使用券11枚綴り（高齢者は10枚綴り）

有効期限:2024年3月31日

対 象 トレーニング室(1)、体力測定室の個人使用

設定内容
発行日から1年間、パスポートの提示により、すべての対象

施設で何回でも利用可能

対 、 象 トレーニング室(1)、体力測定室の個人使用

設定内容
発行日から6か月 .、 パスポートの提示により、すべての対象

施設で何回でも利用可能

対 象 トレーニング室(1)、体力測定室の個人使用

設定内容
発行日からSか月 、 ･パスポートの提示により、すべての対象

施設で何回でも利用可能



○干葉ポートアリーナ使用不許可通知書

（千葉ポートアリーナ管理規則様式第3号）

（ア）公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められ

るとき。

(イ）施設を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(ウ）暴力団の利益となるとき。

(工）前3項に掲げる場合のほか、管理上支障があると認めるとき。

2使用許可の取り消し（キャンセル）

専用使用に係わる使用の許可を受けた方が、その使用を取消す場合は、原則

的に下記の使用取消届に使用許可書を添えて、当協会に申請するものとする。

ただし、協会が特別な理由があると認める場合はこの限りでない。

○干葉ポートアリーナ使用取消届

（干葉ポートアリーナ管理規則様式第4号） ．‐
3使用許可事項の変更

既に使用許可を承認された申請者が、許可に係る事項を変更しよ

うとする場合は、下記の使用許可事項変更許可申請書に使用許可書

を添えて、当協会に申請するものとする。

○千葉ポートアリーナ使用許可事項変更許可申請害

（千葉ポートアリーナ管理規則様式第5号）

協会は変更許可申請害を受理した場合は、これを審査し、受理後14日以内

に以下の書類を発行する。

（1）審査結果が許可の場合

下記の使用許可事項変更許可書を申請者に交付するものとする。

○千葉ポートアリーナ使用許可事項変更許可害

（千葉ポートアリーナ管理規則様式第6号）

（2）審査結果が不許可の場合

使用許可を受け.ようとする方が、次のアーェに該当するときは、使用許可

を行わず、申請者に対し下記の使用許可事項変更不許可通知書を、交付する

ものとする。

○千葉ボートアリーナ使用許可事項変更不許可通知書

（千葉ポートアリーナ管理規則様式第7号）

ア公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる

とき。

イ施設を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

ウ暴力団の利益となるとき。

工前3項に掲げる場合のほか、管理上支障があると認めるとき。
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4使用の制限等

使用許可を受けた方が、次の（1）～（6）のいずれかに該当するときは、

使用を制限、若しくは停止、許可の取消し、又は施設からの退去を命ずるもの

とする。

許可の取消しを行う際には､申請者に対し下記の使用許可取消通知書を交付

するものとする。

○千葉ボートアリーナ使用許可取消通知書

（干葉ポートアリーナ管理規則様式第8号）

（1）千葉市条例又は千葉市条例に基づく諸規則に違反したとき。

（2）偽りその他不正の手段により許可を受けた事実が明らかになづたとき。
（3）許可の際に付した条件に違反したとき。

（4）使用不許可の事由が発生したとき。

（5）管理の業務に従事する者の管理上の指示に従わないとき。

（6）管理上支障があると認めるとき。

一

5行為許可

利用者が次の_（1）～（4）に掲げる行為をする場合は、下記の申請書によ

り当協会に申請する。

○千葉ポートアリーナ行為許可申請書

（千葉ポートアリーナ管理規則様式第9号）

（1）物品の販売を行うこと。

（2）広告の掲出を行うこと。

（3）業として写真又は映画の撮影を行うこと｡

（4）ラジオの放送又はテレビの放映その他これらに類する行為を行うこと。

なお、当協会は使用許可申請書を受理した場合、これを審査し受理後14日

以内に下記の書類を発行する。

ア審査結果が許可の場合

下記の許可書を申請者に交付する。

○千葉ポートアリーナ行為許可書

‘ （千葉ポートアリーナ管理規則様式第10号）

イ不許可の場合

使用許可を受けようとする方が、次の（ア）～（工）に該当するときは、

使用許可を行わず､申請者に対し、下記の不許可通知書を交付するものと
する。

○千葉ポートアリーナ行為不許可通知書

（千葉ポートアリーナ管理規則様式第11号）

（ア）公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる

とき。

（イ）施設を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

（ウ）暴力団の利益となるとき。
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(工）前2項に掲げる場合のほか、管理上支障があると認めるとき。

6行為許可の取り消し（キャンセル）

行為の許可を受けた方が、その行為を取消す場合は、原則的に下記の使用取

消届に行為許可害を添えて、当協会に申請するものとする。

ただし、協会が特別な理由があると認める場合はこの限りでない。

○千葉ポートアリーナ行為取消届

（千葉ポートアリーナ管理規則様式第12号）
／

7行為許可事項の変更

既に行為を承認された申請者は、行為に係る事項を変更しようと

する場合は、下記の行為許可事項変更許可申請書に行為許可書を添

えて、当協会に申請するものとする。

○千葉ポートアリーナ行為許可事項変更申請害

（千葉ポートアリーナ管理規則様式第13号）

協会は変更許可申請書を受理した場合は、これを審査し、受理後14日以内

に以下の書類を発行する。

（1）審査結果が許可の場合

下記の行為許可事項変更許可薑を申請者に交付するものとする。

・千葉ポートアリーナ行為許可事項変更許可書

（干葉ポートアリーナ管理規則様式第14号）

（2）審査結果が不許可の場合

行為許可を受けようとする方が、次のアーエに該当するときは、使用許可

を行わず、申請者に対し下記の行為許可事項変更不許可通知書を交付するも

のとする。

○千葉ポートアリーナ行為許可事項変更不許可通知書

（千葉ボートアリーナ管理規則様式第15号）

ア、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められ

るとき。 ・

イ施設を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

ウ暴力団の利益となるとき。

工前2項に掲げる場合のほか、管理上支障があると認めるとき。

〆

8行為の制限等

行為許可を受けた方が、次の（1）～（7）のいずれかに該当するときは、

行為を制限、若しくは停止、許可の取消し、又は施設からの退去を命ずるもの

とする。

許可の取消しを行う際には、申請者に対し下記の行為許可取消通知書を交付

するものとする。
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／

○千葉ポートアリーナ行為許可取消通知書

（千葉ポートアリーナ管理規則様式第16号）

（1）千葉市条例又は千葉市条例に基づく諸規則に違反したとき。

（2）偽りその他不正の手段により許可を受けた事実が明らかになったとき。

（3）許可の際に付した条件に違反したとき。

（4）使用不許可の事由が発生したとき。

（5）管理の業務に従事する者の管理上の指示に従わないとき。 ．

（6）暴力団の利益となるとき。

（7）管理上支障があると認めるとき。

〆

9原状変更許可

利用者が施設の原状を変更しようとするときは､’下記の原状変更承認申請害

を当協会に申請するものとする。

○千葉ポートアリーナ施設原状変更承認申請書

（千葉ポートアリーナ管理規則様式第17号）

協会は原状変更承認申請書を受理した場合、これを審査し、受理後14日以

内に以下の書類を発行する。

（1）審査結果が許可の場合

下記の原状変更承認害を申請者に交付するものとする。

○千葉ポートアリーナ施設原状変更承認書

一 （干葉ポートアリーナ管理規則様式第18号）

.(2）審査結果が不許可の場合

原状変更許可を受けようとする方が、次の（ア）～（工）に該当するとき

は、原状変更許可を行わず、申請者に対し下記の原状変更不承認通知書を、

交付するものとする。

○千葉ポートアリーナ施設原状変更不承認通知書

（干葉ポートアリーナ管理規則様式第19号）

ア公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められると

き｡

イ施設を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

ウ暴力団の利益となるとき。

工前2項に掲げる場合のほか、管理上支障があると認めるとき｡

〉
、

一

ナ

L一
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施設貸出業務。

1 基本方針

常に公の施設であることを念頭に置き、市民の平等な利用の確保及び安全へ

の配盧に努め、利用者の犯罪・火遊び・公序良俗に反するような行為を慎むよ

うに注意を喚起する。

また、下記業務内容の迅速・確実・丁寧な対応を図り、利用者の利便性を高

め、安心して気持ち良く利用できる状態での貸出しを心がける。 ′

2業務の内容

（1）施設の貸出

一ア地域や市民に密書した、身近で利用しやすく親しみやすい施設を目指し、

市民の誰もが日常的に利用でき、それぞれの目的に応じたスポーツを楽し

める場の提供を行う。

し，イ国際・全国規模の競技会はもとより、市が実施する各種事業及び各種ス
ポーツ教室、障害者スポーツ等の関係団体の活動協力を行う。

第4章

ウ施設の利用者に対し、利用後の簡易清掃の協力を促す。

（2）附属設備・備品・用具の貸出

ア附属設備、市が本施設に設置している備品及び用具の貸出

じて行う。

しを必要に応

イ市が本施設に保管しているパラスポーツ競技用具の貸出しを必要に応

じて行う。

ウ施設利用予約受付時に、貸出希望備品･用具等の仮申込を受け付け、利

用当日、現地施設窓□にて貸し出す。有料の備品・用具については、同時
／

に利用料金を徴収する。

工利用者が安全・快適に使用できるように点検・保守・清掃を行い、常に

貸出しが可能な状態を維持する。

（3）設営協力サービ

ア業務内容

優先利用によ

ことで、円滑な

イ業務詳細

（ア）器具庫内の

（イ）器具庫内の

ス
〈

る各種団体の利用時は、必要備品等の設置を協力して行う

大会運営をサポートする。

薑生シートの準備及び、養生シート敷き

椅子、机の運搬

(ウ）器具庫内での付属設備（仮設ステージ等）の準備及び運搬

音響器具の立ち上げ、マイクテスト及び放送卓の配線、設置(工）音響器具の

(オ）バトン操作

(力）養生シート

(キ）椅子、机の

(ク）球技種目な

(ケ）撤去終了時

卓の操作

の巻き取り及び器具庫内への撤去

台車への積み上げ、運搬

どの場合、必要に応じて壁面をレスリングマットで養生

のモップ出し、清掃用具の準備
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（．）設営b撤去時における順序の提案 、

（サ）バスケットボール等のオフィシャル席の配線、設置

（シ）球技種目の利用時に、コートの仕切りのために防球ネットの設置

（4）設営業者紹介サービス

イベント主催者からの要望に応じ、本施設の設備を熟知した設営業者の

紹介を行うことで、設営・撤去効率を高めるサービスの提案を行う。

（5）設営サービス

ア業務内容

一般利用。個人使用時は、必要備品の設置・レイアウト替えを実施し、

利用者がすぐにプレーに専念できる環境を提供する。

イ業務詳細

（ア）一般利用時には利用時間までに利用種目の備品の設置

（イ）個人使用時には使用自的が明確になった時点の備品の設置
‘（ウ）隣同士で利用する際に、防球フェンスまたは防球ネットで仕切る

（工）利用時間内で種目を変更する際の撤去及び、設置

（オ）利用時間内で撤去が終了するように、モップ出し等の準備

（力）撤去時における順序の提案

（キ）バスケットボール利用時のゴール位置の変更

（6）スポーツ用品貸出サービス事業

ア業務内容

利用者へ、以下のスポーツ用具の貸出を行う。

イ無料貸出品目

（ア）卓球のラケット、ボール

（イ）バドミントンのラケット、シャトルー

（ウ）バスケットボール

（工）フットサルボール

（オ）ビブス

（力）マーカー

ウ有料貸出品目

（ア）柔道畳 〈

（イ）新体操マット

（7）急病者・事故対応

｝

上

ア適切な処置を行うため、 「協会危機管理マニュアル」「緊急連絡網」を作

成し、具体的な対処方法・指揮命令系統を明確にする。

イ利用者等の安全確保のため、応急処置・初期消火等ができる職員を配置

する。また、事故発生が想定される危険箇所については、利用者等が立ち

入ることができないように標識・安全柵等を設置するなど安全管理を徹底

する。

ウ急病者・事故の発生に備え、近隣の医療機関、薑察・消防等の関係機関
と連携を図る°また、施設窓□に医療機関等の連絡先を掲示し、利用者に

》

Ｉ
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周知する。

工急病者・事故の発生時に職員が「協会危機管理マニュアル」に従い、迅

速かつ適切に対処できるように、非常勤職員も含めた訓練・研修を行う。

オ万が－急病者・事故が発生した場合は、 「協会危機管理マニュアル」に

従い、施設長・次長・事務局長、市へ電話等で報告後、速やかに書面での
う）

報告を行うとともに、事故等の原因を究明し、予防策を講じる。 （第3編

添付資料参照）

（8）災害時の利用者対応

ア災害時には、利用者の生命と身体の安全確保を最{臺先とし、避難・誘導、

応急処置などを行う。

ｲ的確な被害状況を把握し､利用者への周知を行い､市及び関係機関(薑

察・消防・医療機関等）ヘの通報、事務局・市・関係機関等への速やかな

報告を徹底する。

ウ大規模災害時には、防災拠点・避難場所等としての機能を果たし、避難

してきた住民の安全確保を最優先するなど、市への全面的な協力をする。

工注意報・薑報（光化学スモッグ・雷・大雨等）が発令された場合は、直

ちにその旨を放送等で伝達するなど、利用者への周知を図る。 、

オ 「市地域防災計画」に基づき、 「協会危機管理マニユアル」を作成し、

施設において災害等緊急時対応の徹底を図るため、関係機関の指導のもと、

自主訓練を定期的に実施する。

力 「千葉ポートスクエア防火防災管理計画書」に基づき、千葉ポートスク

エア全体として一体的な防災管理を実施し、大規模地震、火災等の災害の

未然防止及び災害による被害の軽減、並びに人命の安全を図る。

（9）身体障害者･高齢者対応等

ア身体障害者及び高齢者等の施設利用にあたり、施設設備の対応が不十分

であっても十分な気遣いと適切な対応といった人的なサービスで補い、ユ

ニバーサルサービスに努める。

イホームレスの起居使用により、利用者及び来場者の利用が妨げられてい

る場合は、市と協力して必要な措置を講じる。

(10)迷子対応

ア迷子の捜索・保護は、放送による施設内利用者への呼びかけ及び状況に

応じて薑察の協力を要請するなど、迅速に対応する。

(11）拾得物・遺失物対応

「協会遺失物取扱要綱」に基づき、拾得物の保管・管理及び遣失物の捜索を
行う。また、状況に応じて薑察の協力を要請する。

気

第3編－14－



施設利用受付業務

1 基本方針

（1）公正・公平を原則とした予約・受付業務を行う。

（2）利用者の利便性を第一に考え、平等利用を前提とし、市民の誰もがわかり
やすく利用しやすい方法での予約・受付を柔軟な対応により行う。
（3）トレーニング室(1) ・体力測定室を除き､利用前日までは専用使用のみの受
付を行い、予約がない場合は個人使用へ開放する。

（4）予約・受付方法を変更する場合は、利用者モニタリングを実施し、利用者
ニーズの把握分析による検討後、あらかじめ市と協議のうえ、十分な周知期
間を設けてから実施する。

（5）管理運営の基準に従い予約受付業務について、従来の窓口受付に加えちば
施設予約サービスを運用し実施する。

2施設の利用受付

（1）優先利用受付

ア利用調整業務

第3編第1章「4侵先利用（利用調整）計画」に基づき、 ｜臺先利用受付
を行う。

（2）一般利用受付

アメインアリーナ・サブアリーナbトレーニング室（2）

ちば施設予約サービスにより、利用2か月前の1日から7日の間に抽選申
込みをし、8日に抽選を行い、抽選後は先善順で受け付ける。予約内定時
に附帯施設の有無や附属設備の設定など、利用方法の打合せを十分に行う。

（3）個人使用受付

アサブアリーナ・トレーニング室（2）

利用当日、優先利用及び一般利用の予約内定がない場合は、個人使用に
開放する。

利用当日先言順に受け付ける。

イ トレーニング室（1） ・体力測定室

利用当日先善ll頂に受け付ける。

第5章

’

、

3大型駐車場の受付

受付にて大型駐車場受付簿に記入し、利用当日まで申込みを受け付ける。
最大6台駐車可能で、予約のない場合は千葉ポートスクエア内の他施設での
利用も可能とする。

･4地下駐車場の割引処理

大会・イベントでの駐車券の割引処理については、主催者との打合せにより、
必要に応じ、 1日につき20枚まで無料処理可能とす.る。

障害者については、手帳を提示していただき、駐車券を無料処理をおこなう。

第3編－15－
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その他、利用者の要望に応じ、割引処理(30分毎50円に割引）を行なう。

5利用申請受付及び料金徴収
、 ■

（1）優先利用

利用年度の前年に実施する利用調整会議後、申請を受け付け、利用当日の

利用開始前までに料金を銀行振込又は窓□で現金にて徴収とするが、2日以

上にまたがる大会、備品･用具の貸出数が確定できない場合等は、使用後に

現金にて徴収もしくは、銀行振込とする。

（2）一般利用受付

予約内定日以降利用当日の利用開始前までに申請を受け付け、料金を窓□

で現金にて徴収するが、2日以上にまたがる大会、備品・用具の貸出数が確

定できない場合等は、使用後に現金にて徴収もし＜は､‘銀行振込とする。

（3）個人使用受付

利用日当日に窓□で申請を受け付け、料金を現金にて徴収する。

ノ

※預かった現金の取り扱いに注意し、つり銭等について声を出しながら確認

するなど遺漏のないよう対応する。
》

6施設利用案内

施設の利用･予約方法、料金体系等の情報について、正確に案内する。その

際、あいまいな返答はせず、不明な点は、必ず確認してから返答する。

各種問い合せ、利用者からの要望等を日報に記載し、利用者ニーズを的確に

捉え、業務に反映させる。

7利用状況等の把握

利用人数・利用件数・利用料金収入額等の利用状況及び必要なデータの収

集・把握・整理を行い、月事業報告書で報告するとともに、市からの調査及び

資料作成等の作業指示があった場合に迅速に対応できる体制を整える｡

~）

ノ

〆
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宏

「

施設運営業務

メインアリーナの運営業務

（1）利用者の管理

ア優先利用貸出

（ア）打合せ簿をもとに附帯設備、附属設備等の使用確認をする。
（イ）大規模大会や興行等、催物の内容に応じて、法令で定められた届出事
項や、使用及び計画実施に関しての必要な事項について、定められた期
日までに、利用者が関係諸機関への届出及び許可の申請を行うよう促す。
（催物開催届。禁止行為解除承認届。試飲試食届等）
(ウ）ナショナルトレーニングセンター競技別強化拠点施設として日本車椅
子バスケットボール連盟の運営に協力する。

（工）競技大会等の運営に協力する。

イ一般利用貸出

（ア）月間予定表を作成し､ ．予約内容を確認する。

（イ）申請時に、使用における注意事項の書類に目を通してもらい、口頭で
再度説明を行う。

（ウ）使用中、使用後に職員がフロア等の状態を確認し､使用方法に問題が．
ある場合、口頭注意し改善を促す。

（2）設営業務

ア利用前

（ア)利用時間前に利用者から要望のあった備品を用意する。
（イ）ゴールやネットなどは利用者がすぐに競技を始めることができるよう
に設営を行う。

イ利用中 、

（ア）利用中に種目を変更する時は、撤去を補助し、次に行う種目の設営を
行う6-,

（イ）附属設備の追加要望があ.った場合に設営を行う。
ウ利用後

（ア）撤去の手順についての説明を行う。

（イ）撤去の補助をする。

（ウ）フロア上に備品がなくなった状態で利用者に対し、モップがけ等の簡
易清掃を依頼し、その後忘れ物等の点検を行う。

工点検整備業務

（ア）施設・設備・器具等の点検を常に実施する。 ：

（イ）欠損箇所・不具合箇所を発見した場合は、速やかに修繕又は部品の交
． 換等を行う。

第6章

1

へ

ノ

2サブアリーナの運営業務

（1）利用者の管理

ア優先利用貸出 1
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（ア）打合せ簿をもとに附帯設備、附属設備等の使用確認をする。

（イ）大規模大会や興行等､1崔物の内容に応じて、法令で定められた届出事

項や、使用及び計画実施に関しての必要な事項について、定められた期

・日までに、利用者が関係諸機関への届出及び許可の申請を行うよう促す。

（催物開催届｡禁止行為解除承認届。試飲試食届等）

（ウ）ナショナルトレーニングセンター競技別強化拠点施設として日本車椅

子バスケットボール連盟の運営に協力する。

（工）競技大会等の運営に協力する。

イ一般利用貸出

（ア）月間予定表を作成し、予約内容を確認する。

（イ）申請時に、使用における注意事項の書類に目を通してもらい、口頭で

再度説明を行う。

（ウ）使用中、使用後に職員がフロア等の状態を確認し、使用方法に問題が

ある場合、口頭注意し改善を促す。

ウ個人使用貸出

（ア）券売機にて個人使用券を購入後、受付で利用時間の管理を行う、利用

待ちがある場合等は、超過できないこととするなど､公正公平な運営を

行う。

）設営業務（2）設営業務

ア利用前

（ア）利用時間前に利用者から要望のあった備品を用意する。

（イ）ゴールやネットなどは利用者がすぐに競技を始めることができるよう

に設営を行う。

イ利用中

（ア）利用中に種目を変更する時は、撤去を補助し、次に行う種目の設営を

行う。

（イ）附属設備の追加要望があった場合に設営を行う。

ウ利用後

（ア）撤去の手|||頁についての説明を行う。

（イ）撤去の補助をする。

（ウ）フロア上に備品がなくなった状態で利用者に対し､モップがけ等の簡

易清掃を依頼し、その後忘れ物等の点検を行う。

工点検整備業務

（ア）施設・設備・器具等の点検を常に実施する。

（イ）欠損箇所・不具合箇所を発見した場合は、速やかに修繕又は部品の交

換等を行う。

3 トレーニング室(1)の運営業務

（1） トレーニング室(1)の管理・運用

ア利用者の入退場受付

’

色
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「利用者受付名簿」に入場時には入場時間、退場に退場時間を記載いた

だき、利用時間を確認する。 ・

イ トレーニングプログラムのアドバイス

個別のトレーニング方法を希望される方には、 トレーナーによるトレー
ニングアドバイスを行う。

（2） トレーニング室の利用案内

受付又はトレーニング室(1)受付にて、 トレーニング室の利用案内を行う。

（3）器具の使用方法等の説明及び指導（実技指導含む）
それぞれの器具に使用方法の説明を掲示する。

トレーニング指導士等の適切な資格を有するトレーナーを常時配置し、 ト
レーニング指導（器具の使用方法を含む）の実技指導を交えながら実施する。

（4）安全管理及び監視 ，

トレーナーによるトレーニング器具等の点検を実施する。なお、不具合箇
所を発見した場合は、速やかに修繕又は部品の交換等を行う。

（5） トレーニング方法、体力健康づくり等の相談に対する情報提供
トレーニング室(1)内の掲示板にて､健康体力づくりに閏する情報提供を行
う。また、 トレーナーによる、健康体力づくりに関するアドバイスを行う。

4 トレーニング室(2)の運営業務

（1）利用者の管理

ア－般利用貸出

（ア）月間予定表を作成し、予約内容を確認する。

（イ）申請時に、使用における注意事項の書類に目を通してもらい、口頭で
再度説明を行う。

（ウ）使用中、使用後に職員がフロア等の状態を確認し、使用方法に問題が
ある場合、口頭注意し改善を促す。

イ個人使用貸出

‘ （ア）券売機にて個人使用券を購入後、 トレーニング室(1)受付で利用時間の
管理を行う、利用待ちがある場合等は、超過できないこととするなど、
公E公平な運営を行う。

（2）設営業務

ア利用前

（ア）利用時間前に利用者から要望のあった備品を用意する。

（イ）利用者がすぐに競技を始めることができるように設営を行う。
イ利用中

（ア）利用中に種目を変更する時は、撤去を補助し、次に行う種目の設営を
行う。

（イ）附属設備の追加要望があった場合に設営を行う。

ウ利用後

（ア）撤去の手順についての説明を行う。
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（イ）撤去の補助をする。

（ウ）フロア上に備品がなくなった状態で利用者に対し、モップがけ等の簡

易清掃を依頼し､長の後忘れ物等の点検を行う。 ヘ

エ点検整備業務

（ア）施設・設備・器具等の点検を常に実施する6

（イ）欠損箇所・不具合箇所を発見した場合は、速やかに修繕又は部品の交

換等を行う。

5体力測定室の運営業務

（1）体力測定室の管理・運用

ア利用者の受付

受付にて、体力測定室の受付を行う。

イ問診表の管理

利用者において、問診表を記載してもらう。

ウ測定補助

（ア）体力測定を行う。

（イ）測定結果を問診表内へ記載する。

（ウ）年齢別、性別の全国平均結果と比較し、的確なアドバイスを行う。

（2）点検整備業務

ア施設・設備。器具等の点検を常に実施する。

イ欠損箇所・不具合箇所を発見した場合は、速やかに修繕又は部品の交換

等を行う。

6幼児体育室の運営業務

（1）小学生未満の幼児を対象に、無料開放施設とするが、利用にあたっては、

保護者同伴を原則とする。

（2）職員及び常駐薑備員の施設巡回を行い、使用方法に問題がある場合、口頭

注意し改善を促す。

7附帯施設の運営業務

（1）利用者の管理

ア月間予定表を作成し、予約内容を確認する。

イ申請時に、使用における注意事項の書類に目を通してもらい、口頭で再

度説明を行う。

ウ使用中、使用後に職員が状態を確認し、使用方法に問題がある場合、□

頭注意し改善を促す。

（2）点検整備業務

ア施設・設備・器具等の点検を常に実施する。

イ欠損箇所・不具合箇所を発見した場合は、速やかに修繕又は部品の交換

等を行う。

4
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広報・プロモーション計画

1 広報計画

（1）基本方針

ア広報活動にあたって、個人情報の保護等に＋分配盧して行う。 ・
イ施設の存在を市内のみならず近隣他市も含め広域的にアピールし、来場
促進・利用促進を図る。

ウスポーツ活動、健康・体力づくり、生きがいづくり事業等の情報提供を
行い、市民のスポーツ活動の啓発を図る。
工施設単体での広報及び市内のスポーツ施設等も併せた一体的な広報を行

第7章

う。

（2）内容

-ヮ宅甘目白hけで去月

ｰ
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利用媒体 提供方法 主な内容 対象

市政だより 月1回発行
教室・イベント募集
記事

市民

‐
１
１
．
ザ

ホームページ

インターネット版の開設
定期編集月2回、随時内容
更新

管理施設情報、教
室・イベント・サー

クル情報

市民他

スポーツ情報

誌「みんなのス

ポーツちば」

年4回発行、各10,000部
市内公共施設等での据え置
き配布

教室･イベントの案

内､季節にあわせた
特集

市民他

市内。近隣他市
の地域コミユ

一ティ誌
一

月1回発行の行事予定表
FAX･Eメールによる情報提
供

教室・イベントの案
:内

市民他

事業計画書及
び事業報告書

年1回

本施設の事業計
画・事業実施報告、
予算・決算報告

市・市民

利用媒体 提供方法 主な内容 対， 象
込

施設・催物案内 施設での据え置き配布 施設・催物案内
施設利用

者

リーフレット
市内公共施設・民間企業等で
の据え置き配布

施設の詳細情報 市民他

チラシ

イベント°教室参加者へのチ
ラシ配布

教室・イベン

覧､学校掲示、
配布

卜のチラシ回
児童生徒への

施設・教室・イベン

卜案内

イベント
・教室参
･加者

町内自治

会・ '学校



なお、市政だよりへの記事掲載にあたっては、事前に市と協議の上、活

用を図る。 ’
~

プロモーション計画

）基本方針

ア広報活動により広く市民に本施設及び当協会が実施しているサービスの

認知度を高めるとともに、誘致担当を設け、メインアリーナの利用者増を

図るため、積極的にプロモーション活動を展開する。

イ平日昼間の利用者獲得に向け、積極的に働きかける。

ウ個人使用のリピーター確保及び利用促進を図る。

）内容 ノ

ア専用使用

（ア）顧客ごとのニーズに応じたサービスを提供する営業を行う。

（イ）企業を対象に、運動会等の利用について営業を行う6

（ウ）高等学校。専門学校等を対象に、学校行事での利用について営業を行

う。

（工）保育園・幼稚園・小中学校等を対象に､､施設利用を働きかける。

（オ）メインアリーナ・サブアリーナの利用率の低い時間帯に新たに自主事

業の教室を開催する。

（力）旅行会社・ホテルとのタイアップに向けて検討を図る。

（キ） ドラマやCMの制作者に対し、ロケ地の'l胄報提供や撮影支援など、積

極的な誘致を行う。

イ個人使用

（ア）大会参加者に、一般利用の料金プラン表（種目別・時間帯別）を配布

する。

（イ）専用使用利用者に、個人使用での利用可能な施設の紹介を行う。

(ｳ)近隣の新設ﾏﾝｼｮﾝ住民に対し､施設案内等のデﾗｼ配布を行う｡

ううアイウブ

ー

２
く

２く

0
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新聞各社・無料

生活情報誌

FMラジオ･CM

市政記者発表

FAX･Eメールによる情報提

供

／ 卜

コマーシャル等を活用した
施設・事業案内

広報連絡害・施設・事業案内

施設・教室・イベン

卜案内
市民他



修・訓練計画

研修計画

職員研修基本計画に基づき研修を進める。

)基礎研修

雇用形態にとらわれず、本施設職員全員に対し、接遇等の基礎研修を行う。

）実務研修

業務上必要とされる知識や技能を高めるため、実務研修を実施する。

）専門研修

本施設業務に必要な専門的知識や技能を高めるため、第三者機関が実施
する専門研修を受講し、専門資格の取得に努める。

第8章研

1

(1

(2

(3

1

訓練計画

)｢協会危機管理ﾏﾆｭｱﾙ｣に基づき､事故･災害を想定した自主訓練を定
期的に実施する。必要により関係機関の指導を仰ぎ実施する。

）「千葉ポートスクエア防火防災管理計画書」に基づき、研修及び訓練を実施
する。

2

（1

(2

（

I
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第S編添付資料

＊料金表･行為許可料金表 、
〆

＊個人使用券様式

＊専用使用許可害様式

＊行為許可害様式

＊減免申請書様式

＊事故報告書

＊職員研修基本計画

ノ



干葉ポートアリーナ利用料金表
上段：平日料金

＜メインアリーナ＞ ‘ ．

＜サブアリーナ＞＜メインアリーナ＞

備考 「午前」とは午前9時から午後1時、 「午後」とは午後1時から午後5時、 「夜間」とは午後5時から午後9時、 「全日」とは午前9時から午後9時までをいう。

第3編添付資料－1－
■ぬ一

区分

アマチュアスポーツが使用する場合

入場料の類を徴収しない場合

一般

全面 2/3使用 1/2使用 1/3使用

中･高校生(一般の1/2）
一

． ･全面 2/3使用 1/2使用 1/3使用

All字王以I,(一j狼の1／ごノ

全面 2/3使用 1/2使用 1/3使用
徴収する場合

午前
(全日のS0%)

Ｏ
Ｏ
３
７
７
６
酔
墾

Ｏ
Ｏ
９
８
４
７
ａ
ａ
ｌ
ｌ

Ｏ
Ｏ
７
３
３
８
２
４
１
１

Ｏ
Ｏ
５
９
２
８
ａ
ａ

Ｏ
Ｏ
７
３
３
８
２
４
１
１

Ｏ
Ｏ
５
９
２
Ｂ
ａ
ａ

6,180

7,410

4,110

4,940

Ｏ
Ｏ
５
９
２
８
８
９

Ｏ
Ｏ
９
０
４
６
５
６

4,110

4,940

Ｏ
Ｏ
拓
塑
ａ
ａ

9,900

118,800

午後
(全日の35％）

Ｏ
Ｏ
５
２
８
６
ｓ
４
２
３

Ｏ
Ｏ
３
８
２
０
ｇ
ａ
ｌ
２

14,420

17,310

9,610

11,540

14,420

17,310

9,610

11,540

7,210

8,650 5,770

, 9,610

11,540

6,410

､7,690

Ｏ
Ｏ
１
７
８
７
４
５

Ｏ
Ｏ
Ｏ
５
２
８
ａ
ａ

Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
５
６
ａ
ａ
ｌ
３
１
１

夜 間
(全日の35％）

Ｏ
Ｏ
５
２
Ｂ
６
ａ
４
２
３

Ｏ
Ｏ
３
８
２
０
ａ
ａ
ｌ
２

14,420

17,310

9,610

&11,540

14,420

< 17,310

9,610

11,540

Ｏ
Ｏ
１
５
２
６
Ｚ
ａ

Ｏ
Ｏ
１
７
８
７
４
５

9,610

11,540

Ｏ
ｆ
Ｏ

１
９
４
６
６
７

Ｏ
Ｏ
１
７
８
７
４
５

Ｏ
Ｏ
Ｏ
５
２
Ｂ
ａ
ａ

Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
５
６
ａ
ａ
ｌ
３
１
１

全日
Ｏ
Ｏ
３
１
４
９
２
ｓ
８
９

Ｏ
Ｏ
５
４
９
９
４
５
５
６

41,210

49,450

Ｏ
Ｏ
獅
師
７
２
２
３

41,210

.49,450

Ｏ
Ｏ
７
７
４
９
訂
王

Ｏ
Ｏ
Ｏ
１
６
７
０
４
２
２

Ｏ
Ｏ
３
８
７
４
ａ
ａ
ｌ
ｌ

Ｏ
Ｏ
獅
師
７
２
２
３

18,310

21,980

Ｏ
Ｏ
３
８
７
４
ａ
ａ
ｌ
ｌ

9,150

10,990

Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｑ
ａ
３
９
３
３

時間外(1h)
全日の12％

9,890

11,860

Ｏ
Ｏ
９
１
５
９
ａ
菰

4,940

･5,930

Ｏ
Ｏ
ｇ
５
２
９
ａ
ａ

Ｏ
Ｏ
４
３
９
９
４
５

Ｏ
Ｏ
ｇ
５
２
９
３
３

Ｏ
Ｏ
７
６
４
９
２
２

Ｏ
Ｏ
４
７
６
９

１
１

Ｏ
Ｏ
９
５
２
ｇ
ａ
ａ

Ｏ
Ｏ
９
３
１
６
２
２

Ｏ
Ｏ
４
７
６
９

１
１

1,090

1,310

Ｏ
Ｏ
Ｏ
２
６
５
詔
塀

区分

アマチュアスポーツが使用する場合

入場料の類を徴収しない場合

一般、
中･高校生
(一般の1/2）

小学生以下
(一般の1/3）

入場料の類を
徴収する場合

アマチュアスポーツ以外が使用する場合

入場料の類を徴収しない場合

営利宣伝日的
の場合

その他の場合
(営利の75％）

入場料の類を
徴収する場合

午前
(全日の30%)

6,310

7,580

3,160

3,790

2,110

2,520

24,760

29,730

49,490

59,380

37,110

44,530

99,OOO

118,800

午後
(全日の35％）

7,370
b

.8,840

3,680

4,420

2,450

2,950

'28,900

34,670

57,730

69,280

43,300

51,960

115,500

138,600

夜．間
(全日の35％）

7,370

･ 8,840

3,680

4,420

2,450

2,950

28,900

34,670

57,730

69,280

43,300

51,960

115,500

138,600

全日
21,050

ｸ5ク.60

10,520

12,630

7,010

8,420

82,560

99,070

164;950

197,940

123,710

.14R_4RO

330,OOO

396,OOO

時間外(1h)
全日の12％

2,520

3,0B0

戸
、
１

1,260

1,510

840

1,010

9,900

11,880

19,790

23,750

14,840

17,810

99,600

47,520

区分

ノノマテユノノパホーツ以ゲﾄ刀､1史用9つ]笏日

入場料の類を徴収しない場合

営利宣伝日的
の場合

その他の場合
.(営利の75％）

入場料の類を

徴収する場合

午前
198,OOO

237,600

148,500

178,200

396,OOO

475,200

午後
231,OOO

277,200

173,250

207,900

462,OOO

554,400

夜間 ．
231,OOO

277,200

173,250

207,900

462,OOO

554,400

全日
660,OOO

792,OOO

495,OOO

594,OOO

1,320,OOO

1,584,OOO

時間外
(1h)

79,200

95,040

59,400

71,280

158,400

190,OBO



コピー・FAX送受信サービス附嶺施設利用料金◎トレーニング室(2)専用利用料金
1手干聖宰･王惟

楽屋･記者室
き

+苧辛･ズ

監視室

幸猫辛・

1室につ
区分区分 研修室

~1室につき

更衣･シャワー室

1室につき時間時間

午前9時～午後1時 円
円
円
円

Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ

３
１
１
５

６
９
９
４

札
ｉ
ｆ
ａ

午後1時～午後5時 1時間につき
1,O90円

1時間につき
1,O90円午後5時～午後9時

午前9時～午後9時

650円時間外（1h）午前9時～午後9時の12％

、

2付属設備利用料金1 施設利用料金

（1）個人使用料金

区分

口
|繰瀧） 競

技
用
具

一般

中･高校生

小学生以下

高齢者※

円
円
円
円

Ｏ
Ｏ
５
０

３
１
７
３

２
１
２

／

円
円
円
円

印
加
釦
わ

４
２
１
３

メ
イ

サプアリーナ ン

円
円
円

釦
、
和

４
．
２
３

円
円
円

Ｏ
Ｏ
Ｏ

Ｓ
１
３

２
１
２

トレーニング室(1)

Ⅱ■

トレーニング室(2)

1回につき150円一般

中･高校生

小学生以下

高齢者※

1回につき70円
体力測定室

1回につき50円

1回につき120円

（2）個人使用回数券
U

区分

一般

中･高校生

小学生以下

高齢者※

円
円
円
円

Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ

印
加
印
加

４
２
ｔ
ａ

円
円
円
円

Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ

配
纒
唾
和

５
２
１
．
３

トレーニング室(1)
サプアリーナ
(体力測定室も使用
可）

舞蹴＝悪醒
■ 二■ ■■

一般

中･高校生

小学生以下

トレーニング室(1)
(体力測定室も使用
可）

住所・年齢のわかる公的証明書が必要。

第3編添付資料－2－

区分 金額

コピー

(1枚につき）

モノクロ

カラー

10円

50円

につ
枚

市内

県内市外

県外

10円

20円

30円

FAX受信(1枚につき） ､ 10円

一般 中･高校生 小学生以下

午前9時～午後1時 3,290 1,650 1,090

午後1時～午後5時 3,830 1,910 1,280

午後5時～午後9時 3,830 1,910 1,280

午前9時～午後9時 10,950 5,470 3,650

区分 金額 区分 金額 区分 金額

全灯 1時間につき 5,500円

半灯 1時間につき 2,720円

冷暖房設備 1時間につき 33,000円

大型映像装置 1時間につき 11,000円

放送設備(マイク除く） 1時間につき 2,200円

サ
プ

競
技
用
具

冷暖房設備

放送設備(マイク除く）

種目別体操用具

新体操マット

バスケットボール用
具(ボールを除く）

バレーボール用具
(ボールを除く）

ハンドボール用具
(ボールを除く）

テニス用具 ．.
(ボールを除く）

卓球用具
(ボールを除く）

バドミントン用具
(ポールを除く）

レスリング用具

ボクシング用具

1時間につき 6,600円

1時間につき 520円

1種目1日につき5,500円

1面､1日につき5,500円

1面､1日につき2,720円

1面､1日につき 1,620円

1面､1日につき2,720円

1面､1日につき1,620円

1台､1日につき 520円

1面､1日につき 520円

1式、 1日につき5,500円

イまイロ1--句＝つつnnnp．

フ
ロ
ア
コ
ー
ト

備

［コ

ロロ

テニス

バレーボール

バドミントン

卓球

多目的コート

仮設ステージ(組
立式）

台･花合

バトン(吊物用）

金びょうぶ

バック幕､ホリゾ
ン卜幕

舞台照明設備．

トレーニング室

(2)放送設備
.(マイク除く）

マイクロホン

電光得点板

1面 1日につき55,000円

1面 1日につき55,000円

1面 1日につき5,500円

~1面 1日につき5,500円

1面 1日につき55,000円

1㎡ 1日につき 80円

1台､1日につき 100円

1式､1日につき2,200円

1本､1日につき1,100円

1双､1日につき2,200円

1枚､ ~1日につき5,500円

1式1日につき55,000円

1時間につき 520円

1本､1日につき1,100円

1組､1日につき5,500円

フェンシング用具
(防具及び剣を除
＜）

1式､1日につき5,500円

幸手用具 1面1日につき5,500円

柔道畳 1畳､1日につき 100円

エアロビクスマット 1枚､1日につき 100円

区分 金額

物品の販売 1㎡､1日につき 3,500円

広告の掲出 ･1㎡､1日につき 3,S00円

写真･映画の撮影 2時間につき 3,300円

テレビの放送又
はテレビの放映

2時間につき 3,300円

品名 規格 販売料金

カートンテープ 50mm×50m 550円

ラインテープ 50mm×50m 1,350円

ラインテープ 40mm×60m 1,350円

ラインテープ 80mm×50m 2,300円
表中の「高齢者※」料金については、市内在住で65歳以上の利用者が個人使用す
る場合に適用。



／

個人使用券様式

年月日

発行対象施設施設名 施設名

【控券】

･サブアリーナ

･トレーニング室(1)

･トレーニング室(2)

･体力測定室

(区分）

2時間まで／

(区分）

2時間まで

円(時間）

千葉ポートアリーナ 、

、

個人使用超過券様式

）

発行対象施設

･サブアリーナ

･トレーニング室(1)

･トレーニング室(2)

･体力測定室

〔

四

１

『

第3編添付資料-3-

超過券【控券】

(区分）

間

円

鍔
剛
砿
塒

■
■
■
■
。
。
■
■
Ｆ
●
■
●
●
Ｂ
■
●
■
由
■
●
■
■
■
■
●
■
■
■
■
■
■
■
■
●
■
■
■
■
■
Ｂ
●
■
■
。
ｑ
申
■
ｇ
■
■
■
●
●
●
●
●
■
■
Ｂ
■
■
■
■
■
■
●
■
■
■
固
■
●
●
①
●
●
●
●
Ｂ
Ｆ
Ｂ
■
●
■
●
■
■
■
■
由
■
色
■
■
凸
■
ｑ
■
ｐ
Ｆ
。
”
●
●
●
■
●
■
ｇ
■
●
■
■
■
●
●
●
●
●
■
●
一

１
？
．

区分

Ｊ
今
″
ｒ
Ｕ
Ｏ
ｑ
ｎ
、

年月日

施設名

超過券

延長

1時間

(時間）

千葉ポートアリーナ



2

個人使用回数券様式

年月日

発行対象施設施設名

回数券 ｛

施設名

回数券【控券】
･サブアリーナ

･トレーニング室(1)(区分）

2時間まで

(区分）

2時間まで
･体ガ測定室

円時間

千葉ポートアリーナ

！

上記の様式で11枚発行
(高齢者は10枚発行）

※

I

し'

、

〈

方

号
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千葉ポートアリーナトレーニング室(1)｡体力測定室年間パスポート券様式
'

一般裏表 一般

霜="11巨ナ トL－ﾆﾝグ室(1) ･体力劉走室

年間パスポート;….……………
パスポートNC,一儲一

ポ億冒
司『

沖責事項

・トレーニング室（1）及び体力測定室を何回でもこ利用できます◇

・パスポート器に記栽されている有効期間中、本人のみご利用できます。

・パスポート券|ま入退鳰の際、受付員にご提示ください。

・パスポート券の換金払い戻しはいたしません．

・施設の利用に際して|ま、係員の指示に従ってください。翼
一
癖
一
》

有効期限

年 月 日
きで有効

氏名
一一

帆箒目ｵ団法人千茱市スポーツ協会
■■■■me､■■■●■■■●■●●｡■

u～

,、

裏 中･高校生中･高校生
一

壷

沖責事項

・ トレとニソグ室（1〕及び体力測定室を何回でもこ手順でき表す．

・パスポート券に記栽されている有効期間中、本人のみご利用できます．

・パスポート券Iま入退場の隅、受付員にご提示ください。

・パスポート券の換金、払い戻しはいたしません．

・施設の利用に際しては、懐員の担示に従ってください.．

手蕊ｰﾄｧII=f 、 11】 輪詞左F■F、

鐸繍侭翼熊一卜
ど

パ乏謂一卜Nnm窩稔瞠一

於箒目ｵ団法人千茱市スポーツ協会

裏 小学生以下表． 小学生以下

穂="II-ナ トレー鐸室(1) ・体力閏走室

年間パ翼ボート:………………：
バｽボｰﾄNo.小学生胤下三

犀

洋章事項

・トレーニング室〔1〕及び体力測定室を何回でもこ利用できます。

・パスポート券に記栽されている有効期間中、本入のみこ手堀できます。

・パスポート券は入退場の應、受付員にご提示ください。

・パスポート群の換金、払い戻しはいたし戻せん。

・施設の利用に際して|ま、傑員の指示に従ってください．

記
１
１
ぴ
弓
専

一
雪
一
一
瞬
一
一
一
二
》
閂

芭
Ｆ
Ｌ
』
毒
一

囮碧
＝コ

ーク
有効期限

年 月 日
寺で有効

41箒目ｵ団法人.千莞市スポーツ協会
氏名
一

■

■■●■■■■■●●■■■■｡■■●■■

発行対象施設

・トレーニング室(1)

・体力測定室

第3編添付資料-5-



千葉ポートアリーナトレーニング室(1)･体力測定室6か月パスポート券様式

裏 一般表 一般

沖章事項

・トレーニング室〔1〕及び体力測定室を何回でもご手順でき農す．

・パスポート割こ記栽されている有効期間中､本人のみこ手蝿できます．

・パスポート券は入退場の隅受付員にこ提示ください。

・パスポート器の換金、払い戻しはいたし窟せん。

・施設の利用にB呈しては、傑員の狛示に従ってください。

予罵ｰ"II-ナ トルーニン瀝(1) ．体力潤走室

⑤か月パスポート：………………
パスポートNo.一殿一

写
ー.＝

E舅
＝

有効期限

年 月 日
琴で有効

氏名 鍵詩目ｵ団法人千某市スポーツ協会
■■●●●●｡■●●■■■■■■■｡■■

ノ

裏 中･高桔牛表 中･高校生
、

手罵ｰ"II= 洋宣事項

・トレーニング室（1〕及び体力測定室を何回でもご禾暇できます．

・パスポート器に記栽されている有効期間中、本人のみご手順できます．

・パスポート器は入退場の照、受付員にこ提示ください．

・パスポート券の換金一払い戻し'まいたしません．

・施設の利用に隠しては、張員の娼示に従ってください．

‘癖庸パス識一卜

晶諾目ｵ団謎千菓市スポーツ協会

一
国
一
琴 小学生以下

一

家 小学生以下

手篭ｰﾄｱIﾘｰﾅ H'-＝室(1) ・体力…

⑥か圓パスポート:．………………
パスポートNo.小学生以下一

⑥

沖責事項

・トレーニング室（1〕及び体力測定室を何回でもこ利用できます．

・パスポート群に記栽されている有効期間中、本人のみこ手噸できます．

・パスポート券|ま入退堤の照、受付員に認示ください。

・パスポート券の換金、払い戻しはいたしません．

･施設の利用に隈しては、保員の指示に従ってください．
震富
唾ヅ そ琴、ざ

有効期限

年 月 日
琴で有効

氏名 鍵諄圓ｵ団法人千栗市スポーツ協会
■■｡■｡■■■■■■■●■白｡■■■■

･発行対象施設

･トレーニング室(1)

･体力測定室

第3編添付資料-6-



「

一ﾛ

千葉ボｰﾄｱﾘｰ士ﾄﾚｰﾆﾝグ室(1)｡体力測定室3か月バｽポｰﾄ券様式

裏 一般表 一般

霜巨卜?I1-# 卜し-野室(1) ･体力…

3か肩パ翼ポートi………………：；

ノ厩ボｰﾄNo.一隠一

汗責事項

･トレーニング皇〔1〕及び体力測定室を何回でもこ利用できます。

・パスポート篝に記栽されている有効期間中、本人のみご利用できます。

・パスポート券は入退堤の際受付員にご提示ください．

・パスポート券の換金、払い戻しはいたしません．

・施設の利用に際してIま、係員の狛示に従ってください。

寶
乏『毒

蓉
雷
一
》有効期限

年 月 日
琴で有効

於拳ﾛｵ研法人千菓市スポーツ協会
氏名 、 :．．q、．．．．．．．．．．．．．｡｡

中･高校生裏表 中･高校生

沖章事項

・トレーニング室〔1〕及び体力測定室を何回でもこ手媚でき星す．

・パスポート器に記栽されている有効期間中、本人のみこ矛1閲できます。

・パスポート器は入退場の隈受付員にこ提示ください。

・パスポート券の換金．払い戻しはいたしません。

・施設の利用に際してlま、係員の娼示に従ってください．

蒋ｰ脚Iﾘｰﾅ ﾄﾚｰ野窪(1) ・体力…

属縄翼瀧=トi………………謬瀞
バｽボｰﾄNo,高扶生一 。

童
一
》麓＝7有効期限

年 月 日
琴で有効

氏名
.

4$箒圓ｵ団法人千茱市スポ頁ツ協会
：．、ロ．．．．．．・・｡・・・・・・・

小学生以下裏表 小学生以下

霧="II=ﾅ ﾄﾚｰ動室(1) ・体力…

雷か胃パスポート ；･…･…………．：
パスポートN口，小字生風下一

、 ：

汗宣事項

・トレーニング室（1）及び体力測定室を何回でもご利用できます．

・パスポート器に記栽されている有効期間中、本人のみこ利用できます．

・パスポート券は入退場の照、受付員にご提示ください。

・パスポート器の換金、払い戻しはいたしません。

・施設の利用に隠しては、傑員の担示に従ってください．

ｰ

ノ

一
冨
一
壽

罎
容
一
忘

有効期限

年 月 一日
琴で有効

撚箒目ｵ団法人千某市スポーツ協会

｜

名氏 :。．．．．．、0．．．．．．．．・・・

発行対象施設

・トレーニング室(1)

6体力測定室

１
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様式第1号

1

注太線内のみ記入してください。

第3編添付資料－8－

千葉ポートアリーナ使用許可申請書

(あて先）指定管理者

(公財）千葉市スポーツ協会

理事長′

〆

年 月 日

r■

申請者住所

団体名

氏名

連絡先電話番号 一
1

連絡先ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ ＠

次のとおり使用の許可を申請します。

使用施設

『

ロメインアリーナ（ ）

ロサブアリーナ

ロトレーニング室（2）

口附帯施設（ ）4

． 1

､

使用日時
年 月 日 時 分から

年 月 日 時 分まで ．

使用目的

使用人数 人

入場料の徴収 口有 口無

備考 ．

暴力団の利益となる使用を制限するため、使用の許可等の決定に当たり、暴力団員による使用であるかを

確認する必要がある場合は、所轄の警察署へ照会す．ることがあります。 、

ノ

許可をした後に暴力団の利益となる使用であることが判明した場合は、許可を取り消します。



’

様式第2号 一

千葉ポートアリーナ使用許可書

第 一 号

年 月 日

指定管理者

(公財）千葉市スポーツ協会

理事長 印

様 、

ｰぜ

次のとおり使用を許可します。

I

）ロメインアリーナ（

ロサブアリーナ

ロトレーニング室(2)

口附帯施設（

使用施設

）
I

分から

分まで

時
時

年
年

月
月

日
日使用日時

使用目的

人

入場料の徴収の

有無

n無口有

利用料金の額

備考

く

ｊ
ｌ
ザ

許可書発行者の印は理事長印を使用し、印影印刷とする。

印刷後の許可書については、 「公益財団法人千葉市スポーツ協会法人印規

程」に基づき､厳正に管理することとする。

※
※

第3編添付資料－9－

I



様式第3号

千葉ポートアリーナ使用不許可通知書

第 号

年 月 日

指定管理者

(公財）千葉市スポーツ協会

理事長 印

様
ｆ

ノ

I

年 月 日付けで申請のあった千葉ポートアリーナの使用許可

については、次の理由により、許可しないので通知します6

1 申請の内容

､旬

2許可しない理由

教示

l この処分についての審査請求は、この処分があったことを知った日の

翌日から起算して60日以内に、千葉市長に対してすることができます。

2 この処分の取消しを求める訴訟は、 この処分があったことを知った日

の翌日から起算して6箇月以内に、指定管理者を被告として提起するこ

とができます｡

※不許可通知書発行者の印は、理事長印を使用することとする。
'

第3編添付資料-10-,

使用施設

ロメインアリーナ（ ）

ロサブアリーナ
I

ロトレーニング室（2）

、■

口附帯施設（ ）

使用日時
年 月 日 時 分から

年 月 日 時 分まで

使用目的

使用人数 人

入場料の徴収 口有 口無



~

I

式第4号様

注太線内のみ記入してください。

第3編添付資料－11弓

千葉ポートアリーナ使用取消届
『

(あて先）指定管理者

(公財）千葉市スポーツ協会

理事長

可｡ ､

年 月 日

使用者住所

団体名

氏名
． 〈

連絡先電話番号

連絡先ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ ＠
9

次のとおり千葉ポートアリーナの使用を取り消します。

ﾉ

使用施設

ロメインアリーナ（ )
1 J

ロサブアリーナ

ロトレーニング室（2）

口附帯施設（ ）

使用日時
年 月 日 時 分から

年 月 日 時 分まで

使用目的

使用人数 人 ／〃

入場料の徴収 口有 n無

許可年月日及

び許可番号

使用を取り消

す理由

備考 一
〈

9

h

､ 画



様式第5号

；

､

注太線内のみ記入してください。

第3編添付資料－12－ﾍ1
僧

千葉ポートアリーナ使用許可事項変更許可申請書

(あて先）

年 月 日

指定管理者

(公財）千葉市スポーツ協会 ．

理事長 申請者住所

団体名

氏名

連絡先電話番号

連絡先ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ ＠

千葉ポートアリーナの使用について、許可を受けた事項を次のとおり変

更したいので申請します。

許
可
事
項

使用施設

使用日時

使用目的 、

使用人数

入場料の徴収

ロメインアリーナ（ ）

ロサブアリーナ

ロトレーニング室（2）
.

口附帯施設（ ）

年 月 日 時 分から

年 月 日 時 分まで

1

人‘ ‘

口有 、無

許可年月日及び許

可番号 F

変更事項及び変更

後の内容

添付書類 使用許可書

備考
q■



様式第6号

、

三弐

※許可書発行者の印は、理事長印を使用することとする。

第3編添付資料-13－
一

千葉ポートアリーナ使用許可事項変更許可書

第 号

年 月

、 ､

様 指定管理者

日

（公財）千葉市スポーツ協会

理事長 印

｛

､

千葉ポートアリーナの使用に関する許可事項の変更について、

り許可します。

』

次のとお

許
：
可
事
項

使用施設

使用日時

使用目的

使用人数

入場料の徴収

ロメインアリーナ（

ロサブアリーナ 、 。
1 h ､

ロトレーニング室（2）

口附帯施設（

）

）

年 月 日
~

時 分から

年 月 日 時分まで

人

口有 n無

許可年月日及び許

可番号

変更事項及び変更

後の内容

、

利用料金の額 円

備考 一

、
』



様式第7号

千葉ポートアリーナ使用許可事項変更不許可通知書

第 号

年 月 日

様 指定管理者

（公財）千葉市スポーツ協会

理事長 印

， 年 月 日付けで申請のあった千葉ポートアリーナの使用に関

する許可事項の変更についてば､次の理由により、許可しないので通知し
ます。 ~

1 申請の内容

2許可しない理由

教示

1 この処分についての審査請求は、 この処分があったことを知った日の

翌日から起算して60日以内に、千葉市長に対してすることができま

す。

、 2 この処分の取消しを求める訴訟は、 この処分があったこ-とを知った日

の翌日から起算してⅧ6箇月以内に、指定管理者を被告として提起する

： ことができます。

※不許可通知書発行者の印は、理事長印を使用することとする。

第3編添付資料－14－ _｝

許
可
事
項

使用施設

使用日時

使用目的

使用人数

入場料の徴収

ロメインアリーナ（ ）

ロサブアリーナ

ロトレーニング室（2）

口附帯施設（ ）

， 年 月 日 時 分から

年 月 ・日 時 分まで

人

口有 、無

許可年月日及び許

可番号 一

変更事項及び変更

後の内容



I

様式第8号

f

〆

教示

1 この処分についての審査請求は、 この処分があったことを知った日の

翌日から起算して60日以内に、千葉市長に対してすることができま

す。

2 この処分の取消しを求める訴訟は、 この処分があったことを知った日

の翌日から起算して6箇月以内に、指定管理者を被告として提起する
ことができます荷

※取消通知書発行者の印は、理事長印を使用することとする。

第3編添付資料一.15－ 〆

『

千葉ポートアリーナ使用許可取消通知書
｡

次のとおり、

知します。

l ●

第 号

年 月 日

様 指定管理者

イ

(公財）千葉市スポーツ協会

理事長 印
R

千葉ポｰﾄｱﾘｰﾅの使用許可を取り消しましたので､ 通

り
し
使
許
の
容

取
‐
消
た
用
可
内

使用施設

使用日時

使用目的

使用人数

入場料の徴収

許可年月日及

び許可番号

ロメインアリーナ（ ）

ロサブアリーナ

ロトレーニング室（2）
n附帯施設（ ）

~

年 月 日 時 分から

年 月 日 時 分まで

、

人

‘ r

口有 、無
ウ

使用許可を取り消し

た理由



』

､

様式第9号

~

ノ

注太線内のみ記入してください。

第3編添付資料－16－

千葉ポートアリーナ行為許可申請書

(あて先）指定管理者

(公財）千葉市スポーツ協会

理事長

年 月 日

申請者住所

団体名

氏名

連絡先電話番-号

連絡先ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ ＠

次のとおり行為許可を申請します。

行為をする場所

1 ＝

行為の内容

行為の期間及び

時間

年 月 日 時 分から

年 月 日 時 分まで

備考
、

〆



r、
ノ

様式第10号

（

ｒ

※許可書発行者の印は理事長印を使用し、印影印刷とします。

※印刷後の許可書については、 「公益財団法人千葉市スポーツ協会法人印規

程」に基づき、厳正に管理することとします。

第3編添付資料－17－

．千葉ポートアリーナ行為許可書

様

第 号

年 月 日

指定管理者6 －

』 (公財）千葉市スポーツ協会

理事長 印
町

次のとおり行為を許可します。

行為をする場所

行為の内容

行為の期間及び

時間

年 月 日 時 分から

年 月 日 時 分まで

行為許可利用料

金額

『 円
夕

『

備考
、

fTg
E

1

9



Ｉ

様式第11号

千葉ポートアリーナ行為不許可通知書

第 ’ 号

年 月 日

様

指定管理者

(公財）千葉市スポーツ協会

理事長 印

屯～

年 月 日付けで申請のあった千葉ポートアリーナにおける行

為の実施については、次の理由により、許可しないので通知します。

1 申請の内容

で

2許可しない理由

教示

1 この処分についての審査請求は、 この処分があったことを知った日の

翌日から起算して60日以内に、千葉市長に対してすることができま

す。

2この処分の取消しを求める訴訟は、 この処分があったことを知った日

の翌日から起算して6箇月以内に、指定管理者を被告として提起する

ことができます。

〈不許可通知書発行者の印は、理事長印を使用することとする。※

I

第3編添付資料－18－

行為をする場所

行為の内容

行為の期間及び

時間

年 月 日 時 分から

年 月 日 時 分まで



様式第12号

注太線内のみ記入してください。

、

第3編添付資料－19－

千葉ポートアリーナ行為取消届

(あて先）指定管理者

(公財）千葉市スポーツ協会

理事長

年 月 日

届出者住所

団体名

氏名

連絡先電話番号

連絡先ﾒｰ･ﾙｱﾄﾞﾚｽ ＠

次のとおり千葉ポートアリーナにおける行為の実施を取り消します。

行為をする場所

行為の内容

行為の期間及び

時間

年 月 日 時 分から

年 月 日 時 分まで

許可年月日及び

許可番号

行為の実施を取

り消す理由

備考 一



ヘ

L

／

様式第13号

注太線内のみ記入してください。
L

第3編添付資料－20－

千葉ポートアリーナ行為許可事項変更申請害

(あて先）指定管理者 ′

(公財）千葉市スポーツ協会 一
■

理事長

手 0

年 月 日

申請者住所

団体名

氏名
今

連絡先電話番号

連絡先ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ ＠ ‘
〆 1

千葉ポートアリーナにおける行為の実施について、許可を受けた事項を

次のとおり変更したいので申請します。 、

許
可
事
項

行為をする場所

行為の内容

行為の期間及び

時間

年 月 日 時 分から

年 月 日 時 分まで

許可年月日及び許可

番号

変更事項及び変更後

の内容

F 1

、

添付書類 行為許可書

備考



第14号様

千葉ポートアリーナ行為許可事項変更許可書
第 号

年 月 日

指定管理者

(公財）千葉市スポーツ協会

理事長 ⑳

様

千葉ポートアリーナにおける行為の実施に関する許可事項の変更につい

て、次のとおり許可します。 －一

、
『

行為をする場所
I

､‐

許
可
事
項

〆

行為の内容
』

分から

分まで

時
時

日
日

月
月

年
年

行為の期間及び

時間

許可年月日及び許可

番号

変更事項及び変更後

の内容

円行為許可利用料金額

備考

※許可書発行者の印は、理事長印を使用することとする。

く
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様式第15号

千葉ポートアリーナ行為許可事項変更不許可通知書

第 号

年 月 日

様 指定管理者

（公財）千葉市スポーツ協会

理事長 ④

b

年 月 日付けで申請のあった千葉ポートアリーナにおける行

為の実施に関する許可事項の変更については、次の理由により、許可しな

いので通知します。

1 申請の内容

1

1

2許可しない理由

教示

1 この処分についての審査請求は、 この処分があったことを知った日の
戸、

翌日から起算して60日以内に、千葉市長に対してすることができま

す。

2 この処分の取消しを求める訴訟は、 この処分があったことを知った日

の翌日から起算して6箇月以内に、指定管理者を被告として提起する

ことができます。

※不許可通知書発行者の印は、理事長印を使用することとする。
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、
許
可
事
項

行為をする場所

行為の内容
1

行為の期間及び

時間

年 月 日 時 分から

年 月 日 時 分まで

許可年月日及び許可

番号

変更事項及び変更後

の内容

り



様式第16号

千葉ポートアリーナ行為許可取消通知書

第 号

年 月， 日

指定管理者

(公財）千葉市スポーツ協会

理事長 ④

様

次のとおり、千葉ポートアリーナにおける行為許可を取り消しましたの

で通知します。

行為をする場所

り
し
行
許
の
容

取
消
た
為
可
内

行為の内容

分から

分まで

時
時

月
月

日
日

年
年

行為の期間及び

時間 、

、

行為許可を取り消した

理由

教示

1 この処分についての審査請求は、 この処分があったことを知った日の

翌日から起算して60日以内に、千葉市長に対してすることができま

す｡

2 この処分の取消しを求める訴訟は、この処分があったことを知った日

、 の翌日から起算して6箇月以内に、指定管理者を被告として提起する

ことができます。

､

※取消通知書発行者の印は、理事長印を使用することとずる・
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様式第17号

第3編添付資料－24－

千葉ポートアリーナ施設原状変更承認申請書 Ｉ

1

(あて先）指定管理者

(公財）千葉市スポーツ協会

《

年 月 日

理事長 ‘

申請者住所

団体名

氏名

連絡先電話番号
9

連絡先ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ ＠

千葉ポートアリーナの施設の原状を変更することについて承認を受けた

いので、次のとおり申請します。

使用施設

ロメインアリーナ（ ） ．

ロサブアリーナ

ロトレーニング室（2）

口附帯施設（ ）

使用日時
年 月 日 時 分から

年 月 日 時 分まで

使用目的

使用人数 人

入場料の徴収 口有 n無

原状を変更す

る場所及びそ

の内容

変更する理由



第18号様

千葉ポートアリーナ施設原状変更承認書
号

月 日

第
年

指定管理者

(公財）千葉市スポーツ協会

理事長 ， ④

様

次のとおり千葉ポートアリーナの施設の原状を変更することを承認しま
す。

）ロメインアリーナ（

ロサブアリーナ

ロトレーニング室（2）

口附帯施設（

ｰ

使用施設

）

分から

分まで

時
時

日
日

月
月

年
年使用日時

使用目的

使用人数 人

原状を変更す

る場所及びそ

の内容

４

（1）施設の使用を終了したときは、指定管理者の指示

に従い、施設を原状に回復してください。

（2）施設の原状の変更及び使用後の施設の原状回復に

要する費用は、 申請者が負担してください。

承認の条件

1

※承認書発行者の印は、理事長印を使用することとする。

/
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様式第19号

千葉ポートアリーナ施設原状変更不承認通知書

一第 号

年 月 日

様 指定管理者

（公財）千葉市スポーツ協会

理事長 ＠

年 。月 日付けで申請のあった千葉ポートアリーナの施設の原

状の変更については、次の理由により、承認しないので通知します。

1 申請の内容

2 承認しない理由

教示

1 この処分についての審査請求は、 この処分があったことを知った日の

翌日から起算して60日以内に､'千葉市長に対してすることができま

す。

2 この処分の取消しを求める訴訟は、 この処分があったことを知った日

の翌日から起算して6箇月以内に、指定管理者を被告として提起する

ことができます。

※不承認通知書発行者の印は、理事長印を使用することとする。

V

1
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使用施設

ロメインアリーナ（

ロサブアリーナ

）

ロトレーニング室（2）

口附帯施設（ ）

使用日時
年 月 日 時 分から

年 月 日 時 分まで

使用目的

使用人数

９
㎡

人

入場料の徴収 口有 、無

原状を変更す

る場所及びそ

の内容



様式

千葉ポートアリーナ利用料金減免申請書
､

年 月 日
1

(あて先）指定管理者

（公財)千葉市スポーツ協会

理事長

申請者住所

団体名

氏名

電話番号

次のとおり利用料金の減免を申請します。

時から年 月 日 （ ‐）

使用 日 時

時まで年 月 日 （ ）

円
利用料金額

円
減免申請額

申請理由
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書
生
ロ事故等発生報I

口指定管理事業 ‘ 口受託事業 □その他
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1発生日時

2発生場所･箇所

、 、

〉

3発生した事故等の内容

4事故等の処理状況
ノ

、

』
■
Ｉ

－、

5今後の対応･改善策

6その他(負傷者､被害者の氏名､連絡先等

日

凸



公益財団法人千葉市スポーツ協会
、

職員研修計画

／

,' 公益財団法人千葉市スポーツ協会における職員研修事業は、千葉市外郭団
体等連絡協議会職員研修（以下「外郭団体研修」 という。）をはじめとした専
門研修、職場研修及び自主研修の方法により実施する。
特に、外郭団体研修には、職員の能力開発及び資質向上を目指し、積極的
に参加できるように努めるものとする。

〆

~、

2安全で快適な施設の提供は、当協会の事業遂行上の当然の義務であり、救
急処置に関する講習などの「安全･’安心｣に関わる講習会等には、全ての職
員が積極的に参加できるように努めるものとする。

3 近年、スポーツ施設管理者のみならず、スポーツ指導者等においても資格
の取得が求められている。

このような時代のニーズに合わせ、各種資格の取得を推奨し、 より多くの
職員が資格取得を目指せるような環境づくりに努めるものとする。

外郭団体研修

千葉市外郭団体等連絡協議会が「職員研修計画」に基づき毎年度実施する職員
研修に参加する6

(1）

専門研修

施設の管理･運営上必要な資格又はスポーツ等に関する公的な資格を取得する
ための資格取得研修等に参加する。

(2）

ア施設の管理・運営上必要な資格

（ｱ）消防・救命関連

防火管理者、防災管理者（資格取得、実務講習及び再講習)、
普通救命講習、上級救命講習

イスポーツ等に関する公的な資格

（ｱ）公益財団法人日本体育協会
スポーツプログラマー、公認ジュニアスポーツ指導員

（ｲ）公益財団法人日本体育施設協会
トレーニング指導士

（ｴ）公益財団法人日本障がい者スポーツ協会
公認初級障がい者スポーツ指導員 ～
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ウその他、事務局長が必要と認めた資格

（3）職場研修

業務に必要な専門的・実務的知識、技術等の習得を目的とした個別指導・集団

指導に対し、必要な援助を行う。

（4） 自主研修

新しい知識の習得や幅広い視野を養うこと及び自己啓発意欲の高揚を図るこ

とを目的として、受講終了職員及びグループに対して、経費助成等の支援を行

う。
‐ ．、

己～

派遣研修

業務に必要な専門的・実務的知識、技術等の習得を目的に、千葉市又は協会以

(5）

外の事業所若しくは他の研修機関等に派遣する。

一

、

I
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－J ~

維持管理計画

建築物維持管理業務

1 業務内容

安全性。快適性に配盧し「建築保全業務共通仕様書」に基づいた維持管理を

行う。

第4編

第1章

2業務の対象範囲

建築物管理業務の対象範囲は、本施設の建築物の屋根・外壁・建具（内・外

部）‘天井・内壁・床・階段・付属物等の各部位とし、その点検・保守を行う。

3建築物維持管理業務仕様

（1）部材の劣化、破損、腐食、変形等について調査・診断・判定を行い、正常
に機能しない場合、又は、正常に機能しない恐れがある場合は、適切な方法

により応急の対応を取るとともに、市へ報告する。修繕が必要とされる不具

合については、市と協議のうえ方策を検討する。

（2） 異常を確認したエリアには「立ち入り禁止」等の表示を明確にし、事故
を未然に防ぐため、職員による定期的な巡回を行う。

4日常点検

日常業務を行っている範囲内で、目視により実施する点検と天候の変化によ

り影響が予想される箇所の点検を行う。異常等が見受けられる場合は、日報に

記載し、職員間で共通理解・連携を図る。

5定期点検

定期点検（Sか月・ 1年）を点検表に基づき総合診断を実施する。総合診断
結果はデータベース化し、事務局で取りまとめ、維持管理・修繕計画に反映さ
せる。

診断結果については、定期的に市に提出するが、日常の維持管理において運

Ｉ’ I …1
Sか月

状態確認
屋根 ゴミ集積・植物除去 1年

戸

第4編－1－

点検箇所 点検項目 点検内容・注意事項 点検頻度 点検者

排水状態の良否

防水層のふくれの有無

堆積物及びゴミの有無

植物の繁茂の有無

外壁

亀裂、剥がれ

格子等の金属の取付け状態

建具周りのシミ

白粉発生による塗装
膜劣化

錆発生状況

Sか月

1年
担当職員

外周

建物周りの沈下

フェンスの破損・支柱の錆

状態確認

ひび割れ､沈下による
崩落の危険性の確認

3か月

1年
担当職員



１
１
１
肋
１
１
１
僻
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
‐
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｌ

玄関・廊

下

、

7

L
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排水溝の流れ

ゴミ･落葉等の溜り具

合確認｡認められた場

合は、除去する。

床、壁、天井、手摺りの|舅み

や汚れ

ドアノブ等の磨耗や

取付けビスの緩み等。

Sか月

1年
担当職員

建具（取手等）の欠損

防火戸の開閉

傘立等の雨対策

火災発生時に自動的

に閉まる｡扉を木片等
で固定していないか。

Pタイルの状態。

靴拭きマット・ジユウ
タン等の対策。

日常 担当職員

階段

手摺りのぐらつき

錆の発生、鉄部の腐食
、

天井の漏水

壁、天井のひび割れ

階段は非常時の避難
通路のため手摺りの

ぐらつき傷みの点検

修理

Sか月

年
常
１
日

担当職員

観客席

手摺りのぐらつき

ネジのはずれ、形状のゆがみ

基礎の劣化の有無

各所の破損状況を確

認し、補修

Sか月

年
常
１
日

担当職員

事務室

床の傷み・損|舅

壁の傷み・損傷

結露、シミの有無

天井のシミは漏水が

原因のため緊急に補

修

Sか月

1年
担当職員

競技床及

び諸室

床の傷み・損傷

壁の傷み・損傷

結露、シミの有無

天井のシミは漏水が

原因のため緊急に補

修

3か月

年
常
１
日

担当職員

トイレ

シャワー

室

床の傷み・損|舅

壁の傷み・損傷

結露、シミの有無

便器、洗面の損傷

鍵の損傷 、

汚水の流れの状態

排水管内には､使用が
進むにつれ汚物が付

言し､流れが悪くなる

ため､年1回程度の清

掃を実施する。

3か月

1年

日常

担当職員

シャッタ

ー

開閉状態

錆の発生、鉄部の腐食

鍵の損|勇

変形や作動状態を確
刃
心

ニ
ニ
ロ

Sか月

1年
担当職員



Ｉ
Ｊ
ｒ
、
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施設長 作成者

点検項目 点検内容

判定

有
無
良
否

処理・備考欄

屋根

1陸屋根

防水層及び保

護層

①排水状態の良否

②防水層のふくれの有無

③堆積物及びごみの有無

④植物の繁茂の有無
、

ー

認められたら取り除く

認められたら取り除く

パラペット ①金属製笠木,金物の脱落,変形，
②損傷及びゆるみの有無

③コンクリート及びモルタル笠
木のひび割れ,浮き及び剥落の
有無

2ルーフドレン ①排水状態の良否

②堆積物及びごみの有無 認められたら取り除く

3とい 、

⑧

①変形及び破損の有無

②錆及び腐食の有無 ′

③漏水の有無

④取付け状態の良否

4トップライト ①傷.割れ､変形及び破損の有無

②錆及び腐食の有無

③結露及び漏水の有無

④取付け状態の良否

落下の恐れあれば応急処置

不良と認められたら増し締め

外壁

1仕上げ

①ひび割れ｡変形及び破損の有無

②錆及び破損の有無 ‘

③タイル等の浮き,はらみ及び剥
落の有無

④錆汁の発生の有無

⑤ガラスの割れの有無

落下の恐れあれば応急処置

2外壁に取り付
く金物

①変形及び破損の有無

②錆及び腐食の有無

③取付け状態の良否

外部建具

1,扉,窓,枠;及び
外部シャッタ
ー

①落下の危険性の有無

②開閉・作動状態の良否

⑨錆及び腐食の有無

④旅錠状態の良否

⑤外部建具及びその周囲からの
漏水の有無

⑥ガラスの割れ及びガラス周り
からの漏水の有無

⑦シーリングのひび割れ,変形 ,

損傷,はずれ,破断及び劣化の
有無

内部

1玄関

①床・壁・天井・手摺りなどの
傷み、汚れ

②建具金物の欠損

⑨自動ドアレールの詰まり
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点検項目 点検内容

判定

有

.:擁
ノ､、、

良
否

処理・備考欄

2通路 ①床・壁・天井・手摺りなどの
傷み、汚れ ～Q,

②建具金物の欠損

⑨防火戸の開閉

④傘立等の雨対策

｡ 『

3階段・外階段 ①手摺りのぐらつき

②錆の発生、金属部の腐食

③ノンスリップの傷み

④天井の漏水

⑤壁、天井のひび割れ

4プール槽 ①床の傷み、損傷

②壁の傷み、損傷

③結露、シミの有無

5事務室 ①床の傷み、損傷

②壁の傷み、損傷

③結露、シミの有無 、

6競技床

及び諸室

①床の傷み、損傷

②壁の傷み、損傷 ￥

③結露、シミの有無

7浴槽 ①床の傷み、損傷

②壁の傷み、損傷

③結露、シミの有無
９

外構

1門扉

①開閉、作動状態の良否

②錆の発生、鉄部の腐食

③鍵の損傷

1 －

2手摺り ①取り付け状態の良否

②錆の発生、鉄部の腐食

③コンクリート片落下の恐れ

3フェンス ①フェンス周りの沈下

②破損の有無、支柱の錆の有無

③開閉、作動状態の良否 （

4ベンチ類 ①手摺りのぐらつき

②ネジのはずれ、形状のゆがみ

敷地地盤

1舗装床
①ひび割れの有無

2縁石等 ①ひび割れの有無

②錆及び腐食の有無

③コンクリート片落下の恐れ

地中設備

1地中配管

①地盤沈下状態

②周辺からの水漏れ

2マンホール ①基礎の劣化状態

②蓋は割れていないか
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』点検項目 ‐ 点検内容
判定

有
無
良
否
内容記入.

ノ

備考欄

屋根

1 アスファルト防水，シー

ﾄ防水及〔嘩膜防水

ア保護層のある場合

(押さえコンクリート,保護

モルタル)保護剛赤1及び押
さえコンクリートブロッ

ｸ）

①漏水の有無

②平面及び立ち上り部の押さえコンクリー
ﾄ又は保護モルタルのひび割れ,浮き,せり上
がり及び欠損部の有無

③伸縮調整目地の劣ｲﾋ汲び欠損の有無

④{需味1の片寄りの有無

⑤押さえコンクリートのブロックの移動,暴
れ.欠損の有無

⑥排水状態の良否

⑦堆積物及びごみの有無

⑧荊鋤の繁茂の有無

イ ｛繧層のない場合 ①漏水の有無

②防水層のひび割れ,破断及びめくれの有無

③防水層のふくれ変形及びしわの有無

④防水層の立ち上り部のめくれ及びずり落
角の有無押え金物の取り付け状態等の良否

⑤{痔筐塗装の変退色,チョーキングの有無

⑥砂付フレーフィングの秘落ちの有無

⑦排水’ 淀態の良否

⑧堆積物及びごみの有無

⑨植物の繁茂の有無．

』

ｂ

2金嘱葺,アスファルトスレ

ート葺及､、石綿スレート葺

①漏水の有無 ‘

②葺材の変形,われ,錆,腐食,塗装の劣化及び
表面処理の劣化の有無

③下地材の変形,錆及び腐食の有無

④留め付け金具の錆及び腐食の有無

⑤シーリング材のびび割れ変形,損傷及び劣
化の有無

3パラペット ①コンクリート又はモルタル笠木のひび割
れ淫誉及ひ剥落等の有無

②金属笠木及び防水押さえ金物の変形,錆,腐
合の右無及て)敵り付け状態の良否

③シーリング材のひび割れ,損傷及び劣化の
右無．

4ルーフドレン及びとい
0

(I崩険k状態の良否

②結露及び漏水の有無

③破損の有無

④錆及び腐食の有無

(5溝ち口まわりのエフロレツセンスの有無

5エキスパンシヨンジヨイ

ントカバー

①建物間の隙間の変位追随状態 、

②漏水,変形,錆,腐食,塗装の劣化の有無及び
前り付け状態の良否
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点検項目 点検内容 ‘
判定

否
有

内容記入 ･備考欄

③シーリング材の破断だれ変形被着面から

の剥離漏水及びその痕跡等の劣化現象の有
無

外壁

1 ，コ

上げ

ンクリート打ち放し仕

①浮き,剥落,ひび割れ錆汚れ,エフロレツセ
ンス,ポップアウト,表面脆弱化及び漏水の有
無

②浮き及び剥離の有無

③コンクリート片の落下の有無

2モルタル塗り及びタイル

張り

①浮き,剥落,はらみ,ひて膳1れ錆汚れ,エフロ
ﾚヅｾﾝｽ,表面臓弓化及び汚れの有無
②浮き及び剥離の有無

③モルタル；タイルの落下の恐れ

Ⅱ
Ｊ
Ｌ
ｊ

3石張り ①浮き,剥落はらみ,び〔膳1れ及び剥離の有無

②目地のひび割れ及び剥落の有無

③エフロレッセンス,表面脆弱化及び汚れの

有無

④石材の落下の恐れ 。

4金属製ｶーテンウォール ①変形固定音”のゆるみ及ひ剥離の有無

②錆及び腐食の有無

⑧辰面処理の劣化の有無

5 PCカーテンウオー

ルリALCパネル等

①ひて膳Iれの有無

②浮き,剥落及び欠けの有無

③変形の有無

④補誰材の錆及び腐食の有無

6塗材仕上げおよび塗装 摩耗,割れふくれはがれ汚れ変退色,光沢度
低下及び白亜上の有無

7シーリング シーリング材の硬坑だれ変形披曽面からの

剥離漏水及びその痕跡等の劣化現象の有

8エキスパンションジョイ

ントカバー

①建物間の変位追随伏態

②漏水,変形,錆,腐食,塗装の劣化の有無及び
取り付け状態の良否

③シーリング材の破断だれ変形,被着面から

の剥離漏水及びその痕跡等劣化現象の有無

外部床

1仕上げ材（コンクリート

仕上げ,モルタル塗り,タイル

張り,石張り等）

①ひび割れの有無

②浮き及び剥落の有無

③欠けの有無

④段差不陸及びあばれの有無 ．

⑤排水状態の良否

《

2エキスパンシヨンジヨウ

イントカバー

①建物間の変位追随伏態

②漏水,変形,錆,腐食,塗装の劣化の有無及び
取り付け状態の良否

③シーリング材の破断だれ変形被着面から

の剥離,漏水及びその痕跡等の劣化現象の有

無

》



’
建築物1年定期点検表

『

ヘ

第4編-7－

点検項目 点検内容

判定

否
有
良
無
内容記入･備考欄

爆
畦
罰
１ げ及び構造体

①浮き,剥離割れ,ぷくれ,チヨーキング,変退
伝.､錆及び腐食並びに表面処理の劣化の有無

②踏み面の欠け及びひび割れの有無

③5該k状態の良否

④痛行の妨げになる物品の有無

2金属製てすり ①取り付け状態の良否

②変形錆及び腐食の有無

3′ コンクリート造てすり ①浮き,剥落,ひび割れ,錆汚れエフロレツセ
ンス,ポツプアウト,表面脆弱化,汚水及び漏水
の右無

②浮きおよび剥落の有無

⑨コンクリー}、片の落下の有無

『

4 ノンスリップ ①変形.損傷腐食及び劣化の有無

②取り付け状態の良否

建具

1扉及び枠（アルミニュウ

ム製,銅製,ステンレス製及び
木製で人の通ることのできる

設備用点検口及びガラリは含

み,防火戸は別項目に示す）

①建具の変形,錆,腐食,傷損耗,塗装の劣化皮
7)壼而如理の劣化の有無

②召し合わせ及び機密性の良否

⑨建具及びその周囲から漏水の有無

④異常音の有無 ．

⑤旅綻状態の良否

2窓（アルミニュウム製鋼

製及びステンレス製）

①建具の変形,錆,腐食,傷,損耗,塗装の劣化皮
了)壼面如理の劣化の有無

②召し合わせ及び機密性の良否

⑨建具及びその周囲から漏水の有無

の異常音の有無 ’

⑤旅綜状熊の良否

⑥有害な影響を与える結露の有無

伺關關作重h状態の良否

3建物用金物（丁番,ﾌﾛｱ

ｰﾋﾝジ錠,握り玉,ドｱｸﾛ

ｰデ,戸当たり,上げ落とし,戸

車ﾚｰプﾚ等）

の開閉作動状態の良否

②錆愛び腐食の有無

⑨がたつき.ゆるみ及び変形の有無

の旅線状熊の良否

4ガラス の脱蕊の熟れの有無

②傷正Y)割れの有無

５
ト

シーリング及びガスケッ 漏水,ひび割れ,変形,損傷はずれ,破断等の鍔
ｲ化の右無

6シャッター（外部鋼製シ・

ヤツ

ドア

ター及びオーバーヘッド

①開閉作動状態の良否

②変形,損傷塗装の劣化及て礒面処理の劣化
の右無

⑨錆愛び腐食の有無

④金物類の錆及び腐食の有無及び取り何~け
》ﾄf熊の良否

(百W布綜状熊の良否

蛇

防火戸

1防火戸及､単鯉窓

rn非難扉の開閉の妨げになる障害物の有燕

②作動状態の良否及び｛種力後の取り合い’

状態の良否



建築物1年定期点検表

第4編－8－

点検項目 」点検内容
判定

否
有
･良

無
内容記入･備考欄

③建具の変形,錆,腐食,傷,損耗,塗装の劣化及
び表面処理の劣化の有無

④金属類の錆腐食の有無

⑤金属類のがたつき緩み及び変形の有無

⑥温度ヒューズの損傷,ビスゆるみ及

の有無

び脱落

2防火シャッター ①開閉の妨げになる障害物の有無

②開閉機構部の油漏れ及び異常音等の有無

(旦逓肯,腐食及び尖形の何群

(4辰血…,塗塞1易反UVぢれ寿策化の信濡

⑤金属類の錆,腐食の有無及び取り付け状態
の良否

⑥温度ヒューズの損傷ビスゆるみ及び脱落

の有無

内部大井

1ボー 1噸張り

①暴れの有無

②ひび割れ剥離及び癖の有無

③漏水の有無

④かび及U鮎露の有無

2金属成型板張り ①暴れ,変形,ゆるみ及ひ剥離の有無

②錆及び腐食の有無

③漏水の有無

④表面処理の劣化の有無

3吹き付け材ロックウール

吹き付け等

①剥離の有無

②漏水の有無 一

4壁紙張り ①剥離及U幟の有無

②漏水の有無 ．

③浮きの有無

④かび及､粘露の有無

内壁

1塗袋

アモルタル下地

①ひび割れの有無

②浮きの有無

③欠け,剥離及び剥落の有無

④磨耗,割れ,ふくれ,はがれ,汚れ変退色及び
白函上の有無

⑤かび及､粘露の有無

⑥漏水の有無

丙 0

イボード類の下地 ①欠け及び割れの有無

②浮きの有無

③磨耗,割れ,ふくれ,はがれ,変退色及び白亜
化の有無

④かひ汲び結露の有無

⑤外部またI華婿からの漏水の有無

ウコンクリート下地 ①磨耗,割れ,ふくれ,はがれ,汚れ,変退色及び
白画上の有無

②かび及U粘露の有無

③漏水の有無
苧
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点検項目 点検内容

判定

否
有
良
無
内容記入． 備考欄

､

2

ア

壁紙張り

ボー1類の下地

①欠け及び割れの有無

②浮きの有無．

⑨什卜H制ｵの剥 砿浮き及び破れの有無

④かび及び結露の有無

⑤漏水の有無．

イ ア以外の下地 ①ひび割れの有無

②浮きの有無

③欠け剥離及び剥落の有無

(Z)什卜げ材の剥離浮き及U噸1,の有無 ‘

⑤かび及U粘露の有無

⑥漏水の有無

3 タイル張り ①ひ〔膳りれ及び欠けの有無

②浮き及び剥離の有無

③目地の欠け及び剥離の有無

④がび及ひ蔚吉露の有無

⑤漏水の有無

4石張り ①ひて繕1れ及び欠けの有無

②浮き及び剥離の有無

③目地の欠け及び剥離の有無

④かび及Xj粘露の有無

⑤漏水の有無

5既製間仕切り ①く、らつきの有無 ．

②錆及U癌食の有無

6扉及び{罰fへだて ①変形及び破損の有無

②錆及び破損の有無

③扉の開閉状態の良否

④金物の取り付け状態の良否

7エキスパンシヨンジヨイン

ﾄカバー

①建物間の変位i自随状態

②漏水,変形錆,腐食,塗装の劣化の有無及び
取り付け状態の良否

③シーリング材の破断だれ変形,被着面から

の剥離,漏水又はその痕跡等の劣化現象の有
無

ザ

内部床

1 ビニルタイル張り及びピ

ニル床シート張り

①ひび割れ,欠け,浮き及び剥離の有無

②結露及び漏水の有無

2 コンクリートこて仕上げ，

モルタル塗り,タイル張り及び

石張り

①びひ藩Iれの有無

②浮き割ｵ吸び剥離の有無

③欠けの有無

g鮎露及び儲の有無

3
■

合成樹脂塗り床 ①びひ割れ及び磨耗の有無

(回淵吉露及び鰯〈の有無

4畳敷き,カーペット敷き及
びタイルカーペット敷き

①磨耗及び汚損の有無

②結露及び漏水の有無

5フローリング張り ①きしみの有無

②そり割ｵ1及び磨耗の有無

．⑨結露及び漏水の有無
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点検項目 点検内容
判定

否
有
良
無
内容記入 ･備考欄

屋内階段

1金属製てすり及び木製て

すり

①取り付け状態の良否

②変形,錆及び腐食の有無

③仕上げ材のささくれめくれ脱落欠け及び

剥離の有無

2 コンクリート造てすり ①浮き,剥離ひび割れ,錆汚れ,エフロレッセ

ンス,ポップアウト,表面輝弓化,汚れ及び漏水

の有無

②浮き及び剥落の有無（テストハンマー）

③コンクリート片の落下の恐れ

3 ノンスリップ ①変形,損傷腐食及び磨耗の有無

②取り付け状態の有無

外構

1門扉

①開閉、作動状態の良否

②錆の発生､鐸Iの腐食

a 茎の損傷

2手摺り ①取り付け状態の良否

②錆の発生、鉄部の腐食

③コンクリート片の落下の恐れ

3フェンス ①フェンス周りの沈下

②破損の有無､支柱の錆の有無

③開閉、作動状態の良否

4ベンチ類 ①手摺りのぐらつき

②ネジのはずれ､形伏のゆがみ

稚
》 ①びぴ割れの有無

2縁石等 ①ひび割れの有無 ．

②錆及ひ瘤食の有無

③コンクリート片の落Fの恐れ

地中設備

1地中配管

①地盤沈下状態

②周辺からの水漏れ

2マンホール ①基礎の劣化伏態

②篝は割れていないか
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丘 建築設備維持管理業務

1 業務概要

関係諸法令を遵寄し、設備機器を常に最良の状態に維持し、安全で経
済的な運転と建築物の衛生的な環境の確保に努める。

第2章

（1 ）管理対象設備

建築設備維持管理対象設備は「作業基準表（付表1） 」による。

（2）設備維持管理業務の区分

建築設備維持管理業務は次の区分によって行う。

ア運転監視業務及び日常巡視点検業務

（業務内容は「作業基準表（付表2） 」に記載）

イ 設備点検業務

（業務内容は「作業基準表（付表1） 」に記載）

（3）冷暖房基準切替実施期間及び実施時間
冷暖房基準実施期間及び実施時間は次による。

ア冷暖房実施期間

、 （ア）冷房：4月初旬～11月中旬（原則）
（イ）暖房： 11月中旬～4月初旬（原則）

イ 冷暖房実施時間

（ア）冷房8時30分～21時OO分（原則）

（イ）暖房8時SO分～21時OO分（原則）

､

ー

（4）必要技術資格保有者 、’

建築設備維持管理業務の履行にあたり技術責任者として必要な資
格は、次のとおりとする。

ア電気関係

（ア）第3種電気主任技術者

（イ）第1種電気工事士

イ 冷凍機関係 ，

（ア）高圧ガス保安責任者（2種冷凍）

ウ建築物環境衛生

（ア）建築物環境衛生管理技術者

工ボイラー関係

、 （ア） 1級ボイラー技士

オ消防関係 ‘へ

（ア）防火管理者

ひ

（5）電気主任技術者の職務

第3種電気主任技術者は､電気事業法に規定する電気主任技術者と

しての全ての保安業務を遂行し、施設の電気事故等電気工作物に関す
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る責任を負う。
〆

（6）建築設備維持管理業務の基準
建築設備維持管理業務の履行にあたって､各設備の安全及び建物内
外の安全並びに衛生的環境維持のために定められた次の諸法令及び
諸規則を遵守する。

ア電気事業法

イ" ・消防法

ウ建築基準法

工労働安全衛生法

オ建築物における衛生的環境の確保に関する法律

一力大気汚染防止法

キ水道法

ク下水道法

ケ廃棄物.の処理及び清掃に関する法律

）

2 総括管理業務

本施設の建築設備維持管理業務における総括管理業務は、以下の仕様
をもって履行する。

（1 ）法定技術責任者の選任及び常駐

関係諸官庁に届出を必要とする以下の法定技術責任者を選任し常
一 駐する。

ア第3種電気主任技術者

イ 第1種電気工事土

ウ建築物環境衛生管理技術者

工高圧ガス保安責任者（2種冷凍）

オ 1級ボイラー技士

I

（2）計画立案業務

維持管理業務を計画的に実施するため、次の計画書を作成する。
ア運転監視業務計画書

イ 日常巡視点検業務計画書

ウ年間及び月間の定期点検・測定・整備業務計画書

‘（3）記録の分析業務

電力・用水・ガズ・油等の使用鬘のほか、運転、点検等に関する記
録データの分析、検討を行い、その結果を記録する。

（4）立ち会い業務

ア管理対象設備に関する官公庁立ち入り検査時に立ち会う。
イ 管理対象設備に関する修理、改良工事等の際に立ち会う。
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（5）品質管理業務

管理業務の向上、設備予防保全及び経済性追及のための品質管理業

務（自主検査）を実施する。

3 運転監視及び日常巡視点検業務

建築設備維持管理業務における運転監視及び日常巡視点検業務は、以

下の仕様をもって履行する。 、

（1 ）現場責任者の選任

指揮監督の任にあたる現場責任者を選任する。

（2）運転監視業務

運転操作及び監視業務の対象設備は、 「作業基準表（付表1） 」に

／揚げる設備とする｡業務の実施にあたっては､建物の用途及び経済的
運転を考慮して「運転監視業務計画書」を作成し、各設備機器を適正

に運転する。

ア運転監視業務の内容

（ア）中央監視制御設備の運転操作及び監視業務 」

‐ （イ）電気設備の運転操作及び監視業務
（受変電設備、配電設備、非常用発電機設備、動力設備、電灯

設備、その他の電気設備）

（ウ）空気調和換気設備の運転操作及び監視業務

（熱源設備、空気調和設備、換気設備等）

（工）給排水衛生設備の運転操作及び監視業務 〉

（給水設備、排水設備、汚水処理設備、ガス設備、その他各種

設備） ｡

（オ）消防設備の監視業務

（火災報知設備、非常放送設備、消火栓設備、誘導灯設備等）

（･力）その他建物に附帯する設備の監視業務

イ 運転監視記録

運転監視業務の実施状況は、別に定める各運転日誌等に記録する。

（3）日常巡視点検業務

日常巡視点検業務の内容は次の各号のとおりとする。業務の実施に

あたっては「日常巡視点検業務計画書」を作成して、設備機器の正常
な状態を確認する。

ア 日常巡視点検業務の内容 ：
（ア）中央監視制御設備の巡視点検

（イ）電気設備の巡視点検

（ウ)空気調和換気設備の巡視点検

（工）給排水衛生設備の巡視点検

（オ）消防用設備等巡視点検
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－
（力）環境衛生管理項目の巡視点検

（キ）その他建物に付帯する設備の巡視点検

イ 点検記録

日常巡視点検業務の実施結果は、別に定める各種点検記録表等に
記録する。 ．

（4）応急処置及び小修理業務

ア 、応急処置

設備機器等に故障または異状を発見し､応急処置の必要があると
きは、その波及被害を防止するため、常備する工具類または部品を
用いて常駐管理要員が処置する。 、

イ 小修理業務

設備機器の小修理業務の範囲は、常駐管理要員が常駐する工具類

・を用い定常業務に支障をきたさない時間内で実施できる部品交換
程度の範囲とする。 ．

（5）環境衛生管理業務

ア建物内の温湿度管理調整

イ 建物内の簡易な水質検査

（ア） 上水：毎 日（臭気・外観・味及び遊離残留塩素測定）
（イ） 雑用水：週1回(pH・臭気・外観・遊離残留塩素測定）
詳細は「第7章環境衛生管理業務」に記載。

4設備点検業務

建築設備維持管理業務における点検業務は、以下の仕様をもって定期
的に履行するものとする。

（1 ）点検業務対象と実施回数

ア 中央監視設備 年12回

イ 自動制御設備 年12回

ウ 冷温水発生機設備 年2回

工冷却塔設備 年3回

オ真空式ガスボイラー設備年2回

力空気調和機設備 年2回

キ空調機フィルター設備 年6回

（2）点検業務の内容

別紙、 「作業基準表（付表1） 」により実施する。
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ロー為

目占ホ全乃7ドロワイ寸1犬熊‘の作~

届いのI

雪の点罹ターの回転作動・回圓

器と操作部とのルー

の点權

外観目視点検及び取付状態の舵

じんあいの除去

グランド部漏れ点検

バルブ作動点検及び閉止位置て

副点罹写関連部と0
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1温度調節器1温度調節器

口
日
口
日

1 外観目視点検及び取付状態の確認1 外観目視点検及び取付状態の確認

2 じんあいの除去2 じんあいの除去

3 配線端子の緩み点検及び増締め

4 内部機械的可動部分の動作状態『

3 配線端子の緩み点検及び増締め

4 内部機械的可動部分の動作状態『

5 デイフアレンシヤルの調整5 デイフアレンシヤルの調整
』』

6 実測に対する点検校正6 実測に対する点検校正

7 調節器と操作部等関連部とのループ7 調節器と操作部等関連部とのループ

作動点検調査作動点検調査

8 規定値の設定8 規定値の設定

9 実制御に於ける制御状態での点検・確9 実制御に於ける制御状態での点検・確

認・調杳認・調杳

貯湯槽貯湯槽

排気換気扇

ファン発停

排気換気扇

ファン発停

２
電
子
式
制
御
機
器

1 検出器

発信器

1 外観目視点検及び取付状態の確認

2 配線端子の緩み点検及び増締め

3 実測による誤差点検及び校正

4 検出器又は、発信器・調節計・操作部

等関連部とのループ作動点検調査.

5 実制御に於ける制御状態での点検・確

認・調藥

冷却塔廻り

AHU-1,2,3,4,5

6，8

空調機制御

煤煙濃度計

感震譽報

9



－~
該当する設備準作 業 基対 象

冷却塔廻り外観目視点検及び取付状態の確認

じんあいの除去

配線端子の緩み点検及び増締め

各設定の確認・調整

(比例帯・積分値・不感帯・動作隙間）

実測に対する点検校正

検出器又は、発信器・調節計・操作部

等関連部とのループ作動点検調整

規定値の設定

実制御に於ける制御状態での点検・確

認・調整〆

１
２
３
４

2 調節計

AHU-1,2,3,4,5,

6，8

空調機廻り制

御

煤煙濃度計

制御盤関係

2

５
６

電
ー

７
８

冷却塔廻り子 外観目視点検及び取付状態の確認

じんあいの除去

配線端子の緩み点検及び増締め

電源・電圧の点検

各設定に対する出力信号の点検・調整

検出器又は、発信器・調節計・操作部

等関連部とのループ作動点検調整

実制御に於ける制御状態での点検・確

認・調整

１
２
３
４
５
６

3 変換器

AHU-1,2,3,4,5,

6，8

1蕪蕊:
式

7

制

冷却塔廻り外観目視点検及び取付状態の確認

じんあいの除去

リンケージ組付け状態の確認及びス

トローク調整

モーターの回転作動・回転角度の点検

ポテンショメーター接触点の清掃及

び点検

検出器又は、発信器、調節計・操作部

等関連部とのループ作動点検調整

実制'御に於ける制御状態での点検・確

認・調整

１
２
３

4 変換器

AHU-1j2,3,4,5,

6，8．

空調機制御

御

４
５

機
6

7

器

外観目視点検及び取付状態の確認

じんあいの除去

グランド部漏れ点検

バルブストローク作動点検及び閉止

位置での漏れ点検. ･調整二

１
２
３
４

5 自動制御用

調節弁

1
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区ガ 対 象 作 業 ，基 準 該当する設備

5 自動制御用

調節弁

へ

5 検出器又は、発信器、調節計・操作部

等関連部とのループ作動点検調整

6 実制御に於ける制御状態での点検・確

認・調藝 ．

1 ）帛度検淵器

猯度検出器

1 外観目視点検及び取付状態の確認

2 配線端子の緩み点検及び増締め

3 実測による誤差点検及び点検校正

4 コントローラーとの伝送状態の点検。

確認
、

5 検出器又は、発信器・調節計・操作部

等関連部とのループ作動点検調整

6 実制御に於ける制御状態での点検
、 ﾛ

源廻り制御

AHU-7空調機

制御

2 コントローラ

ー

1 外観目視点検及び取付状態の確認

2 じんあいの除去

3 配線端子の緩み点検及び増締め

4 電源電圧、各制御電圧の点検及びバツ

クアップ電池の点検

5 各ファイルのデリート状態及びエラ

6

－状態の確認

軽故障・アラーム状態・システムエラ

一値の点検・確認

7 制御パラメーター及び制御プログラ

ムの作動確認

8 上位伝送状態の点検・確認

9 各入出力信号（発停・薑報・アナログ）

に対する調節計の作動点検

10発信器・コントローラー・変換器。

操作部等関連部とのループ作動点

検・調整

11 実制御に於ける制御状態での点検・確

認・調薬

熱源廻り制御

AHU=7空調機

削御

制御盤関係

3 変換器

’
一

1 外観目視点検及び取付状態の確認

2 じんあいの除去

3 配線端子の緩み点検及び増締め

4 電源電圧の点検

5 各設定に対する出力信号の点検・調整

熱源廻り制御

AHU-7空調機

制御

制御盤関係
F



ｉ
ｆ
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E3 対 象 作 業 基 準 該当する設備

3 変換器 6 コントローラーとの伝送状態の点検・

確認

7 発信器・コントローラー・変換器・操

作部等関連部とのループ作動点検・調

整

8 実制御に於ける制御状態での点検・確

認・調藥

4 操作器

、 少』

5 自動制御用

調節弁

1 外観目視点検及び取付状態の確認

2 配線端子の緩み点検及び増締め

3 リンケー･ジ組付状態の確認及びスト

□－ク調整
L

4 ポテンシヨメーター接触点の清掃及

び点検

5 コントローラーとの伝送状態の点検。

確認

6 発信器・コントローラー・変換器・操

作部等関連部とのループ作動点検調

整

7実制御に於ける制御状態での点検・確

認・調轄

1 外観目視点検及び取付状態の確認

2 じんあいの除去

3 グランド部漏れ点検

4

‐

4

バルブストローク作動点検及び閉止

位置での漏れ点検・調整
企

5 実制御における制御状態での点検･確

認・調鑿

熱源廻り制御

AHU－7空調機

ぅl御

ゾ

～
５

熱源廻り制御

AHU-7空調機

制御 ､

1 MCU/CU

電源ユニット

(PDU)

1 LED・ネオン管表示機能確認

2 冷却フアンの動作確認・交換

(標準交換周期4年）

3 ケーブル、

4

コネクタ類の装善状態確認

電源、接地端子等の締付け確認

2MCU/CU

コントロール

ｺーット

1 冷却ファンの動作確認・交換
L

(標準交換周期 4年） ‐

2 LED等の表示機能確認

3 ケーブル、 コネクタ類の装言状態確認



〆

L

、
Ⅱ

I
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区ガ 対 象 作 業 基 準 該当する設備

、
４
中
央
管
制
装
置

100入出力

ユニット ．

1

1

3 キーボード

マウス

(MCU/CU)

4 SCU/

置

A－MST

分散制御装

4 ハードディスクユニット点検

(標準交換周期 4年）

5 バックアップバッテリー、充放電電圧

測定、交換

(標準交換周期 4年）

6 冷却ファンクリーンアップ

7 リセット機能の確認

■
巳
，

8 フロッピーデイスクユニット機能確

認．（標準交換周期 3～5年）

9 外観点検(IOU) ム ー

①ケーブル、コネクタ類の装書状態確認

(外部接続）

②各端子等の締付け確認

10各部のクリーンアップ

①カードユニツト

②コントロールガード

11 ケーブル、 コネクタ類の装善状態確認

(IOU内部接続）

1 動作点検

①キーボード

②ライトペン

1 エアフイルターのクリーンアップ
〆ざ

2 冷却ファンの動作確認・交換

(標準交換周期 1年）

S LED等の表示機能確認・交換

4 ケーブル、コネクタ類の装言状態確認
どｰ

5 バツらアップバッテリー、充放電電圧

測定、交換

(標準交換周期 3年）

6 各電源部のクリーンアップ

①冷却ファン

②各電源部

7 電源・接地端子等の締付け確認

8 リモートユニット伝送電圧確認・調整

9 クリーンアップ 。

①カードユニット

②コントロールガード
､

ｰ

熱源廻り制御



1

一

ノ

〕

ノ
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区分 対 象 作 業 墓 準 該当する設備

4

叩
央
管
制
装
置

5 デジタル

ポイント
『
Ｔ
ｌ

6 アナログ

ポイント

』

7システム機能

1 発停・ALMdNML等の作動確認

2 プリンター印字作動の確認

〆

1 ファンクションカードの校正

2 実測と校正

1 監視機能

2 データー処理、設定

3 システム構成機器管理機能

4 メモリバックアップ機能

R プ、ノプラハ櫟熊



’

１
１
卜
ｒ
ｌ
ｌ
伽
‐
１
１
肱
ｌ
ｌ
Ｌ
ｒ
ｌ
ｌ
帳
１
１
峰
Ｉ
Ｉ
Ｌ
惨
‐
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｌ
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4

柿
〆

” 対 象 作 業 墓 準 備 考

1 210USRT

本体、付属機器

1 切替運転準備作業

(設備側の準備確認チエツク等）

2 本体冷房切替部の切替

3 運転盤スイッチの切替

4 真空度のチェックと抽気

(パラジウムセルのチェック含）

5 ポンプ、モーター類の絶縁確認

6 燃料配管系の漏れチェック

7 機器外観点検

8 フレームロッドの動作試験

g 失火試験、フレーム電源の確認

10燃焼機器類の設定確認

11 安全装置の点検確認
ド

12燃焼状態の点検確認

(排ガス分析調整含）

13冷媒再生（冷房時のみ）

14運転データー記録と点検

15 自動制御系の点検確認
1

へ、

合房I N及び暖

房I N点検を 、

年各1回実施

する 。

2 400USRT

本体、付属機器

（

1

1 切替運転準備作業

(設置側の準備確認チエツク等）

2 本体冷房切替部の切替

3 運転盤スイッチの切替

4真空度のチェックと抽気

5
吟

(パラジウムセルのチェック含）

ポンプ、モーター類の絶縁確認

6 燃料配管系の漏れチエツク

7 機器外観点検

8 フレームロッドの動作試験

9 失火試験、フレーム電源の確認

10燃焼機器類の設定確認

11 安全装置の点検確認

12燃焼状態の点検確認

(排ガス分析調整含） 〃

13冷媒再生（冷房時のみ）

14運転データー記録と点検

15 自動制御系の点検確認

16抽気系統点検整備 ．

令房･I N及び暖

后 | N点検を 、

年各1回実施

する 。



（冷却塔関係

区|･文』対
備 考作 業 基 準． 象

ベアリング交

換

コイルの乾燥

1 聴診棒による異常音の確認

2 絶縁抵抗測定

3 目視による錆発生の有無確認

1 ． 電動機

1

送
汚れの甚だし

いときは清掃

する

軸受ユニット

交換、バランス

|調整

目視による雲面の異物付言及び変
． ／

形、破損等の確認

トレクレンチによる締め付け

聴診棒による異常音の確認

羽根角度の点検・調整

異常振動の確認

12 送風機

風

２
３
４
５

ノ

機

●

1 レベルの点検調査

2 目視による摩耗の確認

3 ブーリー

電

1 張り具合の点検調整

2 目視による摩耗・亀裂の確認

動 4 Vベルト

機

状況による

塗装

錆発生の確認

目視による緩み具合のチェック、

増し締め

1

2

5駆動部取付ボルト
L

訊
亟

l

_／

備
状況により

FRP補修

1 漏水の有無確認

2 水槽の清掃

1 目詰りの確認、清掃

2 破損の有無確認

1 下部水槽２
下
部
水
槽

2 ストレーナ
ノ

状況により

FRP補修

'1 目詰りの確認､清掃

2 破損の有無確認

3 散水槽
●

散
水
槽

止水栓の点検、確認

目視によるネジ部の緩み具合の点

検、増し締め

4 ボールタツプ 1

2

訊
亟

1 破損、変形の有無確認 －

2 スケール付言の確認、清掃（水洗）
1 充填剤

３
充
填
剤
ル
ー
パ
ー

1 破損、変形の有無確認

2 スケール付言の確認、清掃（水洗）
2 ルーバー

第4編－23－
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区ガ 対 象 作 業 墓 準 備 考

４
主
要
檮
材
板
・
檮
材
外
部

1 主要構造材

2 外板部

3 組立てボルト

4 タラップ

1 塗装外れの有無確認

2錆発生の有無確認

1 破損、変形の有無確認

2 スケール付着の有無確認、清掃（水洗）
『

1 錆発生の有無確認

2 緩み具合のチェック、増し締め

1 錆発牛の有無確認

2 取付けボルトの緩み具合のチェツ

ク、増し締め

状況により

塗装（ケレン塗

装）

状況により

ケレン塗装

状況により

ケレン塗装

5

上
リ

1 ヒーター 1 スケール付書及び錆発生の有無確認

2 絶縁抵抗測定

状況により

ケレン塗装

6

臘査

1 水質 1 循環水の水質チェック

2 電気伝導度の測定
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区ガ 対 象 作 業 基 準 備 考

１
ガ
ス
焚
ボ
イ
ラ
ー
給
湯
用

1 ボイラー本体

2 バーナー

1 水漏れ損傷の有無点検

2 サーモスタット、ハイリミットサ

－モ等温度制御の点検 ，
卜

3 水高計の点検・調整

4 のぞき窓の清掃 ’

5 燃焼炉の簡易清掃

1 プレ弐一ムロッド、 スパークロツ

ド、点火トランス、シロツコフアン

等の点検、清掃

2 燃焼状態の点検及び調整

官公庁、性･能 検

雪受験のための

整備



(空気調和機・パッケージエアコン）

Ｌ
口

句

第4編－26－

区ガ 対 象 作 業 基 準 備 考

1 圧縮機 1 異常音及び振動の有無確認

2 モーターの絶縁測定

3 過熱状態のチェック

4 油臺及び汚損状態の確認

5 クランクケースヒーターの点検

6 アンローダ機構の動作確認

7 ネジ
へ

、 ボルト類の緩み具合点検．

締め付け

8 ガス漏れの有無確認

ガスチャージ

2 送風機 1 異常音及び振動の有無確認

2 モーターの絶縁測定

3 ベアリングの点検

4 回転状態の確認

5 ベルトの緩み、摩耗状態の点検。

． 調整

6 送風機内の詰まり点検・調査

3 その他 1 温湿度調節器の点検

2 圧力スイッチの点検

3 エアフイルターの点検・調整
①

4 膨張弁の点検・調整

5 圧力ゲージの点検

6 安全弁の機能確認

7 加湿器の点検

8 熱交換器の点検・調整

、

9 電磁弁、三方弁の動作確認

10 ドレンパンの清掃

11 ガス漏れの有無確認



ノ

イ乍菫壹臺＝壼臺＜イ寸壼更三フ

(電気関係）

１
１
卜
い
１
１
膣
Ｉ
Ｉ
Ｌ
陰
１
１
橇
ｒ
ｌ
ｌ
幟
１
１
に
鵬
‐
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｌ

万

第4編－27－

設
備
区
分

対 象 作業基準

周期

随
時
毎
日
毎
週
毎
月
隔
月

1 区分開閉器 1キャビネット等損傷、変形、亀裂、沽損、縮

露の点検

クゴミ（ホコリ）の点検

3区分開閉器の操作紐の切れ等状態の点検

○
○
○

2断路器 1受と刀の接触状態外観点検（端子部の変色、

過熱、破損、汚損）
2接地線の腐食、締付部緩みの点検
3塗装の剥離発錆、本体の取付状態等外観点検

● 1

○
○
○

3真空遮断機 、
Ｆ
〃
‐
．

1汚損、油漏れ、亀裂、変色、過熱、尭錆、損

傷点検（端子部、本体）
2表示灯点検、取替え
3接地線接続部の腐食、締付部の緩み点検
(露出部分）

○ ○

○

○

4負荷開閉器

、

1端子部の変色、
2接地線の腐食、

過熱、破損、汚損の点槙

締付部緩みの点検

3塗装の剥離発錆、本体の取付状態等外観点検

○
○
○

I

5受電用変圧器 1汚損、油漏れ、振動、異音、変色、異昊、湿

度及びその他本体の外部点検
2各部の損傷、発錆、油舅、接地線接続部据付
状態の点検

‐ ■

○
○

6計器用変成器 1外部の損{嘉変色、過熱 、
。
ヒュース浴断、 l馬

食、発錆、変形、汚損、異臭、
2接地線接続部の点検

異音の点検

○ ○
○
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Ｌ
ｌ
陰
ｌ
惇
Ｉ
Ｆ
脂
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
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ｌ
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設
備
区
分

対 象 作業基準

周期

一

随
時
毎
日
毎
週
毎
月
隔
月

7避雷器 1外部の損傷、亀裂、汚損、変形の点検

2その他の外観点検

3接地線接続部の点検

『

○
○
○

8 高圧コンデン

サー直列リアク

ﾄル

1汚損、油漏れ、音響、振動、変色、破損の

点検

2接地線の腐食、締付部緩みの点検
3塗装の剥離発錆、本体の取付状態等外観点検

Ｏ
○
○

9ケーブル 1腐食、損傷等の外観点検

2接地線接続部の点検

○
○

10母線 1 クランプまたは接続部の高さ、接続等の点検

2ガラス類、支持部の高さ、接続等の点検

○
○

11 蓄電池 1液面、沈殿物、色相、隔離版、端子の緩み及

び損瘍、亀裂、異音、異臭点検
2各電池の比重、温度、電圧測定
3木台及びガラスの腐食、損|男及び耐酸塗料の
剥離、床面の腐食、損傷点検

4蓄電池盤の計器、表示灯のチェック及び損傷、
発錆点検

の

○
○

○
○
○

12整流器 1外観点検及び充放電電流
、

○

13キュービクル 1指示計器、表示灯の点検

2保護断電器の損傷、整定値の確認
U

3キャビネット盤の損傷、発錆、異音、異臭等
の外観点検

4雨水の侵入、湿気の確認

5標識の有無、はがれ確認

○

○
○
○
○

○

○



（

１

’
’
昭
１
１
膜
１
１
脂
１
１
隠
ｌ
Ｌ
鵬
ｌ
ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｌ

第4編-29－

設
備
区
分

対 象 作業基準

周期

随
時
毎
日
毎
週
毎
月
隔
月

14監視盤 1各負荷の操作、監視及び表示灯の点検 ○

、

２
配
電
設
備

1 配電盤

ー

2ケーブル

3配線

1各計器の点検及び表示灯の点検

2開閉器盤の点検

3その他外観の点検

4裏面配線のじんあい、汚損、過熱、緩み及び
断線点検

5接地線接続部点検 ／

1腐食、損傷等の外観点検

2接地線接続部の点検

1ケーブルラック、支持物の損傷、脱落1頃針点

検及び各ボルトの点検
2接地線接続部の取付け

、

つ ゞ
○
○
○
○

○
○

○
○

1 回転機器 1損傷、音響、振動、過熱、異臭、給油状態寺

の点検、手入れ及び清掃

○

2その他の機器 1外観点検､手入れ及び清掃

(回転機器に準ずる） ，
戸

、 ヨ ヴ

4

○

3 照明関係 1館内外照明点灯状態確認

(器具の破損、脱落、発錆）
2不良器具及び不点ランプ取替え
.S照度点検及びランプ取替え

○
○

○ ○

J

4分電鰐

動力盤

1ブレーカー等、各開閉器の過熱、汚損、呪洛、

損|舅、変色、異音等の点検
2各端子及び接地線接続部の点検

○
○

5電気時計

J"

1動作確認

2各機器の調整等 ○

○
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設
備
区
分

対 象 作業基準

周期

随
時
毎
日
毎
週
毎
月
隔
月

３
負
荷
設
備

6火災報知器

7放送装置

8誘導灯

1電源及び消火栓PL取替え

2消火栓PL不点取替え

3誤動作時の原因調査及び清掃

1非常電源電圧及び充電装置の確認

2動作確認

Sその他の外観点検及び清掃

1 ランプ確認及び作動試験

○
○
○

○

一
○
○
’

Ｏ

’
○
’
○

４
自
家
発
雪
・
機
設
備

1 原動機関係

2その他

3発電機盤

4始動用

蓄電池鱒

、

1機関の試験起動無負荷状態確認（温度・異音。

異臭・過熱・振動･漏水・油・気・始動・停

止・盤表示）

2本体の損傷、変形、汚損、腐食の点検

3各系統からの水漏れ、油漏れ点検

4その他各部点検清掃

1発電機室の各部点検、整理整頓、清掃
2本体各部及び関係各機器の点検、清掃

3水の浸透、雨漏り等チェック

4排気筒の変形、損傷、支持金具の緩み等点検

5始動用空気圧縮設備の変形等異常確認

Q

1本体及び内部の発錆、変形、破損、剥れ点検

2盤面計器、電源表示灯、遮断機突入のチェ

ツク

1本体及び内部の発錆、変形、破損、剥れ点検
2盤面計器、電源表示灯のチェック

○

’
○
○

’
○
’
○

○
○
○

’
○
○
○
○

’
○

一
○
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設
備
区
分

6

対 象 作業基準

〈

～

周期

随
時
毎
日
毎
週
毎
月
隔
月

４
自
家
発
電
機
設
備

5燃料装置

6冷却装置

7潤滑油装置

1貯油槽の指示値チエツク

2貯油槽、配管の損傷、腐食、漏油の点検

1貯水槽の指示値チエツク

2貯水槽、配管の損傷、腐食、漏水の点検

1配管等の損|勇､外れ、腐食、漏水の点検

○

○

○

○

○

5

Ｖ
，
Ｆ

Ｃ
Ｃ

1 CVCF

（

1盤類の外観点検、清掃、表示灯試験
2計器のチェック

｡

○

○

６
避
雷
装
置

1 避雷針

避雷銅線

接地盤

1外観点検
輯 =

「

q

b

７
そ
の
他
作
業

1受電日誌及び作業日誌作成、電気使用料の詞

査記録

2電気室、発電機室、機械室、中央監視室内の
薬理整頓及び清掃

3消耗品使用料調査
4図面管理、及び計器、工具点検、手入れ
5消耗品置き場管理

4

０
０

○
○
○



メ

(機械関係）

､

1
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設
備
区
分

1

対 象 作業基準

周期

随
時
毎
日
毎
週
毎
月
隔
月

１

冷
暖
一
居
設
備

1冷温水発生機

関係

2パッケージ型

冷暖房機

3エアハンドリ

ングュニット

4ファンコイル

ユニット

5配管関係

6ポンプ類

1本体各部及び関係各機器の点検（期間中）
2運転操作及び監視

3冷却塔の外観点検、手入れ
4風臺調節器の点検、調査

5各部清掃

6委託による整備立ち会い

1本体各部及び関係各機器の点検

I

1本体各部及び関係各機器の点検

2フィルターの清掃・交換

1本体各部及び関係各機器の点検
2筈部清掃

3フィルターの清掃

1各バルブからの漏れ等、点検
2各バルブの作動整理

1各部の点検、調整､及び清掃

○

○
○

○

○
○
○
○

○

○

’
○
’
○
’
○
一
○

’
○
’
○
’

２
空
調
設
備

1 送排風機関係
換気扇

2ダクト関係

1音響、振動、過熱、異臭、給油状態等の点
検、外部清掃

2フィルターの清掃

1各部の点検、調整、漏気の確認

○

○ ○

○

３
衛
生
設
備

1 給排水関係

2ポンプ関係

3水槽

1外観点検

1各部点検

1槽内の汚損等点検 ‘

2委託による檜内清掃作業立会い

○
’
’
○

○
’
○
’
○



’
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設
備
区
分

対 象 作業基準

周期

色随
時
毎
日
毎
週
毎
月
隔
月

３
衛
生
設
備

4飲水器

5水栓器具

6洗面手洗器具

流し

1外観点検

1異常時の各部調整、取替え

1 Uトラップのつまり補llZ

2各部の漏れ、ひび等の点検

○○

○○

○○

○○○○

○○○○

４
ガ
ス
設
備

1 ガスメーター

2湯沸器関係

3ガス焚ボイラー

4緊急遮断装置

1総合使用量の記録、及び検針

4各部の点検、調整

1各部の点検、外部清掃

1外観点検

○

○

○○○

○○

○○○

○○○

1 スプリンクラ

－設備

泡消火設備

1各部の損傷、汚損、変形の点硬

1

○○○

'消火栓 1 消火栓箱内外点検､清掃 ．
○○○

3消防用水槽 1橲内の汚れ、堆積物、浮遊棚の扁候

2外観点検

○
○
○
○

4その他 1配管等からの漏れ点検

2小型消火器の指定場所の配置確認
3格納箱内の点検
4防火訓練等における補助 ｡

○

○
○
○

○
○
○’’

６
設
備
区
分
そ
の
他

I

1ガス、水道使用鬘の調査記録灰o､1'F美口辛艮

作成

2各階の温湿度点検記録
3各機械室及び屋上映像機械室外、
一フドレン点検、清掃
4冷暖房切替時の諸操作
5冷暖房中の水処理
6その他の指示した軽易な各種作業
7トレンチ内の点検．

喫煙所、ル

Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ

つ
つ

0

ーーーーー



建物設備点検結果報告書

施設名

第4編-34－

施設長 作成者

報告書作成年月日

報告書作成者

点検箇所 点検結果概要

ぐ
′

虞

~、

、

①

（



月分

2チェック項目

ｲ

※各確認項目に○を付け,点数を記入してください。

第4編-35-

施設長 作成者

○委託名 ○委託場所

○業者名 ○契約期間

口月間作業(工程)表若しくは作業計画表の提出について
D■■■■■■●■■■■■■申呼■■■巳■■■■■■■■■■■■■■■ｳ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■｡■b■■O■■■■甲■■■■■■■■■■■■■■■■■｡■■■■■■■■■●q■｡■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■｡■■■●､■DB■■■■■

(7点)契約に基づき提出されている （5点)多少遅れて提出されている （3点)キ

■■■■■■■■■●●■■■■■■■■■■F■■■■q車■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■●■■■■■■■■■■甲｡｡■■｡■■■■■Ⅱ

旨導後提出された (O点)指導後も提出なし

点数
ﾛ■Q･●■■■■■■p■■■●■■■■■■■■I

確認日： 平成 年 月 日（ ） 確認者：

m頂埠確望について頚埠確認箇所（ ）

ロ作業表に基づいて,作業を執行しているか。

(5点)執行している （3点)しているが改善の余地あり

ロ作業態度(服装･言葉使い･行動等)は。

" (O点)執行していない

(8点)非常に良い （6点)良い． （4点)普通． （2点)悪い (0点)非常に悪い

口作業完了精度は｡(後始末･現状復帰状況等）

(6点)非常に良い （4点)良い （3点)普通 （1点)悪い (0点)非常に悪い

ご鳶為、

②桿出書類について ，

口業務報告書は提出されているか。

(6点)契約に基づき提出された． （4点)数日遅れて提出された （3点)指摘後提出された (0点)指摘後も提出されない

ロ業務報告書に記入漏れはないか。

(6点)細かく記入されている （3点)記入されている (0点)記入もれあり

鳶罵罵憲罵＝

確認日： 平成 年 月 日（ ） 確認者：

の現場確認について現場確認箇所（ ）

口作業表に基づいて,作業を執行しているか。
b

（5点)執行している （3点)しているが改善の余地あり (O点)執行していない

ロ作業態度(服装･言葉使い･行動等)は。

(8点)非常に良い (6点)良い. (4点)普通 (2点)悪い (0点)非常に悪い

口作業完了精度は｡(後始末･現状復帰状況等）

(6点)非常に良い （4点)良い （3点)普通 （1点)悪い (0点)非常に悪い

三鳶熟、

Ⅱ■■■■■■口早■■■口■●■■■■■■■■早■

②提出書類について L
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■●■■■■8■■■■●■■■■■■■●■■■■■■■■■■■■■■､■Q､■O■Ca●色■■■■■■■●■■■■■■■OOe■O●■■■■■■■■■■■■●■■■■■■｡■■｡●■■■■■■■F■■｡■

■■■■■■■●｡■CD■●■■■■■■■■■■●■■■●､■■■■■■Q■Q●早■■■■心Ⅱ

口業務報告書は提出されているか。

(6点)契約に基づき提出された （4点)数日遅れて提出された （3点)指摘後提出された (0点)指摘後も提出されない

口業務報告書に記入漏れはないか。

(6点)細かく記入されている （3点)記入されている (0点)記入もれあり

罵罵罵罵罵罵篇、

■p■｡■■■■■■■■■■■■■■■■■●■1

確認日： 平成 年 月 日（ ） 確認者：

飛預環確翠について現場確認箇所（ ）

口作業表に基づいて,作業を執行しているか。

｡ （昼占)執行している （3点)しているが改善の余地あり (O点)執行していない

口作業態度(服装･言葉使い･行動等)は。
q

． ． （8点)非常に良い （6点)良い （4点)普通 ．(2点)悪い (0点)非常に悪い
●､…･･･…･･●…………････●･……O……･…ﾛ●ﾛ●0口･…､…ﾛO●O…O･…ﾛ､●●●…●･･…､●……ﾛ､●●●O･･0●･･●■●●………:･･●●･●･………■●､､●O…･･●ロロロ●､､●…･…｡■｡､､･･●…ﾛ…･･…●……･……●●…D･…･●､･･●●･…●､●●ﾛ●……O･…ﾛ･●････…●

口作業完了精度は｡(後始末現状復帰状況等）

(6点)非常に良い （4点)良い （3点)普通 （1点)悪い (0点)非常に悪い

ご鳶塞
■■■■■■■■■■■■■■■■､●●■■e■

②提出書類について
■■■■●C■■O●■■■■■■004●●■■■■■■■■■■■■■■■■■■｡■●●｡■■■■■■■■■●■■●p■■■■■■■■■DqO■■｡■■■■■■■■■■■■■■■■■●■■■■■■b●■｡e●■■■■■■■■■■、｡｡｡■■■■■■■■■■■｡､DqqG■■■■

・ロ業務報告書は提出されているか。

（6点)契約に基づき提出された （4点)数日遅れて提出された （3点)指摘後提出された (0点)指摘後も提出されない
｡■■■■■■■■■■■●●■■■■■■■■■■■■■■■e■■■■■OQa■■■■己吾■■■■由■巳■■■■■■巳■bO早■■●■■■■■■■●■由Q■■■■■■■■■■■■gウ■■■■■●■■■■■■Oga●■■B■口■■■■■Q■gDDUq■■■■■■■●■｡■■

口業務報告書に記入漏れはないか。

(R占1細がく顎入太れてい為 (3点)記入されている ． (0点)記入もれあり

:扇罵罵罵罵罵罵、

■●■■■■■●●■■■■■■■■p■■■■■

、

■ － 月1分総点数 0

○その他の対応(発生した場合,記入のこと）
■■■■●■■O■■■■■■■●●､9｡■■■■■■■■●■■■■■■■■■●■g■■■口■■■■､●｡■■■■■巳■■｡｡●■■■■■■■■■巳■■■■●巳■■■■■■■●■｡■g■■■■■■■■B■■■■■■■■■■a●巳■●■｡■■■■■■■■■｡●■●■口■

（ いるロ緊急時,迅速な報告と対応をしているか。 ・ いない ）
h■■■■■●●●O■■■●■■■●■00■■■■■■■■●■■■■■■■■●■O■■●■■■■■､｡●■■■■■●■■■B■■■■■■■■■■■■■｡Q■■■■■■■■■■■■■a■■■■■■■｡■｡■■｡■p■■■■■■■O●■B■■■■■●■DOUO■■巳■■■b■■

門圭厘と壷,7､恒山I+士物テ, 、スチ､、 （ いる ， いない ）



2.チェック項目

3.所 見
…･●●….●●……●…●………･■…■……………････､･･●…品…･ロ･･･●･･●･口､■巳｡･･･････●●●………●･●●●●●●●●●…●●●●●●･●●●｡●…･････…●●●｡●､●●●●……･…■…･…■･口｡●●･…●●●●｡…･●…………●●●ﾛ……｡……■………ロロ

0■●■■■□■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■DC■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■｡.■■■■■．．．.■■■■■■■■■■■■■｡.■･･■■■■■a■■■■■■■■■■｡■■■■■■■■■

c■●■■■■■凸■■■■■■■■e■■■■■■■■■甲p■■■■■■■■■■■■■■凸■■.......■..｡｡■e■...■■.■■■.....｡............｡..........■■■■■■.■■■■■■甲.■■■■■■■■...甲.......BG......................................、...

,

0,･ﾛﾛ■■､､｡■UDU･ロロロロロロQQp■●｡■･DDDDDD●a●･ロロ■D●DDD■■●､､■■pDDpo■■QpQpQpﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛCQ●ﾛ●｡■●DDG･口･ﾛ､■･ロロロロロ｡U･ロロロロロロロ････■｡■･ロGoD■DCBDDDDDDppqQp●､口●●Q･ロロロロ■■｡｡､｡､●ロロQロロロ■■■●･DDG■､｡●､｡■qDDQQ●
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施設長 作成者

○委託名
b

○委託場所
L

○請負業者名 ○契約期間

○点検同数 年 回 ○契約金額

確認者所属･氏名･確認年月日 所属： 氏名: ． 確認年月日：

確認項目 着眼点(現場調査） 確認 着眼点(書類等での調査） 確認

○連絡調整 口業務実施にあたり事前に連絡があったか あり … . ない －－－－－－－－－－－－

○主任技術者の確認
I

n羊任技術者が来ているか

ロ現場に常駐しているか

いる ・ いない

いる ・ いない

ロ選任届は提出されたか いる ・ いない

必要なし

○仕様書との確認 口業務開始前に双方で仕様書で確認を

行ったか

口点検箇所を適正に点検しているか

口不具合箇所の現場説明

､

した ・ いない

いる ・ いない

した ・ しない

口点検報告書は提出されたか

口点検報告書の記入漏れはないか‐

口指摘事項は記載されているか

一

いる ・ いない

ない . ある

いる ・ いない

○作業中の現場確認 ロ点検業務中に現場確認を行ったか ． した ・ しない

○指摘箇所の協議 ロ不具合の影響,使用限度年数の報告書を依頼したか

口不具合箇所の修繕の必要性

口不具合箇所を修繕した場合の見積もりを依頼したか

した ・ しない

ない ． あり

した ・ しない



(様式12） 「

、 、

3．所 見・
ﾛ■■■■●■■■■●■■●■■■■■■｡■｡■■■■■■■■■■■■■■■■■も■■■□■■■■■●■■■■■■●早■■■■■■■■■■■■■■■■■■■p■■毎■■④■■■B■■●■画■■■■■■■■■■■■■ロ■“■■■■■■■■｡■■■■■■■■早■

0●■■■■■■■■■□p■■■●■■■■■●■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■■由■■■●■■■●■■■■■■の■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a■■■■■■■●■■■■■■P■■■■■■■■■■■■●■■■■■■■■■■■
■ 1 ,

8■●■■■■■■p■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■､■■■■■■■■■■■■■■■■■■□口車■■■■■■■■■■■■■■q■■■■■■■■■■■■■●■■■■■■■●｡■■■■巳F■□■､■■■■■●■けり■■■■■■■■■■■■■■■

B■■■■■巳■■■■■■■■■■■■■■■■□■■｡■■■■■■■■■■■■■■e■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■●□■■■■■■■■■■■□■■■■■■●■■■■■■G■■■■■■■■□■■■■■p■｡■■■G■■■■■■■●■■■□

，

■

‐

第4編-37-
一

施設長 作成者

○委託名
－J ○委託場所

○請負業者名
、

、デ

、 ｡

○契約期間

○点検回数 年 回 ○契約金額

ー

■

確認者所属･氏名･確認年月日 所属：

L

氏名:‐ 確認年月日：

確認項目 着眼点(現場調査） , 確認 着眼点(書類等での調査） 確認

○連絡調整
1 口業務実施にあたり事前に連絡があったか あり ・ ない

○主任技術者の確認 n圭任技術者が来ているか ノ

ロ現場に常駐しているか

いる “ いない

いる ・ いない

ロ選任届は提出されたか しno ‐ し画"ふし･

必要なし

○仕様書との確認

■ ｡

ロ業務開始前に双方で仕様書で確認を

行ったか
。

ロ作業を的確に実施しているか

口作業後,現場確認を行ったか

した ・ いない

いる ・ いない

した ・ しない

口作業工程表は提出されたか

口作業報告書は提出されたか

口作業報告書の記入漏れはないか

ロ作業実施写真は添付されているか

いる ・ ・ いない

いる ・ いない

ない ． ‘ ある

いる ， いない

○作業中の現場確認 ロ作業態度は

口完成精度は
フ

良 普 不

良 普 不

(理由）

(理由）

○安全配慮
、作拳中園初への守全配虐ぱされているか いる ・ いない



什器・備品・リース物件維持管理業務

1 業務対象範囲・内容

市からの貸与備品と協会所有備品を明確に区別し､点検､保守等を実施する。

（1）市からの貸与備品

市物品会計規則に基づきスポーツ振興課（以下「所管課」という。）経由

で貸与された一般備品等で備品明細一覧に記載されている物品とする。

（2）市のリース物件

トレーニング室(1)に配備されているトレーニング機器5台とする。

第3章

I

（3）協会所有の備品

， ア消耗備品：比較的に長期の使用が可能で購入価格が1万円以上10万円

未満の物品

イ什器備品：長期に使用可能で購入価格が10万円以上の物品

2備品管理仕様

（1）市からの貸与備品の管理については、別紙3gページから40ページに

より維持管理を行う。

（2）市のリース物件のトレーニング機器については、点検・保守等の維持管

理を行う。

（3）協会所有の備品の管理については、別紙41ページから43ページによ

り維持管理を行う。

3その他

競技（スポーツ）備品については、ルール改正等が頻繁に行われることから、

各競技団体の情報をインターネット等により収集し、備品の更新等について市

と協議する。

第4編－38－
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《市から貸与された備品管理方法について》

（市からの貸与備品）

千葉市物品会計規則に基づきスポーツ振興課（以下、所管課）経由で貸与された車両
船舶・一般備品等で備品明細一覧表に明記されている物品。

（備品の受入）

ア所管課が物品の調達を行う。

イ受入検査は、所管課検査員立会いのもと納入される。原則的に所属の協会職員も立会
い、双方確認を行う。

ウ備品に備品票（シール）を貼付する6貼付が不可能な場合は保管する。

エ備品登録書の写しを所管課から取寄せ保管する。

（備品の管理・報告）

ア備品の管理は､配布された備品台帳(写)をもとに管理すること｡また､備品台帳(写）
については、事務局並びに施設双方で保管すること。

イ備品は、 日常点検･定期点検、 日常の清掃を行い劣化・損傷等の発見に努め、安全性、
快適性に配慮した管理を行うこと。

ウ点検等により、備品が正常に機能しない、または機能しない恐れが明らかになった場
合は、適切な方法により応急の対応を行うとともに、備品点検報告書（様式1）に必要
事項を記載し、次長へ提出する。

（物品の修繕）

軽易な修繕で現状復旧が見込まれる場合は、所管課との協議のうえ、所管課長は修繕実
施の指示をする。

（備品の廃棄処分）

ア劣化．機能不能となった備品は、備品処理（廃棄) 申請書（様式2）により所管課へ
提出すること。また、処理に際し備品台帳（写）へ処理事項を記載すること6
イ備品処理経費については、所管課が負担する。

（管理換えの禁止）

物品を現在の所属から他の所属に移すことは出来ない｡ただし､所管課が認めた場合は、
この限りではない。

（保険の加入）

ア特に有用な備品関しては、所管課と協議を行い、動産保険等に加入すること。

や

ノ
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千葉市所有の備品管理についてフロー
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《協会所有の備品管理について》

(備品の分類）

ア消耗備品比較的に長期の使用が可能で購入価格が1万円以上10万円未満の物
イ什器備品長期に使用可能で購入価格が10万円以上の物。

※贈与・寄附等を受けた協会所有の物品を含む

(備品の管理者等）

ア物品総括管理者

イ物品管理者

ウ物品取扱員

事務局長の職にある者

次長の職にある者

施設長の職の者及び施設職員

（物品の購入等）

物品の購入。修繕等は物品取扱員が行い、物品管理者又は物品総括管理者に執行伺
を立てる。 ‘

（備品の検査）
J

ア納品検査は物品取扱員が、仕様書等関係書類に基づき行う｡“

イ不合格品と認められる物品は返品し、追納等適切な処理をする。

（備品台帳の記載）

検査終了後、物品取扱員は財務規程第44条第3項で規定する帳簿（様式第10． 11
号）に必要事項を記録する。

（物品の管理）

物品は日常点検・定期点検・清掃等を行い、善良な管理者の注意をもって維持に努
める。

(物品の修繕・改造）

物品を使用する者が修繕･改造を行う場合は物品管理者に報告しなければならない。ノ

(廃棄処分）

ア物品取扱員は、次の各号に該当する場合は廃棄処分の決定をすることができる。
①修繕・改造を行っても使用が見込めないとき。

②修繕・改造を行っても新規購入が有利なとき。

③亡失・損傷し、回復が見込めないとき。

イ廃棄処分の決定をしたときは、物品管理者・物品取扱員は「物品増減報告書」
を物品総括管理者に提出すること。

ウ廃棄処分料は所属が負担すること。
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（管理換えの禁止）

物品を現在の所属から他の所属に移すことは出来ない。ただし、物品総括管理者が
認めた場合は、 この限りではない。

(保険の加入）

特に重要な備品に関しては、物品総括管理者了と協議し、動産保険等に加入すること。

伽
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協会所有の備品管理についてフロー
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箇品帳簿

(様式第10bll号）

帳簿

式第10bll号）

記載事項 L
備品番号・品名・規格・

金額（単価） ・数量・購

入年月日・購入場所

事務局備品登録抹消

・施設備品台帳削除
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品帳簿
弓

●

言･備品台帳記入

上備品番号・品名。

規格・金額（単価） ・

数量｡購入年月日

･備品内容確認

･備品シール添付

･取扱い説明立会い

事務局へ備品登録抹消

手続依頼

・施設備品台帳削除

・備品廃棄処分手続き

物品増減報告書

日常点検

廃
棄
処
分

ノ

一
■■■ー■■■一
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【 業 者

備
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･備品納入

･取扱い説明

１
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(様式1）

備品点検報告書

所管課：

施設名

担当

１

三
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施設長 作成者

備品番号． 名
ロ
ロロ 数量 内 容 購入年月日
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1

(様式2）

備品処理 （廃棄） 申請書
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所管課名 ○○○○部 ○○○○課

備品貸与施設 担当
職名：

氏名＃

備品番号 取得年月日 平成年 月 日

備品（物品）名 規格

数 量 金額（単価） 円

:<理由＞

1

0

も

姑

へ

■

＜備考＞

●

f

〆 踵 P

0



年 月 日

物品増減報告書

物品総括管理者様

このことについて下記のとおり報告します。

・所属名

･物品取扱員

口廃棄処分

口数量変更

口亡失・損傷

一

･変更前

･変，更後

･理 由
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備品番号 名
ロ
ロロ

数 量 取得年月日

金額（単価） 規 格

備品番号 名
ロ
ロロ

数． 量 取得年月日

金額（単価） 規 格



第4章 Ⅱ

1

ま、割地内0 J1C9<

乗満|△l谷

敷地内の植

の白然環璋

施肥､‘病害虫の防除苓

鍾帝_ XIIn;入み母7ドIデ 諄の女菫佳能

、

0

言盧し、原則、晨薬等の薬剤叡巾|鄙洵

昌合は、部分散布に留め、薬剤の使馬

4）璋境及び健康への景

（1）

楯裁維涛管裡は．

1

）
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高 木 クスノキ・ヤマモモ・ユズリハ・ソメイヨシノ等

中 木 一 フジ等 一 ？

低 木
オオムラサキ・サツキ・ドウダンツツジ・ヘデラ。

カナリエンシス等
■
５

病害虫の防除

・環境及び健康への影響を考慮し、原則、農薬等の薬
剤散布は行わない。そのため、病害虫発生の早期発見
に努め、患部枝葉除去を行うとともに、仮に薬剤散布
が必要になった場合は、部分薬剤散布などを行う。

剪定。刈込み・

除草

1

・高木の剪定は、自然樹形を尊重し、最小限に抑える。
低木、生垣の刈込み及び除草は施設建物との調和､美ぐ

観を保ち適宜実施する。
高木剪定（年1回）・植え込み刈込み (年2回）

散 水 気象状況により、適宜散水業務を実施する。



外構施設維持管理業務

1 業務内容

外構施設の安全性・快適性に配慮し「建築保全業務共通仕様書」に基づいた

維持管理を行う。

第5章

2業務の対象範囲

（1）外構設備

門扉、手摺り、フェンス、ベンチ類、屋外消火栓、側溝等

（2）敷地地盤

各種外部舗装床、縁石等

（3）地中設備

埋設配管、マンホール、排水桝、暗渠等

3建築物維持管理業務仕様

（1）部材の劣化、破損、腐食、変形等について調査・診断・判定を行い、正常

に機能しない場合、又は、正常に機能しない恐れがある場合は、適切な方法

により応急の対応を取るとともに、市へ報告する。修繕が必要とされる不具

合については、市と協議のうえ方策を検討する。

（2）異常を確認したエリアには「立ち入り禁止」等の表示を明確にし、事故を

未然に防ぐため、職員による定期的な巡回を行う。

三

4日常点検

日常業務を行っている範囲内で、目視により実施する点検と天候の変化によ

り影響が予想される箇所の点検を行う。異常等が見受けられる場合は、日報に

‘ 記載し、職員間で共通理解・連携を図る。

5定期点検

定期点検（Sか月・ 1年）を点検表に基づき総合診断を実施する。総合診断

結果はデータベース化し、事務局で取りまとめ、維持管理・修繕計画に反映さ

せる。

診断結果については、定期的に市に提出するが、日常の維持管理において運

営に支障を及ぼす場合は速やかに市へ提出する。

0
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点検箇所 点検項目 点検内容・注意事項 点検頻度 点検者

外
構
設
備

門扉

手摺り

フェンス

ベンチ類

開閉、作動状態の良否

錆の発生、鉄部の腐食

鍵の損傷 ‐

取り付け状態の良否

錆の発生、鉄部の腐食

コンクリート片の落下の

恐れ 、

建物周りの沈下

フェンスの破損･支柱の錆

開閉、作動状態の良否

手摺りのぐらつき

ネジのはずれ､形状ゆがみ

動作確認

欠落の危険性の確認

変形や機能不良

変形や機能不良

欠落の危険性の確認

欠落の危険性の確認
､

状態確認

崩落の危険性の確認
け

動作確認

状態確認し、補修

Sか月

1年

Sか月

1年

Sか月

1年

3か月

1年

担当職員

担当職員

担当職員

担当職員

敷
地
地
盤

舗装床

縁石等

植物の繁茂の有無 ，

ひび割れの有無

ひび割れ有無 ’

錆及び腐食の有無

コンクリート片の落下の

恐れ

発見次第、除草

欠落の危険性の確認

変形や危険性の確認

欠落の危険性の確認

日常

3か月

1年

Sか月

1年

担当職員

担当職員

地
中
設
備

地中配管

マン

ホール

地盤沈下状態

周辺からの水漏れ
E P

蓋が正常に閉まつ‘ている

か

基礎の劣化状態

蓋は割れていないか

崩落の危険性の確認

動作確認

発見次第、修正

欠落の危険性の確認

発見次第‘補修

3か月

1年

日常

Sか月

1年

担当職員

担当職員
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清掃業務

1清掃業務範囲

本施設における建築物（内部・外部）及び敷地内について、良好な環境衛生・

美観の維持に心がけ、施設としての安全かつ快適な空間を保つため、適切な清

掃作業計画のもと清掃業務を実施する。

第6章

〔

2業務仕様

（1）清掃を実施する際には、できる限り利用者の妨げにならないように配慮す

る。

（2）清掃箇所毎に材質・広さ・用途等に応じた作業仕様・作業手順・作業時間

を設定するとともに、適切な資機材・薬品を使用し、日常・定期・特別清掃

を効率的に組み合わせて実施し、常に清潔な状態を保つよう努める。

3 日常清掃

管理区域にかかる箇所について日常的に清掃を行い、施設・備品・用具等

が常に清潔な状態に保たれるようにする。清掃回数等は、利用頻度や用途に

応じ清掃作業基準を設定し作業を実施する。また、消耗品については、常に

補充された状態にする6

利用後の簡易清掃は利用者に依頼し、その後の忘れ物等の点検・後片付け・

床清掃等を行い、次の利用者が気持ちよく利用できる状態を保つ。

イベント等興行の利用の場合、主催者・興行主にゴミ処理、簡易清掃等を

依頼する。

（1）競技部門

メインアリーナ・サブアリーナ・貸室（記者室、各控室、更衣室・シャ
〆三》

ワー室、選手控室、楽屋、浴室、脱衣所、洗面室主催者事務室）・観覧

席でその他

（2）スポーツ体力増進部門

体力測定室・トレーニング室（1） 。 （2） ・トレーニング室器具庫・幼児

体育室・更衣室・シャワー室・スタッフルーム

（~3）情報研究部門

スポーツ＆コミュニティコーナー・役員室・事務室・会議室・ミーティ

ングルーム・○Aルーム・文書保管室

（4）その他の部門

ア管理運営部門

ポートアリーナ事務室・研修室・控室・救護室・更衣室・給湯室・

スタッフルーム

イサービス部門．

作業員室・ゴミ置場・搬入□

ウ共通部門

エントランスホール・ホワイエ・EVホール他・階段・手摺等
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（5）外構部

エントランスホール入□・スロープ・外階段・貫通道路・バス駐車場・

自転車置場・その他外構

4定期清掃

日常清掃では実施しにくい箇所の清掃を確実に行うため、必要に応じて定

期清掃を実施する。

（1）石材類、 P系シートの洗浄及びワックスの塗布：年4回

（2）木床の乾拭き及びワヅクスの塗布:年4回
（3）カーぺットクリーニング：年1回

（4）出入□、通路マットの洗浄：月1回

5特別清掃

特別清掃は、外装ガラス。サッシ清掃、間仕切ガラス・サッシ清掃、防煙垂

れ壁清掃、柱ステンレス清掃、ミラー清掃、正面玄関内キャノピー上部清掃、

空調機給排気口清掃及びその他の作業で実施回数・作業項目は別に定める。

く

〃

へ

I

↓
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〆

清掃作業基準表

1 日常清掃（毎日）

（1）床面の清掃

ア床面の清掃は、 1日1回以上とする。ただし、エントランスホール、階段、廊下、

通路、エレベーター内は随時見回り、汚れている箇所は、清掃を行う。特に汚れの

激しい箇所は、洗剤を用いて拭き取る。雨の日等は見回り回数を増やし随時清掃を

行う。

イカーペット、マットは、掃除機を用いて吸塵し、シミ等の箇所は洗剤を用いて汚

れを除去する。

ウ P系シート等は、掃き掃除を行いモップで水拭きする。汚れの激しい箇所は、

洗剤を用いて汚れを除去する。
句

（2）出入口扉、窓の清掃

俟、その他特に汚れの激しい場合は、洗剤等を用いて洗浄するなど、適切な方法で

清掃を行うb

（3）備品、什器等の清掃（共用部）

ア備品、公衆電話、什器類は水拭き、又は洗剤を用いて手垢、汚れ、シミ等を水拭

き、乾拭きで除去する。

イ布地張りの椅子等は、険を除去し、汚れの激しい箇所は、洗剤を用いて汚れを除

去する。

（4）ゴミの処理

アゴミ箱の内容物を処理し、ゴミ箱の清掃を行う。

イ喫煙所の灰皿内の吸殻を処理し、灰皿の清掃を行い､吸殻の火気に十分注意を払

い、所定の場所に投棄する。

ウゴミ処理にあだっては､可燃物、不燃物、資源物（紙類・ペットボトル・ビン・

缶）等に分別収集し、所定の場所に適正に保管する。

（5）便所の清掃

ア床、間仕切り、扉の水拭きをし、汚れの激しい箇所は洗剤を用いて洗浄する。 ／

イ便器等の衛生陶器は、洗剤を用いて清掃し、除去できない汚れは、弱酸性洗剤を

用いて除去する。

ウ洗面台の清掃を行い､：鏡を磨く。

工 トイレットペーパー、石鹸の補給を行う。

オ蛇口等の金属部は、乾拭きする。

力生理用品入れ、ゴミ箱の清掃を行う。

（6）給湯室の清掃
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ア床を掃き掃除し、水拭きを行う。汚れの激しい箇所は洗剤を用いて拭く。

イ茶殻を処理し、容器を清掃する。

ウ流し台、給湯器及び周辺の清掃を行う。
1

（7）出入ロマット

出入□4通路のマットは、掃除機を用いて吸塵し、必要に応じて洗剤を用いて洗浄
する。

（8）植え込み内の清掃

紙屑等の収集並びに散水を行う。
L

（9）浴室の清掃

ア脱衣室内の床、ロッカー.等の水拭きをし、汚れの激しい箇所は洗剤を用いて洗浄
する。

イ 浴室内の床タイル、浴槽、洗い桶、腰掛け、壁面、鏡等は、洗剤を用いて洗浄し、
除去できない汚れは、弱酸性洗剤を用いて除去する。
ウ浴室の排水設備の排水□(溝）は、適宜清掃し、ゴミを除去する。

工洗面台の清掃を行いく鏡を磨く。

オ蛇口等の金属部は、乾拭きをする。

力‘ 浴室内、脱衣室内のゴミ箱の清掃を行う。 ‐

キ脱衣室の足拭きマット類・シャワーカーテンは､適宜洗浄等を行う。

ク月1回以上、脱衣室内・浴室内を材質等に応じて逆性石鹸、次亜塩素酸ナトリウ
ム液、クレゾール石鹸液等を用いて拭き、消毒すること。

2定期清掃

（1）石材、 P系シートの清掃

洗剤にて洗浄後ワックスを塗布する。

（2）木床の清掃

乾拭きを行い、必要に応じてワックスを塗布する。

／

シミの箇所は洗剤を用いて除去する。
（3）カーぺットの清掃

カーぺット用の洗剤を用いて洗浄する。

クリーニングは年1回とする。

（4）出入□、通路用マットの清掃

掃除機を用いて吸塵し、水洗いを行う。

3特別清掃
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（1）外装ガラスクリーニング（年6回）

適性洗剤及びスクイジーにて汚れを除去する。

（2）害虫駆除（年2回）

、 駐車場関係を除く全館を適正な駆除方式にて行う。また､実施前後の状況を調査し、

報告する。

（3）外装サッシ部分清掃（年1回）

適性洗剤にて汚れを除去し、水拭きまたは乾拭き仕上げをする。

高所作業のため、実施にあたっては、十分注意を払って行う。

（4）間仕切りガラス清掃（年1回）

ガラス用洗剤で汚れを取り除く。

（5）防煙垂れ壁清掃（年1回）

適性洗剤を用いて汚れを拭き取り水拭き仕上げをする。

（6）柱ステンレス清掃（年1回）

ステンクリーナーを用いて表面の汚れ除去とつや出しを行う。

（7）ミラー（ステン含む）清掃（年1回)‘

鏡はガラス用洗剤、ステンは専用洗剤にてそれぞれ汚れを取り除き、

き上げる。

タオル等で磨

（8）間仕切りサッシ清掃（年1回）

適性洗剤を用いて汚れを取り除く。

（9）正面玄関内キャノピー上部清掃（年1回）

適性洗剤にて汚れを除去し、水拭きまたは乾拭き仕上げをする。

(10)空調機給排気口清掃（年1回）

適性洗剤を用いて汚れを除去し、水拭きまたは乾拭き仕上げをする。

4その他

（1）サブアリーナ壁面中段の清掃（年2回）

′ 電動リフトを使用し、掃除機と雑巾でホコリと汚れを取り除く。

（2）植込み内の刈り込み（舂・秋）

伸び過ぎた枝葉を刈込鋏と剪定鋏で刈込みする（高木剪定年1回含む)。 今
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L

(3)U字溝及びマンホールの清掃

ゴミが溜まると水が溢れるため、適切な方法でゴミ、落葉などを除去する。

ガードレールの清掃 ・

モップと雑巾でホコリと汚れを除去する。

(4）

↑

。
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情報研究部門

ノ

その他部門（1）

』
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その他部門（2）

､

外構部

～､
特殊作業

1
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年 月 日 （ 曜日）

総括責任者
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施設長 職員
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年 月 日 （ 曜日）
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総括責任者
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施設長 職員
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環境衛生管理業務

1 「建築物における衛生的環境の確保に閨する法律（ビル管理法)」に基づき、
施設内の環境衛生管理を行う。

第7章

『

2業務の対象範囲 T

（1）環境衛生管理業務の対象範囲は、本施設における一般諸室、空調・給排水
設備等とする。

（2）清掃及びゴミ処理、害虫駆除清掃、水質検査業務を行う。

3環境衛生管理業務仕様

｢ビル管理法」に基づき、特定建築物（ビル管理法第2条）に定められてい
る本施設の建築物環境衛生管理技術者を選任し、千葉市特定建築物維持管理指
導要綱に従い、以下の業務を適切に行う。

（1）建築物環境衛生管理技術者の業務内容

ア維持管理計画等の作成

・ イ実施報告書、測定、検査等の記録書類関係の作成

ウ官公庁等の検査立会い

工関係部署との連絡調整

李

〆

（2）空気環境測定

測定を行う者は、建築物における環境衛生の確保に関する法律施行規則第
26条第2項に定める空気環境測定実施者とし､館内18ポイントを測定す
る。

空気環境測定場所

雨~F雨Fg
ア

測定箇所内訳

事務室1 、メインアリーナ2，サブアリーナ1 ，

エントランスホール1、 トレーニング室1，幼児体

育室1

71F

スポーツ＆コミュニティコーナー1 ， 2Fホワイエ

1、メインアリーナ通路1 ‐

観覧席4、事務室1 、 ﾐｰﾃｨｿゲルーム1，会議室1

32F

７
’
１
｜
侶

非
一
雪
一
詞

ゲロ篝エー+吾旧11禧盾日
イ
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項目名 環境条件 実施周期

浮遊粉塵の舅 空気1㎡に付き0.1.5mg/㎡以下
2か月に1回

一酸化炭素の

含有率

10ppm以下

ただし、外気中の濃度が高くこの値が保て
添いﾛ主|ゴヮnnnrn以下

2か月に1回



※注測定時期については、新築、増築、大規模の修繕、大規模の模様

替えの完了後、又は、新しい備品、家具等を配置した場合のみ測定

を実施し､当該建築物の使用を開始した時から直近の6月から9月

までの間とする。

）水質検査及び清掃点検業務

ア受水槽、貯湯タンクについて、特定建築物の水質検査基準（※15項目、

26項目）に従い、水質の検査・分析を実施する。

冷却塔及び冷却水について、特定建築物の水質検査基準に従い、冷房運

転開始後7日以内と運転期間内に各1回、レジオネラ属菌の検査を実施す

る。

イ水槽内の沈殿物質、浮遊物質及び壁面等の付言物質を除去し、また、水

槽周辺を清掃し、水槽への異物混入防止措置の点検等を実施する。

ウ水質検査測定場所

(3）

〉

《

』

／

※11項目”･一般細菌・大腸菌群・亜硝酸態窒素・硝酸性窒素及び亜硝酸

性窒素・塩化物イオン・有機物・ph値・味・臭気・色度6濁

度

※28項目…上記項目及び鉛及びその化合物・シアン化物イオン及び塩化

シアン・塩素酸・クロロ酢酸・クロロホルム・ジグロロ酢酸・

ジブロモクロロメタン‘・臭素酸・総トリハロメタン・トリクロ

ロ酢酸・プロモジクロロメタン・ブロモホルム・ホルムアルデ

ヒド．亜鉛及びその化合物・鉄及びその化合物・銅及びその化

L
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炭酸ガスの含

有率
1000ppm以下 2か月に1回

温度

（1） 17度以上28度以下

（2）居室における温度を外気温より低く

する場合は、その差を著しくしないこと

2か月に1回

湿度 ． 40%以上70%以下 2か月に1回

気流 0.5m/s以下 2か月に1回

ホルムアルデ

ヒドの臺
空気1術に付き0.1mg以下 1

※注

名 称 検査項目数 測定回数

受水槽一
11項目

28項目

年1回

年1回

貯湯タンク
11項目

28項目

年1回

年1回

冷却塔（冷却水）

楽屋浴宰
レジオネラ属菌

年2回

年1回

雑用水 大腸菌・濁度 年6回

簡易専用水道 残留塩素・大腸菌・濁度 年1回



合物・蒸留残留物

工各水槽清掃点検場所 一

吟

（4）害虫防除業務

ア害虫防除業害虫防除業務は、害虫の防除、駆除を行って清潔な環境を作り、精神的、

社会的にも良好な状態を維持することを目的とし、ネズミやゴキブリの発

生場所､生息場所及び侵入経路並びに被害状況について､6月ごとに1回､
く ‐

定期的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき害虫等の発生を防止する

ための業務を行う。

i イ防除作業を実施するにあたり、環境衛生技術者の指示に従い、一般利用

者への告知〈表示等によって実施について知らせ、安全について協力を要

請する。

ウ作業中、安全に常に留意し、確認を行う。 、

工害虫等の発生状況は設備巡回点検時においても注意を払い、その痕跡が

認められる場合は、早急に駆除等の対応を図る。

（5）煤煙測定業務

ア煤煙測定業務は、大気汚染防止法に基づく排出規制の基準を満たしてい

るか否かを判断することを目的として実施する。

イ煤煙測定は､大気汚染防止法施行規則第15条により､年2回実施する。

なお、測定結果は3年間保存する。

ウ対象設備

（ア）冷温水発生機 8台(400USRT冷温水発生機）
[210USRT冷温水発生機）
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名称 個数． 作業回数

受水槽 1 年1回

貯湯タンク 1 年1回

補助高架水槽 1 年1回

汚水槽 2
4
年2回

≦湧水槽 3 年1回
P

機械室排水槽 1 年2回

雨水排水槽 1 年2回

排水槽 1 年2回

雑用水槽 1 年2回

雑用水槽副受水槽 1 年2回

雨水流入槽 1 年1回

雨水沈砂槽 1
式

年1回

雨水貯水槽 1 年1回

･ガソリントラップ ‘12 年1回



(400USRT(2)冷温水発生機）

(イ）ガス焚き給湯ボイラー 1台(B-1給湯ボイラー）

（6）ゴミ処理について

ァ一般廃棄物処理
q

､

イ産業廃棄物処理

産業廃棄物は、運搬するまで産業廃棄物保管基準に基づき適正に保管し、

県・市に登録された収集運搬業者に収集・運搬を委託し、産業廃棄物処理

基準に基づき処分・再生を行う。

夕

（7）特定建築物維持管理年度計画書（報告害）

市特定建築物維持管理指導要綱第13条第1項の基づき、年度計画書を作

成し、保管する。

維持管理年度計画書…別紙参照

３

第4編－64－

種 別 保管方法 処理方法 回収頻度

可燃物

(生ゴミ、紙屑等）
500剛容器 委託収集

､

3／週．

資源物（紙類）
□一ルコンビテナ

ー

委託収集 随時

資源物

(ペットボトル）
500剛容器 委託収集 随時

毛一

資源物（空ビン） 500剛容器 委託収集 随時

資源物（空缶） 500剛容器〆 委託収集 随時 ．



ノ

空気調和設備維持管理計画表

実施
回数
(回／年）

該当
一の

有無

2月 ’ 3月10月9月8月7月6月5月4月作業内容

⑤
空気環境測定 6

無

③空気環境測定
機器の較正

1

無

⑤
Ｌ

12

無

P

’⑤
12

無

③ 12

(整備2）
無

⑤ 12

(整備2）
無

有
2

無

③ 恥

12

無

＄

12

(清掃3）
冷却塔の
点検･整備･清掃

グｸﾄ類､配管類
の点検

排水受げの点検 12

冷却塔冷却水の
ﾚジｵﾈﾗ属菌検査

備考

(注） 「該当の有無｣は､どちらかに○を付けること。

実施月欄に○を付けること。

作業内容は各建築物に応じた項目とすること。

空気環境測定は2カ月以内ごとに1回行うこと。

第4編-65-



給排水設備維持管理計画表

(注） 「該当の有無｣は､どちらかに○を付けること。

・ 実施月欄に○を付けること。

作業内容は各建築物に応じた項目とすること口

飲用水水質検査は､水道事業体から受水の場合15項目(15)･10項目(10)･ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ等(ﾄ)を、

地下水等のこれ以外の水使用の場合､50項目(50)･10項目(10)･ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ等(ﾄ)･8項目(8)を欄に記載すること。

飲用貯水槽及び貯湯槽の清掃は1年以内ごとに1回行うこと。

飲用水水質検査の内､ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ等は6月から9月の間に1回行うこと。

汚水槽･雑排水槽の清掃は6カ月以内ごとに1回行うこと。

ダﾘｽﾄﾗﾂブの清掃は、日常清掃の他に大掃除を行う場合は実施月欄に○を付けること。
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作業内容
藷
の
課

実施
回数
(回／年）

4月 5月 6月 7月 8月 9月
｡

10月 11月 12月 1月 2月 3月

給
水
設
備

飲用貯水槽(受水槽）
の清掃

飲用水水質検査

給湯水水質検査
(中央管理式のみ）

貯湯槽の清掃
(中央管理式のみ）

簡易専用水道
法定検査

ポンプ類･配管類
の点検

雑用水副受水槽の
清掃

楽屋浴室
レジオネラ属菌検査

⑦
遮
⑦
無

⑥
無

③
盤
⑦
ｉ
③
ｉ
⑥
ｉ
⑦
無

1

2

2

1

1

12

2

1

排
水
設
備

汚水槽の清掃

雑排水槽の清掃

ポンプ類･配管類
の点検

湧水槽の清掃
L,

ガソリントラップの

清掃

⑤
無

⑦
無

⑦
無

⑦
無

⑥
無

2

2

12

1

1

雑
用
水

雑用水水質検査
(雨水）

雑用水槽の清掃
(雨水）

③
無

⑥
無

6

2

備考



清掃実施計画表

実施
回数
(回／年）

2月 ’ 3月10月7月 ’ 8月 ’ 9月4月 ’ 5月作業内容

全館清掃（ ） 2

4定期清掃(床面ﾜｯｸｽ）

6

1
、

1

備考
、

阿百荘爾蕩蔀両丙E羅颪~需天~照明器具等記入､委託清掃の場合は仕様書を添付すること。
実施月欄に○を付けること。

全館清掃は6カ月以内ごとに1回行うこと。

《＄

一般廃棄物処理計画表

》
一
癖
一
鑑

処理方法

委託収集

保管方法

500脇容器

ロールコンビテナー

種 別

可燃物(生ゴﾐ､紙屑等）

資源物(紙類）

産業廃棄物処理計画表

回収頻度処理方法別種

(注）保管方法は､コンテナ､ビニール袋､ポリバケツ等記載すること。
処理方法は､委託収集､真空輸送､自己焼却等記載すること。

種別は記載例を参考に､各建築物に応じた項目とすること6
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ねずみ･こん虫等駆除及び生息調査実施計画表

上段:駆 除

下段:生息調査

(注）調査場所の用途は客建築物に応じた項目とすること。

調査対象（ ）内にゴキブリ､蚊､ハエ､ダニ等記載。

駆除実施月に◎､生息調査実施月に○を付けること。

全館の統一的調査は6カ月以内ごとに1回行うこと。

厨房等の食料を扱う区域･排水槽阻集器及びは廃棄物の保管施設の周辺等の調査は､2カ月以内ごとに1回行うこと。
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駆除場所
の用途

駆除対象
実施

回数

(回／年）
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

全館

ねずみ

衛生害虫
(ゴキブリ･ダニ）

衛生害虫
(蚊･ハエ）

2

4

2

4

2

4

ねずみ

衛生害虫
（ ）

衛生害虫
（ ）

ねずみ

衛生害虫
（ ）

衛生害虫
（ ）

ねずみ

衛生害虫
（ ）

衛生害虫
（ ）

備考
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保安薑備業務

1 基本的な考え方

（1）施設長を防火．防災管理者として選任し、責任体制を明確にする。
（2）管轄の薑察署（交番を含む）・消防署、近隣の医療機関等と協力・連携を図
り、迅速な対応をする。

（3）「薑備業法」「消防法」「労働安全衛生法」等の関係法令を遵守し、24時間
365日、外部委託により常駐の薑備員を配置するとともに併せて機械薑備を
行う。

業務実施前に、 「薑備巡回計画書」「巡回薑備報告書」の提出を義務づけ、
内容と対応方法の確認を行う。

（4）緊急事態発生時には、 「危機管理マニュアル事故対応編」に従い、速やか
に利用者安全確保の1次対応を図るとともに、速やかに事務局へ報告し、状
況に応じて関係機関へ連絡する。

（5）イベント・その他興行等の開催における来場者・自動車等の誘導、薑備は
．原則として、主催者。興行主の責任で実施することとし、職員による巡回等
の協力を行う。 ． 、

〔

第8章

2業務の対象範囲

本施設の建築物内部、敷地内

3薑備仕様

（1）施設開館時間内

ア職員等による保安薑備業務

（ア）定期巡回による異常事態（盗難・火災及び不法侵入等）の防止、早期
発見に努める。

イ常駐薑備業務

（ア）定位置業務

a本施設の入退場者の管理業務

b鍵の受渡し、保管・記録業務

c 不審者の発見・侵入阻止、不審物の早期発見
． 来館者の対応

e 遣失物管理

f 急病人対応

g異常事態･事故発生時等の緊急時対応業務
、郷【言1雲ｲ拮拳窪

（ 王
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細密巡回 ワロ害閤戸ﾉｰ|辰ポンプ室、電気・機械室等全館全至の巡回

重点巡回 状況に応じて、

ユニテイ

メインアリーナ、正面玄関、スホーツ＆-｣＝

コーナー等の重点指定箇所の巡回

イアロ寺1)1R冬I式‐ ク階人工地盤上及びスポーツ＆コミユニテイ



a来客者への丁寧な応対と職員への取次ぎ案内

b 閉場時に利用者の館外案内及び誘導

c 開閉館時間に応じた、施設の施錠・開錠業務

． 各所の火災、盗難、いたずら行為等予防点検

e 各所の消灯確認

f 不審者の発見・侵入阻止

9ガス漏れ、水漏れ、雨漏り、浸水等確認

h 職員からの指示により、非常□を確保するための開錠・施錠業務

(ウ）機械薑備

a開館時間前の機械薑備アラーム解除、閉館時間後のアラーム設定

b 煙感知・火災感知・不法侵入感知機能の機械薑備を設置する。

c 異常情報を機械薑備管制室（24時間体制）において受信した場合

は、常駐薑備員に電話連絡し、現場確認を依頼する。

電話不通時には、緊急要員を急行させ、常駐薑備員と異常事態の確

認協力を行い、状況に応じて施設長及び関係機関ヘ連絡する。
d委託業者へ異常事態確認のための「事態確認記録簿」の提出を義務

づける。

e 薑報機器が常に作動できるよう、機械薑備委託業者による点検を適

． 宜行い、 「点検結果報告」の提出を義務づける。

（2）施設開館時間外

ア通常開館日

（ア）館内、外周点検

（イ） 「薑備日誌」等を施設長へ毎日提出、必要事項の報告の義務付け

（ウ）夜間電話受付業務の内容記載と職員への引継ぎ

（工）職員退館後の巡回薑備、モニター画面・防災設備監視盤・薑備監視盤、
自動放水銃監視盤等による監視

（オ）異常事態の早期発見、機械薑備システム管制室との連携、事故発生の

被害拡大防止に努め、状況に応じて施設長、ポートスクエア中央防災セ
ンター（直通非常電話）及び関係機関へ連絡

イ年末年始及び臨時休館

（ア）事前申し出のある者についての入館許可､鍵の授受・保管管理

（イ）館内、外周点検

． （ウ）異常事態の早期発見、事故発生の被害拡大防止に努め、状況に応じて

施設長及び関係機関へ連絡

（工）電話受付及び郵便物の収受、職員への引継ぎ
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コーナー付近の最重点箇所の巡回

外周巡回

a

機械薑備アラームセット後、人工地盤上、大型バス駐車場、

鬘通路等の巡回



〆

薑備エリア

第1編添付資料「管理区域図面」参照

4

や

、

）
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〉

警備日誌

鑿備対象施設:千葉ポートアリーナ Nb.1
１
１

』
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施設長 職員 作成者

報告年月日 年月 日 （ ） ： ～ 年月 日 （ ） ： 天候

本日の勤務重点

警備士氏名 勤務区分 勤務時間 配置人数

1 当務 ・ 夜勤 ： ～ ： 当務 名

2 当務 ・ 夜勤 ： へざ ： 夜勤 名

， 3 当務 。 夜勤 ： へ' ： 総員 名

勤務中の主な取扱事項 ．

取扱時間 取扱の場所 内容及び状況・報告等 ．

■
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■
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メインアリーナ・サブアリーナ維持管理業務

1 対象施設

メインアリーナ 2,730.OrTf

． サブアリーナ 769．6㎡

第9章

2アリーナの維持管理仕様

（1）各維持管理業務に基づいて実施する。 （建築物・建築設備・備品・清掃・保

安薑備等）

（2）新型コロナウイルス感染症対策

感染防止対策（マスク善用・手指消毒・備品の消毒、アクリルパーテーショ

ン設置、非接触型体温計での検温等）を講じるとともに「市コロナ追跡サー

ビス」を運用するなどの対策を講じる。

（3）新規に利用計画がなされた場合には､'その時期・内容に照らし合わせ、追

加作業が必要の場合には、別途協議のうえ決定する。

3実施作業

日常作業は、原則として利用のない時間帯にて行う。管理上やむを得ず作業

を行う場合は、利用者の妨げにならないよう注意して実施する。

（1）建築物・建築設備維持管理業務での重点項目

へ

第4編－74－

アリーナ床
随時点検

適宜

傷、ゆがみ、加重による鳴き・きしみ、ラ
イン塗装剥れ等

フローリングモップがけ

観客席・手摺り 随時点検
ネジのはずれ、形状のゆがみ、破損、基礎
(コンクリート）の劣化等

大型映像装置設備

音響設備
2回／年 専門業者による保寄点検

照明設備 点灯時点検 球切れ、照度格差等 ,

舞台照明設備 2回／年 専門業者による保守点検

移動観覧席 1回／年 専門業者による保守点検

舞台機構設備 4回／年 専門業者による保守点検

貸出備品(用具）

随時点検

適宜

情報収集

動作確認、形状ゆがみ、注油、部品交換、

ボルト緩み等

競技（スポーツ）備品については、ルール

改正等が頻繁に行われることから、各競技

団体の情報を収集し、備品の更新等につい

て市と協議する

消防用設備
1回／月

2回／年

消火器の適正位置、避難通路障害物確認、

誘導灯球切れ等

消防法に基づく機器点検・総合点検

自動放水銃設備 2回／年 消防法に基づく機器点検・総合点検



トレーニング室(1)維持管理業務

1 対象施設

トレーニング室(1） 259．2㎡

トレーニング機器 33機種40台

第10=

2 トレーニング室(1)の維持管理仕様

（1）各維持管理業務に基づいて実施する。 （建築物・建築設備・備品・清掃・

保安薑備等）

（2）新型コロナウイルス感染症対策

感染防止対策（マスク善用・手指消毒・備品の消毒、アクリルパーテーシ

ョン設置、非接触型体温計での検温等）を講じるとともに「市コロナ追跡

サービス」を運用するなどの対策を講じる｡

（3）新規に利用計画がなされた場合には、その時期･内容に照らし合わせ、
追加作業が必要の場合には、別途協議のうえ決定するb

／

3実施作業

一 日常作業は、原則として利用のない時間帯にて行う。管理上やむを得ず作

業を行う場合は、利用者の妨げにならないよう注意して実施する6
管理業務での菫宗

第4編－75－

床（カーペツト）

随時点検

適宜

剥れ、磨耗状況確認

バキューム清掃及びシミ等汚れ具合に
より、適性洗剤を併用し、拭き取り

トレーニング機器
毎日

2回／年

常駐トレーナーによる可動点検及び簡
易清掃

ワイヤ'－損|舅、注油、部品交換、ボルト
緩み等

専門業者による保守点検

照明設備 点灯時点検 球切れ、照度格差等 1 ■



トレーニング室(2)維持管理業務

1 対象施設

トレーニング室(2) 116.Orrf

第11章

2 トレーニング室（2）の維持管理仕様

（1）各維持管理業務に基づいて実施する。 （建築物・建築設備・清掃・保安薑

備等)

（2）新型コロナウイルス感染症対策 ，

感染防止対策（マスク善用・手指消毒・備品の消毒、アクリルパーテーシ

ョン設置、非接触型体温計での検温等）を講じるとともに「市コロナ追跡

サービス」を運用するなどの対策を講じる。

（3）新規に利用計画がなされた場合には、その時期。内容に照らし合わせ、

追加作業が必要の場合には、別途協議のうえ決定する。

3実施作業

日常作業は、原則として利用のない時間帯にて行う。管理上やむを得ず作

業を行う場合は、利用者の妨げにならないよう注意して実施する。

（1）建築物・建築設備維持管理業務での重点項目

~I

〆

｡

『

第4編－76－

アリーブァ床
随時点検

適宜

傷、ゆがみ、加重による鳴き・きしみ等

フローリングモップがけ

手摺り 随時点検、
ネジのはずれ、形状のゆがみ、破損、基礎（．
ンクリート）の劣化等

照明設備 点灯時点検 球切れ、照度格差等

放送設備 随時点検 スピーカーの音質状況等、確認

鏡（壁面） 適宜 亀裂、破損箇所の有無確認



体力測定室維持管理業務

1 対象施設

体ガ測定室 134．4㎡

第12章

2体力測定室の維持管理仕様

（1）各維持管理業務に基づいて実施する。 （建築物･建築設備・備品･清掃。
、 保安篝備等）

（2）新型コロナウイルス感染症対策

感染防止対策（マスク善用・手指消毒･備品の消毒、アクリルパーテーシ
ョン設置、非接触型体温計での検温等）を講じるとともに「市コロナ追跡
サービス」を運用するなどの対策を講じる。

（3）新規に利用計画がなされた場合には、その時期。内容に照らし合わせ、
追加作業が必要の場合には、別途協議のうえ決定する。

､

3実施作業

日常作業は､原則として利用のない時間帯にて行う。管理上やむを得ず作
業を行う場合は、利用者の妨げにならないよう注意して実施する。
（

‘
ｊ
Ｊ
〉
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床（カーぺット）

随時点検

適宜

剥れ、磨耗状況確認
1

バキュ－ム清掃及びシミ等汚れ具合に
より、適性洗剤を併用し、拭き取り

体力測定機器
随時点検

． 1回／年

常駐トレーナーによる可動点検及び簡
易清掃

ワイヤー損傷、部品交換、ボルト緩み等

専門業者による保守点検

照明設備 点灯時点検 球切れ、照度格差等 ，



附帯施設維持管理業務

1 対象施設

控室（1） (2) (3) （4）

選手控室（男） （女）

主催者事務室

監視室

楽 屋

研修室

第13章 I
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2附帯施設の維持管理仕様

（1）各維持管理業務に基づいて実施する。 （建築物・建築設備・清掃・保安薑

備等）

（2）新型コロナウイルス感染症対策

感染防止対策（マスク善用・手指消毒・備品の消毒等）を講じるとともに

「市コロナ追跡サービス」を運用するなどの対策を講じる。

（3）新規に利用計画がなされた場合には、その時期・内容に照らし合わせ、

追加作業が必要の場合には、別途協議のうえ決定する。

3実施作業

日常作業は、原則として利用のない時間帯にて行う。管理上やむを得ず作

業を行う場合は、利用者の妨げにならないよう注意して実施する。

（1）建築物・建築設備維持管理業務での重点項目

第4編-78－

床（カーぺット）

随時点検

適宜

,剥れ、磨耗状況確認

バキューム清掃及びシミ等汚れ具合によ

り、適性洗剤を併用し、拭き取り。

床(P系シート） 適宜

掃き掃除を行いモップで水拭きする。

汚れの激しい箇所は、洗剤を用いて汚れ

を除去する。

楽屋・浴宰 適宜
頻繁に使用されることがないことから、適
宜、水道を使用し、赤水を防ぐ。

壁・扉 適時点検 劣化状況、衝突傷、扉開閉動作点検

照明設備 点灯時点検 球切れ、照度格差等



共有施設維持管理業務

1 ．対象施設

幼児体育室 ，

更衣室・シャワー室・トイ.レ

エントランスホール

市民ホール

ホワイエ

第14章

70．8㎡

2共有施設の維持管理仕様

（1）各維持管理業務に基づいて実施する。 （建築物・建築設備・清掃・保安薑
備等）

（2）新型コロナウイルス感染症対策

感染防止対策（マスク善用・手指消毒・備品の消毒等）を講じるとともに

「市コロナ追跡サービス」を運用するなどの対策を講じる。

（3）新規に利用計画がなされた場合には、その時期・内容に照らし合わせ、

追加作業が必要の場合には、別途協議のうえ決定する。 ．

3実施作業 へ

日常作業は、原則として利用のない時間帯にて行う。管理上やむを得ず作

業を行う場合は、利用者の妨げにならないよう注意して実施する。_『

(1

I

ﾚ

ノ
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床(塩ビシート）

随時点検

毎日

剥れ、磨耗状況確認

バキューム清掃、床面の土砂等の除去。
I

必要に応じ、モップによるウエット拭き。

磁器タイル 毎日

自在ぽうき又は掃除機を用いて、床面の土
砂等を除去。

汚れ具合により、水を流しポリッシャー又
はブラシにて洗浄。

遊具（プレイク

ツション等）
毎日 剥れ、磨耗状況確認

手摺り 随時点検 ネジはずれ、形状のゆがみ、破損等確認

更衣室・シヤワ

－室・ トイ､し
、
ノ

毎日
日常清掃、水漏れ確認、部品交換、
トイレットペーパー等の補充

石鹸水。



光熱水費等の支払事務代行

1 業務仕様

本施設、行政財産目的外使用許可部分（自動販売機、当協会、案内塔、感

震器・ヒーター・携帯電話基地局設備他）及び地下駐車場の光熱水費等の支

払事務を代行する。

なお、自動販売機、案内塔における光熱水費等については、子メーター等

にて毎月の使用臺を集計し、光熱水費の使用料を使用者へ請求する。

また、地下駐車場については市（都心整備課）に報告する。

第15章

2光熱水費の請求項目

）

3光熱水費の報告項目

ノ

第4編-80-

許可物件 電気使用者 ．

自動販売機（7台）

コカ。．
／
一ラボトラーズジャパン株式会社（3台）

大蔵屋商事株式会社（2台）

ダイドービバレッジサービス株式会社（2台）

案内塔（2．4㎡） 三菱UFJ信託銀行株式会社

感震器（18.3㎡）
I ．

ヒーター等

､

東京ガス株式会社干葉導管ネットワークセンター

携帯電話基地局設備 KDDI株式会社

許可物件 許可受者 メーター報告先

地下駐車場
三菱UFJ信託銀行株式

会社 ヰ

市（都心整備課）



、

第16章修繕実施計画・

‐ 1 業務仕様：

（1）建築物、建築設備、備品について、正常に機能しない場合、または正常
に機能しない恐れがある場合は、適切な方法により応急の対応を取るとと
もに、市へ報告するものとし、修繕が必要とされる不具合については、市
と協議のうえ方策を検討し、適切に措置する。

（2）随時d突発的に発生した修繕については、利用者に影響がないように修
繕を行い、その内容を市へ報告する6

（3）「協会保全マニュアル」に定められた優先度に従い､･安全第一に迅速に
対応する。

修繕実施に際しての優先順位

①利用者に危険を及ぼす恐れがある場合

②競技を行う上で支障がある場合

⑧上記以外に支障がある場合

（4）修繕に際しては、利用者への影響を最小限にするとともに、休館日等の
利用制限を設ける場合は、あらかじめ市と協議のうえ、市民等への周知徹
底を図る。

（5）修繕実施中は、危険箇所に立ち入ることができないよう、安全柵等を設
置するなど、安全管理を徹底する。 ‐

（6）修繕を実施した場合は、月事業報告書において報告する。

へ

， ,＝ lE

､
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施設種別 修繕名 内 容 等

施設全体 消防設備修繕

消防設備点検指摘事項箇所対応及び経年劣化による破

損。故障個所の修繕
、

施設全体 トレーニング器具修繕 劣化及び破損箇所部品交換

施設全体 給排水衛生設備 ポンプ 、 モーター、配管等劣化及び破損箇所部品交換

施設全体
空調設備修繕

(パッケージ型含）

ﾛ

1

自動制御装置・空調用モーター等劣化部品交換

施設全体
筈所卜H入口扉・窓ガラス

修繕
破損箇所修理・機能不全箇所部品交換、 育て付け調整

施設全体
貸出備品修繕 競技用品破損箇所修理及び劣化部品交換

施設全体

P

施設内天井材・内装'・床

材。アリーナ床・床下．

外構修繕

破損及び劣化箇所の修繕

I f

施設全体

電気設備修繕 施設内・外照明設備、施設内各所電源、コンセント設備

の不具合箇所部品交換



*管理保全計画書で提案した案件の実施方針について、事業計画書提出

前に市と協議を行い、指定管理者が行う修繕計画との整合を図る。

3修繕完了の対応

（1）機器等の変更時には、変更箇所に実施年月を直接記入するか、またはテ

ープ、札等に記載し貼付する。

（2）配管サイズ、ルートを変更した場合は、保守図面に朱書きで記載する。

＃
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保険への加入

1 基本方針

第三者への賠償にあたり、本施設の管理運営上における事故や、周辺住民
等への損害に対する責任は、指定管理者にあることを念頭に置き、未然に事
故を防止するよう施設保全に努める。

また、万が一第三者に対じ損害を与えてしまった場合に、被害者に対し、
十分な補{賞を行うため、施設賠償責任保険に加入し対応する。

第17章

杓、乱ノロロ全ハモ舌米百
2

〆

、

『』

1

ノ

第4編-83－

保険名称 補償内容 対 象

指定管理者賠償責任保険 対人賠償1名につき5億円。

対物賠償1事故につき5億円
本施設

情報漏洩時対応保険

,I

1事故につき最大3億円
本施設保有個

人情報

レクリエーション保険

死亡。後遣症2百万円

円
円
千
千
３
１

う
う
日
・
日

０
０
８
９

．
へ
．
－

１
１ｔ

額
額
日
日
院
院
入
通

自主事業参加

者



委託事務実施計画

1 基本方針

法令等で有資格者の配置が義務付けられた、当協会職員では対応が困難な

業務や特殊な技術を要する業務については、一部外部委託を導入する。

業務の停滞・混乱を防ぐため、委託業者には従事者名簿、連絡網、業務範

囲、責任分担等を明確にし、業務にあたるものとする。

また、業者選定については「管理運営の基準」に従い、市内業者を積極的

に登用するとともに、委託契約業者については市へ報告する。

第18章

2、外部委託業務

別紙、委託業務一覧参照

なお、一覧にない業務について、外部委託の必要が生じた場合は、市に承

認を得るものとする。

3バックアップ体制・方策

外部委託業者の選定にあたっては、指定期間中、業務を継続して履行する

ことが可能かどうかを重視し、委託先業者の経営状況や業務体制について随

時モニタリングを行うなど、 リスクの早期発見に努め、代替事業者の手当等

のバックアップ体制を行う。

なお、代替事業者への業務の引継ぎにあたっては、引継ぎ業務の停滞等に

用者サービスの低下につながらないよう、指導・調整を図る。よる利

竜

I

第4編－84－
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施 設 名 委 託 契 約， 名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

千葉ポートアリーナ

1

堂物管理清掃業務委託
■■■■■■■■■■■早■■■■■■■■■■■●■■■■■●■■■■p■■■■■､■■■■■■■■■P■●■■■■■■■■■■■■■､■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

､レーニング室及び体力測定室指導管理業務委託
□■｡■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■●毎■■■｡■p■■■■｡■■■■●■■■■■■■■■■つ■■■■■■■■●■■■■■■■■■■■p■■■■■■■■■■の

豊械警備業務委託 一
■■■■■■■●■串甸■■■■■■■■■■｡■e■●■■わ●■｡●■■■■■■■■■■■■■■■■■■缶■缶G■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■●■

常駐警備業務委託
■■■■■①■■■■■●■■■■■■■■■■■■■■｡■■■■｡q■■

戸

■●ご■■■■■■■■■■■■■■■■■■■●■■■■■■■■■毎●■■■■■■■■■■■､■■■■■■■

一般廃棄物処理業務委託
由●■■■■■■■■■■■■●■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■P■F■●■e巳■■■■■■■■■■■■■写pp■■■｡●■■■■■■■ゆ■■■■■■｡■■■■

夏合機保守点検業務委託
Ⅱ■■■■唾■●■■■■■■■■■■句■●●■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B●●■■■■■■■■■｡●■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■岳●■■ﾛ

昂降機設備保守点検業務委託
ﾛ■■■■■■■■■■■｡■■■■｡■■■■■■■■□■■■■■■■■●■■■■■■■､■■■■●●e■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■●■■I

ﾖ動ドア保守点検業務委託
■■●■■■■●■pq■■■■■■■■■■■●■●■■■■■●●●■■■■■■■■■■■■p■■■■■□■●■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■P●■■■■■■■■■■■■Ⅱ

､レーニング器具等保守点検業務委託
■■■●pあめ●口■■■■■■■■■■P■■■｡■q毎a■■■■■■■■●■■■■p■■■■■■■■■■■各■■■■■■■■■q■■■■｡｡■■■■■□■■■■■p■申■■■■

本力測定機器保守点検業務委託
■⑧■■■■■句■■■■■■F■凸●■●｡■p■■■■■■｡■■■■■■■■■■■■■■⑥■■■■■■G■■■■■■■■■■■■■

隆台機構設備保守点検業務委託

■｡■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■●■■■●■■■■■■■■■■■■p■■､■■■■■■■■■■■●■■■■■●■■■■■■■■■■■■●■■■■■■■■■■■■■■■■■Q■■■■■■由■■●■■■■■■■

受変電設備等保守点検業務委託
■■●p■■■■■■｡■■■■■●ワザ■■■●■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■｡■■■■■■■■｡■■■■■■■■□■■■●●●■■■■■■●■｡■■■■■■｡■■

消防用設備保守点検等業務委託
■■●句■■■■■■■｡■■■●｡●わ■■■■■●●■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■●■■■■■■■■■■■●■■■毎■■■■■■■■G■■■●■凸■■●■■■

自動放水銃設備保守点検業務委託
.….….…….…….………………………･;…………･････…･･･…･…･…･・

大型映像装置等保守点検業務委託
､■■■p⑧■■■■■■■■■■■■■■骨■■｡■■｡■■⑧■■■●■■、■●●●■●■■■■■■■■■■■■■■旬■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

移動観覧席保守点検業務委託
､■句■□■■■●■■■■■■●｡●■■■■■■■■■■●■■■■p■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■｡■■■■巴■■■■■■■■■■■｡■■Fbﾛ

設備時計･得点表示装置保守点検業務委託・
■■■■■■■■■■■■寺■■■旬｡■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■●■■■●■｡■q■■■■■■■■■｡■■■p■■■■■■●●9台■■■■■■■I

舞台照明設備保守点検業務委託
■､■■■■■■■■■■■■■●■■●■pF■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■口■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■谷■■■■■■■■■■■■■■■■■■

電気給湯設備保守点検業務委託
■■■■■■■■■■●■■■■■■■■■■■■■日一■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■p■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■●■■

産業廃棄物処理業務委託 ．
■■■■■■■■■■■■■■■■■BG■●■■■●■●■■■■■■■■■■且■●■■■■■■p■■■■■■●●■■巳■■■■■■■■■■●■■■■■■守｡■●●■■●■■ゆ■■

建築基準法に基づく建築設備定期検査業務委託
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業務委託契約一覧 （ 年月日現在）I

と
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施 設 名 委 託 契 約 名 委託先業者名 業者所在地 所在地区分 落札金額

千葉ポートアリーナ

建物管理清掃業務委託

トレーニング室及び体力測定室指導管理業務委託

機械警備業務委託

常駐警備業務委託

一般廃棄物処理業務委託

複合機保守点検業務委託
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■､■■■■■■■■■＄■｡■■■■■■G■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■●■■■■■■■●

昇降機設備保守点検業務委託

自動ドア保守点検業務委託

トレーニング器具等保守点検業務委託

体力測定機器保守点検業務委託

舞台機構設備保守点検業務委託

受変電設備等保守点検業務委託

消防用設備保守点検等業務委託
一

自動放水銃設備保守点検業務委託

大型映像装置等保守点検業務委託

移動観覧席保守点検業務委託
■■■■■■■■■■■■｡■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■口■■■■■■■■■■■■■■■■■■p■■■■■■●■■■■■■■■■■■■■■■■■■■｡②■■■■■■ﾛ

設備時計･得点表示装置保守点検業務委託
■甲｡■■●■■■■■｡■■■■■■■■■■■■q■b■●p●■巳■■■■■■■■■■■句■■■●■口包■■■■■■●■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■●■■●■■｡■■■q

舞台照明設備保守点検業務委託
■■■■■■■b■＆●■■｡■■a■■F■■■｡●缶■p■■｡■■■■■■■■■■■｡■■■■■｡p■■■■■■｡■■■ぜ■句■p■■■■■■■■■■■■■■■a●■■■■■■■ﾛ

電気給湯設備保守点検業務委託
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■、■■

産業廃棄物処理業務委託

●●■け■｡■■■■■■■■■■巳■■■■■

●

p■p■■■■■■■■■■●■■■■■■■■⑧｡｡■■■■■■■■■■■■｡■■ロp■■■■F■■■■p■岫■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■白■町■■■■p■■■■■■■■

建築基準法に基づく建築設備定期検査業務委託

ﾉ

■■■■■■■■■■■句■■■■■■■■■■■Q■■■■■■■■■■■■■■■句④■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

B■■■■■■●■■■■■■■■■■■■■■■■は｡｡●■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■p■p■■■■■■●9

､
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■■■●■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ゆ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■｡■■■■■■■■■■■■■■
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■■■■■■■■■の■｡■■■■■｡■■■■■■●■■■FP■■■■■■■■■■■■■●■■■■■●l

■■■■■■■■■■■■F■■■p■F■■■■■■■■■■■■■●■■b句■■■■■町■■旬■■早■Ⅱ

､■■■■■■■■■■■■■■■●貯｡■●■■■■■□■■■■■■■■■■■■■■p■Q■■■■■■｡

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ﾛ

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■｡■⑧旬■■■■■■■■■●■■■■■■■｡■■■■

､■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■｡⑧■合■■■■■■■宙■■■■■■■■■■■■■■■■■

､■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■伊■●官■□□■■□■■■■■■■■■■■■■骨■■■■U

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■pF■■■■■■■｡■■■■旬■■■①■■■■■■■

■●■■■■■■■■■■■■■■p■■■p■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■p■■■p■■■
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自主事業計画

基本方針

1 当協会は、市民の誰もが｢いつでも、どこでも､いつまでも」をテーマに､、

全市的な視点でのスポーツ振興及び施策推進のため、本施設の存在を多くの市

民に知っていただき集客増につながる自主事業を行う。

第5編 〆

第1章

2市民ニーズに応え、質の高いサービスの提供を目指し、事業内容について市

民からの要望があった場合は、内容見直しについて検討し、対応する｡

3 ，市民スポーツの拠点施設として「スポーツの振興及び文化の向上」を図るた

め、市民の「観るスポーツ・するスポーツ」のニーズに対応した誘致活動は重

要であると考え、誘致活動を強化する。

、

4地元プロスポーツチームヘ講師を依頼し、自主事業を開催するなど、連携

を図る。

5 自主事業は、市への施策貢献及び利用者の利便性向上等を主な目的として実

施することから、収支差益が発生した場合は、市民への還元イベントの開催な

‘どを考慮する。

ｲ

6自主事業の実施にあだり、市と協議の上、年度事業計画を作成し、実施しま

すが、年度途中で新たに事業を実施する場合は、別途市と協議を行い、承認後

に実施する。

、

戸

、
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第2章 誘致事業．

公正性・公平性・利用の平等性を念頭に置き、公の施設であることを踏まえ、

市・千葉市スポーツ協会加盟団体等の主催行事の開催を優先する。

その後、土日祝日については、観るスポーツ・するスポーツ。文化イベント等

について顧客リストをもとに集客力のあるイベントを誘致する営業を行う。

平日については、学校関係行事及び企業の運動会等の誘致を行い、集客増を図

る。

1 スポーツイベント

（1）観るスポーツの誘致

大規模なスポーツイベントは、市との連携による誘致が必要不可欠であ

′り、今まで築き上げてきた協力関係を最大限活用し、夢と感動のもてる観

るスポーツの誘致及び運営協力を行う。

（2）するスポーツの誘致

スポーツを通した心身の健全な発達、コミュニケーション能力の育成、

地域住民の交流による地域教育力の向上を目指し、顧客リストの活用によ

る、きめ細かいサービスを提供する営業（ワンツーワンサービス）を行う。

迫

2文化イベントの誘致

本施設は、音響・舞台照明といった設備を有している市最大の施設であるこ

とから、講演会・コンサート等、文化イベントの誘致を行う。

3障害者スポーツや福祉イベントの開催サポート

障害のある人もない人も共に暮らせる社会の実現を目指す市の施策に基づ

き、障害者スポーツや福祉イベントの受入れを行なうと共に開催サポートを積
極的に行う。へ

－

《、
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教室・イベントの開催

市民の誰もが「いつでも､どこでも、いつまでも」スポーツ活動に取組むこと
ができる施設を目指し、継続的な教室やイベントを開催する。

従来から開催している「①実費弁済型教室（健康・体力づくり事業、世代別ス

ポーツレクリエーション事業、世代間交流事業、地域コミュニティ事業)」に加

え、子育て世代の女性を対象とした-｢②託児サービス付教室」等､市民ニーズを

取り入れた事業を企画する。

企画にあたっては、市の施策はもとより、国・県の施策について'|胄報収集に努

め、本施設に求められる新たな役割を認識したうえで行う。

第3章

1 内容・年間スケジュール(2B事業）

第5編添付資料「自主事業計画一覧」のとおり実施する。

2開催方法

（1）企画立案

ア施設の担当者で企画立案し、協会事務局と調整を図り市と協議のうえ決

定する。

（2）会場の確保

ア会場の確保については、一般利用者に支障がないよう事務局と調整を行

う。

（3，）参加者の募集方法 畦

ア開催日の約1か月前に、市政だより・協会ホームページ・スポーツ情報

誌「みんなのスポーツちば」・催物案内等に掲載する。 、

（4）参加申込み方法

ア往復葉書等により受付け、応募者多数の場合は、抽選を行い当落及び開

催案内を通知する。

イ参加料は、原則として、指定日（約一週間前）までに当該施設窓□にて

徴収する。

なお、教室内容によっては、その性質上、開催当日に受付．参加料の徴

収を行う場合もある。

（5）開催日

ア会場・使用備品・用具等の準備・点検を行う。

イ参加者が多い場合や施設窓口で対応が困難な場合は、教室専用受付を設
け一般利用者と区別し、受付を行う。

ウ担当者による開講式を行う。

（6）月事業報告

毎月、実施日・参加人数等の月事業報告書を市へ提出する。

第5編－3－1



（7）終了日

ア担当者による閉講式を行う。

（ア）指導者からの所見・評価をもらう。

（イ）参加者へ他教室等の案内をする。

イアンケート等を適宜、実施する。

（8）実施報告ノ

教室等終了後、実施報告書を作成する（第5編添付資料参照)。

唾～

（
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スポーツ＆コミュニティコーナー運営事業

「地元プロスポーツチーム関連スペース」「スポーツ情報提供スペース」「市民

の憩いの場スペースJを設け、スポーツ情報発信拠点'『スポーツ＆コミュニティ

コーナー』と位置づけ、地域コミュニティの活性化・交流の場として活用する。

第4章

1 開催（活用）方法

（1）内容

（2）企画立案

ア施設の担当者で企画立案し、協会事務局と調整を図り市と協議のうえ決

定する。

イ 「地元プロスポーツチーム関連スペース」については、千葉ロッテマリ

ーンズ、ジェフユナイテッド干葉両球団及び千葉ジェッツ担当者と調整を

図り、内容を随時変更し、特別展示等も企画する。

ウ施設の担当者と協会事務局において調整を図り、協会情報誌「みんなの

スポーツちば」と連動し、パネル展示等を含めた各種スポーツ!|胄報の提供
を行う。

エスポーツ情報誌。専門誌を購入し、定期的に入れ替えを図る。

2安全対策及び監視

（1）薑備員の配置

： スポーツ＆コミュニティコーナーを薑備員の常駐場所と定め､盗難､火災、

不正・不良行為等の予防・早期発見・排除といった保安薑備を実施する6

(2)監視カメラによる監視
監視カメラ2台により、管理事務所で常に監視を行う。

（3）盗難防止対策

プロスポーツチームから提供された備品等については、展示ケースの施錠

やワイヤーで固定するなど盗難防止策を講じる。 ？

第5編-5－

地元プロスポーツチーム

の情報発信

歴代ユニホーム､選手関連グッズ､パネル展示。

また､大型ボードによる試合結果及びスケジユー

ルも併せて設置。

スポーツ情報提供スペー

ス

0

情報誌「みんなのスポーツちば」と連動した企画

展示等により各種スポーツ情報の提供等を行う。

市民の憩いの場スペース スポーツ情報誌・専門誌の閲覧スペース。



第5章 設営用品販売

大会等で利用するにあたり、寶生シート固定用テープ及び各競技のコートライ

ンテープが必要であることから、利用者の利便性向上のため、実施する。

1 販売場所

千葉ポートアリーナ受付窓□

2販売方法

受付窓口での対面販売とする。

（1）商品の説明を行い、品名・購入数の確認を行う。

（2）販売料金を提示し、料金を徴収する。

販売内容・料金3

へ

〆

戸
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名
ロ

ロロ 規格 販売料金 備 考

カートンテープ 50mm×50m 550円 薑生シート固定用

ラインテープ 50mm×50m 1,350円
バスケットボール･バレー

ボール等用

ラインテープ 40mm×60m 1,350円
バドミントン・ソ･フトバレ

－ボール用

ラインテープ 80mm×50m 2,300円 フットサル用



コピー・FAXサービス事業〃

スポーツイベントや文化イベントの開催が可能な施設であることから、大会運

第6章

営の一助として、コピー・FAX送受信サービスを行う。

1 実施場所

干葉ポートアリーナ事務室（受付窓□）

2実施方法

（1）受付窓□において、区分・枚数を確認する。

（2）サービス内容（区分・枚数）の確認後、利用料金を徴収する。
1

3、料金

送信は、国内のみ。※

I

く

、

』

、
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く

区 分 料金（1枚）

コピー
モノクロ

カラー

10円

50円

FAX

送 信

・ ※

市 内

県内市外

県 外

受 信

10円

20円

30円

10円



第7章 スポーツ用品貸出サービス事業

施設使用時の利便性を高めるため、下記スポーツ用品の貸出サービスを行う。

1 貸出場所

千葉ボートアリーナ受付窓口

2貸出方法

（1）施設利用予約受付時に、貸出希望用品の仮申込を受け付け、利用当日、

現地施設窓□にて貸し出す。施設利用料金支払時に併せ料金を徴収する。

（2）利用者が安全・快適に使用できるように点検・保守・清掃を行い、常に

貸出しが可能な状態を維持する。

貸出内容・料金
げ

〔

、

第5編-8－

名
にコ

ロロ 貸出料金

柔道畳 1畳 1日につき 100円

新体操マット 1面 1日につき5 ， 500円
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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通 年 開催場所 開催日 曜日 時間 対象 定員 回数 参加料 内 一容

』1

■
Ｊ
Ｊ

放課後運動くらぷ サプアリーナ

①4/19，26，5/10，
17，6/7､ 14，21，28，

7/5， 12
②9/6， 13，20，2F7，
10/11， 18， 11/1， 1･5、
22，29

③12/6， ●13，20， 、
1/10，2/7， 14，21、
28，3/7、 ‐14

火 16：15～●17：45 小学生

L～

35人 30 16,000円
近隣の小学生を対象に、 1年間を通じて放課後に
毎週楽しい運動あそびをとおして、運動好きな子どもたちの
育成とたくさんの友だちづくりを目指します。

ヂー

〆

21
咄

陣がい者対象卓球教室 サプアリーナ

4/19，5/10，6/14，
7/5，9/13， 10/11、
11/15， 12/13，2/14、
3/7

火 1B：30～20：OO
13歳以上

の身障者
10人 10 0円

パラスポーツコンシェルジコと庫裡して身障者を対象にスポーツを体験して
もらう。

中
学
壷
６
４
Ｐ

ｊ

1

3
■
■
〕

加汗トレーニング

5 月～7 月

1ド 親子リトミック教室●1

2

可

L

健康体操教室1

3，

6

』

～女性限定～
シェイプアップ教室1

託児サービス

4|1

～女性限定～
初心者対象ヨガ＆ピラティス教室1

託児サービス

体力測宇幸

開催場所

ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室
(2)

サプアリーナ

ﾄレ－ﾆﾝｸ
（2）

室

幼児体育室

ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室
(2)

幼児体育室

4/9，23，30，5/7，
14，21，28，6/4， 11、
25，7/2，9， 16，23，
S0，8/6， 13，m，
9/3， 10，24， 10/15、
22， 1・I/5， 12， 19，
26， 12/S， 10， 17，
24－， 1/~K14，21，28，
2/11， 18，25，3/4，
11， ．18，25

開催日

5/10、 ●17，24，31、
6/7， ‐1421，28、
775， 12

4/19，26，5/10， 17、
6/7， ‐14，21，28，
7/5， 12

5/11， 18，25，6/1，
8，22，29，7/6， 13，
20

5/13，20，27，6/3，
10，24，7/1，8， 15、
22

土

曜日

火

火

水

金

１
１
１
１
１
１

①
②
⑧
④
⑤
⑥

O:00～10:30

５
０
０
５
０

１
０
３
１
０

■
■
■
。
■
■
●
■
■
●

１
２
３
４
５

１
１
１
１
１

一
一
一
一
一

５
Ｏ
Ｏ
５
Ｏ

４
３
０
４
３

■
■
●
■
●
●
●
●
巳
●

０
１
３
３
４

１
１
１
１
１

時間

●10：30～1．1 ：30

13：45～15：15

10：00～11 ：30

10： ~15～11 ：45

16歳以上

対象

1歳～2歳
までの子と
その親

18歳以上

18歳以上
〔女性）

1歳以上
就学前児

18歳以上
(女性）

6人

定員

15組

50人

25人

10人

25人

10人

42

回数

●10

10

10

〆
〃

10

1

1,500円

参加料

8,600円

4,500円

5,300円

6,400円

5,500円

6,400円

健康・スポーツ・リハビリの分野で筋力アップ効果があるとして
洋日されている加圧トレーニングを開催する。専門インストラクターによる
マンツーマン指導により、利用者の目的に合わせた指導を提供する。
(1日6回各1人）

内 容

親子でスキンシップをはかりながら、楽しく音楽に合わせて自由に体を
動かすことで子ども達の表現力や感受性を育みます。

日常的な運動のきっかけとして始めやすい健康体操の動作を習得し、
運動不足解消と健康・体力づくりを目指します。

女性限定で筋肉に刺激を与えて引き締めるためのエクササイズと
有酸素運動を組み合わせて行うことで、効率よく健康的に痩身する方法の
習得とリフレッシュを目的とします。

■1 p･･･ h.ﾛﾛﾛﾛ口車D●吟●Q““Da“■a－■｡q●“凸｡｡●ﾛ■■･■DD･●…■“ロロロ●■●●■●●■･･●“■●■ﾛ”｡,｡●D昏DDDDDB的ゆ●●”｡p■■qD●･BboDD●･･●●■■■･ﾛロ●ロロロロロ.~■●●■●D････

託児付きスポーツ教室の実施により、子育て中の主婦層（主に20代～
40代）を対象に、運動不足の解消や心身をリフレッシュする機会を
提供することで、子育てを支援します。

全身の筋力強化や柔軟性を高めながら、呼吸・肉体・意識の調和を目指し、
体験を重ねることによりスポーツに親しみながら健康づくりを目指します。

託児付きスポーツ教室の実施により、子育て中の主婦層（主に20代～
40代）を対象に、運動不足の解消や心身をリフレッシュする機会を
提供することで、子育てを支援します。

5，“ キッズヒップポップダンス教室~1
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室
(2)

5/7， 14，2~1，28、
6/4， 11，25， ‐〃2，9，

16

土 10：OO～11 ：OO 小学生 25人 10 2,800円
小学生を対象にヒップ・ポップに合わせて楽しみながら、身体を動かして
基礎体力の向上や表現力、リズム感を養います。 ，＞

『



一=面劉崔＝＝＝器一催=DI I--+白圭菫茎ヨー両一書（クR致宰）※開催順．
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12

j3

14

●15

16

17
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1〔
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夏 季 開催場所 開催日 曜日 時間 対象 定員 回数 参加料 内 容

‘1，鼻 キッズヒップポップダンス教室2
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室
(2)

7/30，8/6， 13，m、
27，9/3， 10， 17，24

土 10:OO～11 ：OO 小学生 25人 9 2,600円
小学生を対象にヒップ・ポップに合わせて楽しみながら、身体を動かして
基礎体力の向上や表現力、リズム感を養います。 ‐

2
千葉ロツテマリーンズのOB選手と
ボールで楽しもう！

サブアリーナ 8月（調整中） 平日 2部制(AM)
幼稚園年長
～小学2年

20組 2 500円

千葉ロッテのOB選手の指導によるポール遊び。ポール遊びを通じて、
身体を動かす喜びや親子で同じ遊びをすることによるコミュニケーションを
深めることを目的とします。

9月～ 1 2月 開催場所 開催日 曜日 時間 対象 定員 回数 参加料 内 容

1 卓球教室
■q

サプアリーナ

g/27， 10/11，･ 18，
11/1， 15，22，29、
'12/6， 13，20

火 ･ 10:00～12：OO

B，

18歳以上 50人 10 6,000円
ーー

参加者がレベルに応じた技術指導を受け、ラージボールの特徴である長い
. ・ラリーを楽しむことで、健康・体力づくりと生涯スポーツの振興を目指しま
す。

2． 親子リトミツク教室2
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室
②

9/27， 10/11， 18，25、
11/1，8，． 15，22，29， ．
12/6

火 10:.30～●11 ：30
1歳
まで
そ

～2歳
の子

の親

と ●15組 ●10 8,600円
親子でスキンシップをはかりながら、楽しく音楽に合わせて自由に体を
動かすことで子ども達の表現力や感受性を育みます。

3： 健康体操教室2 サプアリーナ

g/6， 13，20，27、
10/11， 18， 11/1， 15、
22，29

火 13：45～15：15 18歳以上 50人 10 4500円
日常的な運動のきっかけとして始めやすい健康体操の動作を習得し、
運動不足解消と健康・体力づくりを目指します。

*釘

4：

． I

b

シ

～女性限定～
エイプアップ教室2

託児サービス

ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室
(2)

幼児体育室

9/28， 10/12， 19，26、
11/2，9， 16，30、
12/7， 14

水 10:00～11 ：80

18歳以上
〔女性）

1歳以上
就学前児

25人

10人

10

5,300円

6,400円

女性限定で筋肉に刺激を与えて引き締めるためのエクササイズと
有酸素運動を組み合わせて行うことで、効率よく健康的に痩身する方法の．
習得とリフレッシュを目的とします。

託児付きスポーツ教室の実施により、子育て中の主婦層（主に20代～
40代）を対象に､ ､運動不足の解消や心身をリフレッシュする機会を
提供することで、子育てを支援します。

『

5，

～女性限定～

初心者対象ヨガ＆ピラテイス教室2

、
託児サービス

》 ･狸

ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室
②

ﾉ

幼児体育室

9/80， 10/14，21，
11/4， 11， 18，25、
12/2，9，…1.6

金 10:15～●11 :45

25.人

10人

10

5,500円

6,400円

全身の筋力強化や柔軟性を高めながら、呼吸・肉体・意識の調和を目指I_ﾉ、
体験を重ねることによりスポーツに親しみながら健康づくりを目指します。

託児付きスポーツ教室の実施により、子育て中の主婦層（主に20代～
40代）を対象に、運動不足の解消や心身をリフレッシュする機会を
提供することで、子育てを支援します。

1 ．6
H

1

～女性限定～』
経験者対象ヨガ＆ピラテイス教室

(長期）

ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室
(2)

g/30, .10/14，21，
11/4，11， 18，25，
12/2，9， 16， 1/13、
20，27，2/10， 17，．
24､↑3/3， 10， 17，24

金 18:00～14：30
1

す

25人 20 11,300円

、
ノ

ヨガの呼吸法Iさあわせてゆったりと身体を動かし､柔軟性の向上や
ポディパランスの向上を図り、美容・痩身効果を促します。

7’ キッズヒップポップダンス教室3
ﾄﾚｰｺｸﾞ室
(2)

10/15， 11/5， 12， 19，
26， 12/3， 10， 17，24

土 10:OO～●11 ：00 小学生 25人 9 2,600円
小学生を対象にヒップ･ボップに合わせて楽しみながら、身体を動かして
基礎体力の向上や表現力、リズム感を震います。
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1 月～ 3 月 開催場所 開催日 暇日 時間 対象 定員 回数 、 参加料 内 、容

I

払

1 親子リトミック教室3
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室
②

1/10、 17，24，2/7、
14，21，28，3'7， 14

火 10：30～●11 ：30
1歳～2歳
までの子と

その親

15組 9 7,BOO円
親子でスキンシップをはかりながら、楽しく音楽に合わせて自由に体を
動かすことで子ども達の表現力や感受性を育みます。

2 健康体操教室3 サプアリーナ

12/6， 13，20， 1/10、
2/7， 14，21，28、

3/7， 14
火 13：45～15：15 18歳似卜 50人 10 4，500円

日常的な運動のきっかけとして始めやすい健康体操の動作を習得し、
運動不足解消と健康・体力づくり左日指します。

3'；

4 字

■
一

シェイ

雄
方 室3

託児サービス

ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室
(2)

幼児体育室

1/11， 18，25，2/8，
●15，22，3/1，8， 15、
22

水 10：00～11 ：30

18歳以脂

． 〔女性）
25人

10人

10

5,300円

6,400円

女性限定で筋肉に刺激を与えて引き締めるためのエクササイズと
有酸素潭動存組み合わせて行うことで、効率よく健康的に痩身する方法の
習得とリフレッシュを目的とします。

託児付きスポーツ教室の実施により、子育て中の主婦層（主にｸ0代～
40代）を対象に、運動不足の解消や心身をリフレッシュする槻会奏
提供することで、子育てを支援します。

､可

4”
･ S

～女性限定～
初心者対象ヨガ&ピラティス教室3

託児サービス

ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室
(2)

幼児体育室

1/13，20，27，2/10，
17，24，3/3， 10， 17、
24

金

●

10：15～1~1 ：45

1歳以I-E
就学前児

25人

10人

10

5,500円

6,4C0円

全身の筋力強化や柔軟性を高めながら、呼吸・肉体・意識の調和を目指し、
体験を重ねることによりスポーツに親しみながら健康づくりを目指します。

託児付きスポーツ教室の実施により、子育て中の主婦層（柔にｸ0代～
40代）を対象に、運動不足の解消や心身をリフレッシュする榔会妄
提供することで、子育てを支援します。

5，
~

キッズヒップボップダンス教室4
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室
(2) ．
1/14，2~1，28，2/18，
25，3/4， 11， 18，25

土 10：00～11 ：OO 小学生 25人 9 2,600円
小学生を対象にヒップ・ポップに合わせて楽しみながら、身体を動かじて
基礎体力の向上や表現力、リズム感奏舞います。
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指定管理者自主事業実施報告書
I

種目名

（1）一般

（ア）開催日

（イ）会場

（ウ）開催時間

(工）参加者

（オ）講師

（2）キッズ

（ア）開催日

（イ）会場

（ウ）開催時間

（工）参加者

（オ）講師‘

（3）経費内訳

」

（4）参加者アンケート結果・分析、

（5）特記事項

（ア）事故の発生
"

(イ）担当者の所見

第5編添付資料-4‐

決算額（予算額）

市補助金 一 千円 【 予算 千円】

白羊財源 千円 【 予算 千円】

参加者負担金 ． 、千円 【 予算 千円】

協賛金 千円 【 予算 千円】

合計 ． 千円 【 予算 千円】

①講師謝礼 報償費 千円 【 予算 千円】

②講師テキスト代事務費 消耗品費 千円 【 予算 千円】

③講師用飲料 食糧費 千円 【 予算 千円】

④事務連絡用 通信運搬費 千円 【 予算 千円】

⑤傷害保険 保険料 千円 【 予算 千円】

⑥会場使用料 使用料 千円 【 予算 千円】 ‐

合計 ≦千円 【 予算 千円】



第6編 事業評価（モニタリング）計画

モニタリング実施計画

1 考え方

本施設の管理運営・自主事業等の実施にあたり、 「管理運営の基準」及び「基

本協定書］で市が示した水準に対し､以下の事業モニタリングの視点に基づく

監視により、管理運営状況等の評価を行い、継続的に業務改善を図っていく一

連の仕組みを構築し、適正な管理を行う。 ,

また、市の実施するモニタリングによる監視・指導を受けるとともに、自ら

定期的にモニタリング（セルフモニタリング）を実施する体制を構築し、業務

を効果的、効率的に行う。

（1）事業モニタリングの視点

ア公の施設の管理者として施設の設置目的達成のための役割を果たしてい

るか。

イ収入の増加や経費の縮減等､効率性の向上があったか。 ′

ウ市が示した水準に対し、適正かつ確実なサービスを提供しているか。

工安定的かつ継続的な管理運営が可能な状態にあるか。

第1章

2実施方法

（1）利用者アンケート等による利用者意見の聴取

第6編第2章利用者アンケート実施計画を参照

（2）市が行う事業モニタリングへの積極的な協力

市がモニタリングを行う場合は、積極的に情報提供を行うなど､モニタリ

ングに協力する。

（3）協会や市以外の専門家による評価の実施検討

「外部（第三者）モニタリング」や「外部会計監査」による定期的な評価

の実施を検討する。

（4）運営管理全般に対するセルフモニタリングの実施

第6編第3章自己評価計画を参照

７
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利用者アンケート実施計画 ．

1 考え方

利用者ザービスの向上がどの程度達成されているかを客観的に判断するた

め、施設利用者及び自主事業参加者等の意見や要望を把握する。

収集した情報は一元的に管理し、分析と自己評価を実施し、具体的な改善事

項は、施設内への掲示や協会ホームページなどにより公表し、利用者へ積極的

に情報提供するとともに、月事業報告書等により市に報告する。

第2章

2実施内容・回数

（1）利用者との日常のコミュニケーションによる利用者意見の聴取【随時】

（2）アンケート用紙の配布や対面による聞き取り調査
ア施設利用者への施設やサービスに関するアンケート調査【原則年1回､1

調査期間は各1か月程度】

イ自主事業参加者八のアソケート調査【教室終了後】

（3）意見箱の設置による利用者意見の聴取【随時】

（4）協会ホームページでの利用者意見の受付【24時間】

口
3実施結果等報告

基本協定書第43条第2項の規定により、調査結果及び分析､評価等につい

て月事業報告書により報告する。

I

（

、

’
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第3章 自己評価計画

1 考え方

指定管理者が行うサービスが適正な水準で確実に実施されているか、自ら問

題点を洗い出し、改善に努めるとともに、次年度の事業計画書に反映させ、安

定的かつ継続的なサービスの提供を行う。

また、事業の目的を具体化・目標化（数値化）し、自らの事業目的が達成さ

れているか、 PDCAサイクルに基づき、継続的に検証を行う。

2実施方法

（1）施設の設置目的の達成に閨する取組みについての評価【定量評価】

当協会で設定した数値目標の達成状況について評価基準を定め毎月実臓
る。報告は9月・3月とする。

ア利用者数
し

イ利用率

（2）効率性向上に関する取組みについての評価【定臺評価】

当協会で設定した経費及び収入目標の達成状況について評価基準を定め毎

′月実施する。

ア収入増減率

イ事業収支

（3）適切なサービス実施や管理運営についての評価【チェック項目評価】

施設の管理運営業務の評価【毎月及び年度末報告】

施設長が協会独自の自己評価表を作成し、事務局次長が評価する。

（4）自主事業の評価【Sか月毎】 ‘

ア自主事業実施状況

イ広報・プロモーションの実施状況

施設長が協会独自の自己評価表を作成し、事務局次長が評価する。

し､

3 自己評価の報告

基本協定書第44条の規定により、管理業務の実施状況に関する自己評価の

結果を5段階評価とし、その事由とともに月事業報告書により報告する。
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第7編利益等の還元

第1章利益等の還元の方針等

1 考え方

企業努力の結果、本施設の事業収支に利益が見込まれる場合は、必要経費を

控除した残額を次の方法により市へ還元する。

なお、実際の還元にあたっては、還元する額、時期や方法等について市と協

議する。 ′ 、 、

〆

2還元の方法

本施設の事業収支に利益が見込まれる場合は、指定管理者選定要項に定めの

ある下記計算方法により得た額を、市が求める納付方法により還元する。

一

3還元する額の計算方法

一事業年度において、剰余金（自主事業に係るものを含む｡）が生じ、剰余（

金が当該年度の総収入額の10%に当る額を超える場合、剰余金と当該年度の

総収入額の1:O%に当たる額の差額の2分の1の額とする｡-ただし、自主事業

、に係る収支が赤字となった場合は、自主事業を除く指定管理業務の収支により

利益還元額を計算する。

、P

へ

イ

一
）

､

-J
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1

様式第2号（収支予算害）

第8編収支予算

第1章指定管理事業収支予算

1 収入予算（利用料金収入）
ノ

U

『

『

第8編－1 ‐

一－－－－－－－－－ 内 訳 合計金額（千円）

収入合計 260,485

市からの委託料 176，265

利用料金収入 84,220

項

目

千葉ポートアリーナ

ー■■

専用使用メインアリーナ

専用使用サブアリーブー

専用使用トレーニング室(2)

附帯施設

個人使用サブアリーナ

個人使用トレーニング室(1)

個人使用トレーニング室(2)

個人使用体力測定室

附属設備

行為許可

個人回数券

個人年間定期ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ券

個人6か月定期ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ券

個人Sか月定期ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ券

27，875

5，841

1，174

5;478

32

3，194

230

58

33,052

3,802

324

1,094

438

1，628



（
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積算内訳 合計金慧 (千円）

(B)支出合計 260,485

①
管
理
運
営
費

人件費

事
務
費

凸
ｆ

管
理
費

委託費

･常勤職員給料
常勤職員A年間給料4,550,200円
常勤職員B年間給料4,484,200円 ．
常勤職員C年間給料4,417,000円 ．
常勤職員D年間給料4,940,200円
● 賞与年間支給月数4.3ケ月8,364,332円
･職員諸手当5,073,906円 、
･法定福利費・法定外福利費・退職給付費用・消費税11,452,726円
合計43,282,564円
･非常勤職員3名職種労務（軽）
賃金他年額（3名)5,781,000円
･管理費按分経費 ′

役員費(10.6%)1,529,551円
事業管理費(42.0%)9,442,648円 ‘
法人管理費(10.8%)5,080,664円 ・ 合計16,052,863円
･自主事業への按分経費△433,000円(1%)

消耗品費 国事務用消耗品国管理用消耗品

印刷製本費 利用許可申請書印刷

燃料費 非常用発電機用A重>［ ］

光熱水寶 電気日ガス曰水道口下水道使用料 ．

賃借料 NHK受信料国有線放送受信料国複合機リース

無線機リースﾛ玄関マットリース

通信運搬費 固定電話料金日公衆電話料金

負担金 関係機関会費臼電波利用料

手数料 簡易水道検査手数料国音楽著作権使用料

保険料 国施設賠償責任保険ﾛ情報漏洩プロテクター保険

公課費 事業費分消費税

本部経費 回ネットワーク経費

清掃費 日常清掃、定期清掃等

設備機器管理費 画琵
引
雪勿管理画トレーニング室指導管理 ．

国一般廃棄物処理日産業廃棄物処理日複合機保守点検

画昇降機設備保守点樺自動ドア保守点検国トレーニング器具等保守点検

回体力測定機器保守点検国舞台機構設備保守点検口受変電設備等保守点検

国消防用設備保守点検画自動放水銃設備保守点検画大型映像装置等保守点検

回移動観覧席保守点検口設備時計ﾛ得点表示装置保守点検

画舞台照明設備保守点検日建築設備定期検査業務 ，

保安薑備費 日人的警備及び機械警備

修繕費

64，684

1jO60

47

4

65，399

366

162

20

50

1,223

､177

1,149

29，314

75,330

11,500

10,OOO

②管理に係る備品購入費

項
目



全

I

第2章指定管理白羊事業収支予算

ノ
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内 訳 合計金額"(千円）

(A)収入合計 5,109

項
目

施設の興行の企画・誘致活動

物販事業

コピー・FAXサービス

旧情報カウンター事業

スポーツ用品貸出サービス

スポーツ教室等

設営用品販売

コピー・FAXサービス収入

畳・新体操マット貸出サービス

4，226

196

92

.0

595

、 積 算 内 訳
1

､

合計金額（千円）

(B)支出合計 4，967

項
目
ゞ

も
、

人件費

■ ●

事務費・管理費

j ･

按分経費 433,000円

当

L姑

■

･消耗品費 61,000円

･保険料 127,000円

･公租公課 13,000円

･商品費 126,000円

ｰ

433

327



1

I

一

使用料には、自主事業により市に支払う占用料などを記述してください。

事業費には、自主事業による出演料などを記述してください。

利用料金には、自主事業により支払う当該施設の利用料金を記述してください。
必要に応じて小区分を設定しても構いません。

２
３
４
５

※
※
※
※

第8編－4‐

積 算 内 訳 合計金額（千円）

項
目

委託費

４
画

使用料

事業費

利用料金

-.委託料 ､69,000円
『~》

･講師謝礼 2,91.1,000円

･会場使用料 1,227,000円

69

色～

2，911

1，227

収支 (A)-(B) 142


